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Ⅰ はじめに

我が国は、急激な人口減少問題に直面しており、いま国・地方は、「少子高齢化社会へ

の対応」と「東京一極集中の是正による地方回帰」を進める「地方創生」の実現に向け、

一致協力した取組みを展開しているところである。

この「地方創生」の実現には、それぞれの地域が、個性豊かな活力ある社会を形成する

ことが必要であり、そのためには、地域が自らの判断で独自の施策を展開する「真の地方

分権型社会」の構築が求められると考える。

地方分権の更なる推進、地方自治の一層の充実を図るためには、その「理念」をしっか

りと位置付けることが重要であるが、現行憲法における地方自治規定は、「わずか４条」

のみであり、また、地方自治の基本原則とされる「地方自治の本旨」の表現自体が抽象的

で、地方自治の侵害を防ぐための基準として、不十分と指摘されている。

「憲法と地方自治研究会」は、このような経緯から、地方自治の本旨の明確化や地方自

治に関する憲法規定の充実のほか、国政へ地方の意見を反映する仕組みなど、地方に関係

する憲法上の諸課題について幅広く検討するため、平成 27 年 10 月 27 日に、全国知事会

総合戦略・政権評価特別委員会のアドバイザー組織として設置され、平成 28 年 3 月には、

中間報告を取りまとめたところである。

一方、こうした状況下において、本年 7月 10 日の第 24 回参議院議員通常選挙で、憲政

史上初となる、合区での選挙が４県を対象に実施され、合区された県では、選挙への関心

が希薄となり、投票率の低下を招くとともに、自らの県を代表する議員が選出されなくな

るという「新たな不平等」が明らかとなったところである。

また、７月開催の全国知事会議においては、「参議院選挙における合区の解消に関する

決議」が採択された。

本最終報告においては、中間報告の内容を踏まえ、憲法の地方自治に関する規定の明確

化及び合区解消に向けた参議院の在り方についても、今後の憲法改正論議において、国民

的議論が深まることを期待し、地方自治に関する憲法の「改正草案」として提示するもの

である。
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Ⅱ 中間報告
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１ 地方自治の基本原則

地方自治の基本原則については、今後、地方自治に関する個別の憲法課題について議論

したことをフィードバックさせながら、最終的な意見を取りまとめることとなる。そこで、

本報告においては、地方自治の基本原則に係る議論のうち、参議院における地域代表制を

考える上で参考となる部分について記載することとする。

地方自治の基本原則を表す「地方自治の本旨」については、その表現が抽象的で分かり

にくいことから、これを明確化すべきであるという議論がある。

一般に、地方自治の本旨は、「住民自治」と「団体自治」という二つの要素で説明され

ているが、その内容は固定されたものではなく、国民的議論の中で築いていくものである。

近年では、「国と地方の適切な役割分担」が含まれるとする考え方も有力である。

これまでは、国と地方の関係については、地方の自治権は国から与えられたものである

という理解の下で説明されることもあったが、現在では、主権者である国民（住民という

概念を含む。）が、憲法を通じて、中央政府及び地方自治体にそれぞれ直接統治権を授け

ているという考え方が有力となってきている。地方分権を進め、地方自治の一層の充実を

図ろうとしている我が国の現状を踏まえると、あるべき地方自治のイメージは（図１）の

右側のように図示することができる。憲法における地方自治の位置付けを見直す際にも、

そのようなイメージの下で議論を進める必要がある。

中央政府と地方自治体が、等しく憲法あるいは国民の下で作られた対等な存在であるな

らば、本来、両者の関係は、国民が憲法で定めることが適当であるとも考えられる（注

１）。現行憲法は、そのような形式を採らず、国と地方自治体の調整を法律で行うとして

いることを踏まえると、地方自治の基本原則を明確にした上で、立法の過程に地方の意見

を反映させる仕組みを設けることの重要性が理解される。

（図１）あるべき地方自治のイメージ

（注１） 硬性憲法である我が国の憲法に、詳細な規定を書き込むことも問題があるとの指摘もあっ

た。
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２ 参議院における地域代表制（合区問題を踏まえて）

（１） 経 緯

参議院は、創設時から「地域代表的性格」を有するとされ、これまで一貫して都道府県

単位の代表が参加し、地方の意見を国政に反映する役割を果たしてきた。

参議院議員の選挙においては、選挙区間における議員１人当たりの人口の較差は５倍前

後を推移しており、憲法が要請する投票価値の平等に反するとして、定数訴訟が繰り返し

提起される状況にあった。

かつての最高裁判決においては、衆議院議員の選挙において投票価値の較差が３倍を超

えるような選挙について違憲状態との判決がなされていたのに対し、参議院議員の選挙に

ついては５倍前後の較差を合憲とする判断が示されていた。

投票価値の不平等状態の違憲性の判断基準については、昭和 58 年の最高裁大法廷判決

の基準が長らく踏襲されてきた。同判決では、憲法が二院制を採用していることを踏まえ、

政治的まとまりを有する都道府県を単位とする参議院独自の選挙制度には合理性があり、

事実上都道府県代表的意義を有しても、議員の国民代表的性格とは矛盾しないとし、その

ような選挙制度の仕組みの下では、投票価値の平等が一定の限度で譲歩を求められること

になっても、憲法に違反するとはいえないという整理がなされていた。

しかし、長年にわたる制度及び社会状況の変化を踏まえて最高裁の姿勢は次第に厳格化

し、平成 22 年の通常選挙に係る定数訴訟に対する平成 24 年 10 月 17 日の最高裁判決にお

いては、参議院が衆議院とほぼ同等の権限を持つことを指摘した上で、同選挙における投

票価値の較差（5.00 倍）は違憲状態であるとされ、都道府県単位の選挙制度を改めるなど、

現行の選挙制度の仕組み自体を見直すことによって、違憲状態を速やかに解消することが

強く求められることとなった。

そこで、参議院議員の選挙における一票の較差を是正するため、「４県２合区を含む

10 増 10 減」を行う公職選挙法改正案が提出された。同法案は、平成 27 年７月 28 日に成

立し、合区の導入に対しては、参議院の地域代表的性格などから、全国知事会、全国町村

会等より強い懸念が表明されていたが、平成 28 年の通常選挙において、憲政史上初の合

区選挙が実施された。

この結果、投票率の低下や選挙区において自県を代表する議員が出せないことなど、合

区を起因とした弊害が顕在化したところである。

本研究会では、こうした合区の問題点と、これを解消するに当たっての方策について、

以下のとおり検討を行った。
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（２） 合区の問題点

合区に関しては、研究会委員や合区の対象となる知事から、次のような問題点があると

の指摘があった。

ア 都道府県ごとに集約される民意を生かす機能の後退

都道府県は、歴史的、政治的、社会的な意義と実態を有する行政単位であり、その

区域ごとに行政府・警察・教育委員会が設置され、農林水産・医療・保健・商工業と

いったあらゆる組織・団体が、都道府県単位での政治的な合意形成を図っている。

また、国との関係において、国が企画した施策を地域において実施するに当たって、

国と市町村との間にある中間団体として媒介・調整機能を果たし、更には、現行制度

上十分対応できない部分については、国に対して制度改正等の必要な措置を求めるな

ど、重要な役割を果たしている。

これまで参議院は、都道府県ごとに集約された意見を国政に反映させる場となって

きたが、合区の導入によって、参議院のそのような機能は後退することとなった。

イ 地方の声が届きにくくなる

人口は一部を除いて減少傾向にあり、今後も人口の少ない選挙区の合区が進めば、

ますます地方の声が届きにくくなる。

さらに、合区の選挙区においては、国政レベルの事案について両県の意見が異なる

場合に意見の集約が困難になるという課題もある。

合区問題に対して、「都市とそれ以外の地域」の対立という視点から合区対象地域

だけの問題として矮小化する見方もあるが、過疎化がさらに進み、地方が疲弊するこ

とは、地方創生や国土の均衡ある発展に弊害をもたらすばかりか、都市部で住民に過

度の負担を与えている人口過密の問題が更に深刻さを増すことにもつながり、日本全

体の将来像にも関わる喫緊の課題と捉えるべきである。地域がそれぞれの特徴を生か

し、固有の課題を解決して発展していくには、国政においても、過疎、過密両方の地

域の声に配慮した施策や法制度が不可欠であり、合区によって、地方の声が国政に届

きにくくなることは、都市部を含め日本全体に不利益をもたらすおそれがあるという

視点が重要である。

地方の声を国政に届ける仕組みとして、平成 23 年に「国と地方の協議の場」が法

定化されたが、幅広い政策協議を行うには協議時間が少ないという指摘があり、参議

院において地方の声を国政に反映させる機能が後退する部分を補うものとしては不十

分である。
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ウ 自治体間における不平等性

合区は、対象となった４県のみが、県単位の民意を国政に届けることができなくな

るという点において、一票の価値とは異なる不平等性を有する。

また、このたびの合区は、隣接する人口規模が近い自治体間において行われたもの

であったが、今後は、人口規模が大きく異なる自治体間で合区が行われる可能性があ

る。その場合、人口規模の小さい県は代表を出すことが困難となることが予想され、

自治体間の不平等性が、より明確な形で表れることとなる。

エ 世論の不支持

世論調査の結果によると、合区対象となった４県の住民のみならず、全国において

も合区を支持する意見は少ない。

<合区された４県を対象に実施した調査>（平成 27 年 12 月 19 日共同通信記事より）

・合区に賛成 18.3 ％

・合区に反対 65.8 ％

（選挙区の在り方については、県単位の復活を求める回答が 49.5 ％で最多）

<全国調査>（平成 27 年 12 月 日本世論調査会実施）

質問： 将来的に参議院の選挙制度をどうするべきか

回答： ・合区での格差是正を進める 19.8 ％

・全国単位の比例代表と選挙区を組み合わせた

現行制度を抜本的に見直す 33.7 ％

・都道府県単位で代表を選ぶことを優先 36.5 ％（最多回答）
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（３） 合区問題の解消に向けての方策

(1) 検討に当たっての視点

ア 最高裁判例の評価

最高裁判例の趣旨は、参議院議員の選挙制度に地域代表的性格を保有させるべきで

あるという見解については政策的観点から相応の合理性は認められるが、都道府県を

参議院議員の選挙区の単位としなければならないという憲法上の要請はなく、衆議院

と同等の権限を持つ参議院の選挙制度の設計においては投票価値の平等という憲法上

の原則を支える人口比例原則を優先しなければならないというものであり、基本的に

学説上も支持されている。

イ 二院制と参議院の在り方について

二院制における参議院の意義・役割をどう考えるかについては、これまで、様々な

議論がなされてきたところであり、参議院議員の選挙区の合区問題を考える際にも、

参議院の在り方という全体的な議論を行い、参議院の役割をしっかりと固めた上で、

一定の理念に基づいた制度を示すべきである。

なお、参議院における地域代表制を憲法に明記し、参議院を「地方の府」として位

置付ける場合においては、人口比例原則に基づかない地方代表機関としての参議院に、

国民代表機関である衆議院の意思の実現を阻む権限を与えてよいのかという課題もあ

り、参議院の権限の見直しと一体的に考える必要がある。

また、参議院の権限を見直す際には、単に衆議院の優越を明確にするだけではなく、

参議院は監査、決算、地方に関する事項等についての審議に特化するなど、参議院の

独自性を高める方向で議論することが考えられる。

ウ 都道府県単位の選挙区の意義

都道府県は、その区域における民意を集約し、国と地方をつなぐパイプ役を果たし

てきた。しかしながら、憲法には都道府県や市町村の位置付けはなく、国と地方の関

係において、都道府県が果たす役割も明文で定められていない。そのため、都道府県

を参議院議員の選出単位として維持する必要性を訴えるのであれば、地方自治におい

て都道府県が担う役割とその重要性について明確化する必要がある。

エ 現行選挙制度の問題

現行の参議院における選挙区選挙は、小選挙区と中選挙区が混在し、選挙制度の趣

旨について混乱が生じており、１人の議員が選出される県に比べ、複数の議員が選出

される人口の多い都道府県では、都道府県代表としての性格が薄く、民意の反映方法

が選挙区によって異なるという大きな問題を抱えている。合区問題を選挙制度から考

える際には、この点についても議論が必要である。
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オ 諸外国との比較

二院制を採用する国においては、上院と下院で異なる代表原理を採用している例が

多く見られ、上院では人口比例原則を第一の原理にしていない場合も多い。

アメリカ、ドイツ、フランス等は、上院における地域代表制を憲法に規定しており、

日本における二院制の在り方を議論する上でも参考にするべきである。

また、我が国の国会議員の数は、諸外国との比較の上では少なく、10 万人当たり

の国会議員定数は、ＯＥＣＤ加盟 34 か国中 32 位である。

国会議員の数は、減らすか現状維持かという形で議論がなされているが、合区とい

う地方の声が届きにくくなる選挙制度の是正を優先するために、国民の合意が得られ

る範囲内で議員数を増やすという観点もあり得る。

(2) 具体的な方策案

全国知事会は、「一票の較差の是正」を重要な課題と認識しつつ、合区によって地方

の声が国政に届きにくくなることもまた重大な問題であると考えており、合区を早期に

解消すべきであるという姿勢を示している。

世論もまた、そのような主張を後押しする声が多いことを踏まえ、合区問題を解消す

る方策を検討するに当たっては、参議院の代表原理は「都道府県を選挙区とする地域代

表制」を基本とすることが考えられる。

前述のとおり、最高裁が、衆議院と対等な権限を持つ参議院における選挙制度につい

て、投票価値の不平等状態の是正を最優先とする見解を明確に示している以上、合区問

題の解消を考えるのであれば、憲法改正によって、参議院の役割を改めて定義し、地域

代表制を憲法に位置付けることが基本的な考え方となる（後記①）。

しかし、憲法は、これまで一度も改正されたことがなく、改正に向けて国民的合意を

得るまでには相当な時間を要すると考えられる。

そこで、現行憲法下における合区問題への対応として、公職選挙法の定数配分の変更

あるいは抜本的見直し（後記②）や、参議院における地域代表制を法律で規定（後記

③）することにより、「投票価値の平等」と「地域代表の確保」との調和を図ることに

ついても併せて検討した。

以下で、それぞれの方策案の内容と留意点等を示す。
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① 憲法改正

憲法改正により、参議院における地域代表制を明記する。

憲法第 43 条等の改正により参議院を「地方の府」と位置付けて、一票の較差の問

題からの脱却を図り、都道府県単位による選挙を必須のものとする仕組みを構築す

る。

地方分権の推進、地方創生の実現を国家的課題とする我が国において、地方の意見を国

政に反映させる仕組みの重要性はますます高まっている。

参議院は、創設時から地域代表的性格を有しており、都道府県を単位として集約した意

見を国政の場に反映させる役割を果たしていることを踏まえれば、参議院において、衆議

院とは異なる代表原理である地域代表制を採用することは、国会に多様な民意を反映させ

るという二院制の趣旨に照らし、有力な選択肢となり得るものであると考えられる。

また、前述のように、地方自治の基本原則を明確化し、立法過程に地方の意見を反映さ

せることが重要であるという観点からも、参議院を「地方の府」とし、地方に関する立法

の議決を中心に一定の権限を与えることについては合理性があると考えられる。

しかしながら、投票価値の平等を重視し、都道府県を参議院議員の選挙区の単位としな

ければならないという憲法上の要請がないとする最高裁の判例を前提とすると、投票価値

の平等を無視してまで現行憲法下で都道府県代表制を維持することは困難であるため、憲

法を改正して参議院を「全国民の代表」ではなく「地方の府」として位置付けることによ

り、参議院における地域代表制の原理が「投票価値の平等」の原則に優越するようにする

ことが適切である。

なお、二院制を採用する国においては、上院と下院で異なる代表原理を採用している例

が多く見られ、我が国の参議院の在り方を考える上でも参考にすべきである。

（留意点）

・憲法の改正には、相当な時間を要することが予想され、国民的議論を喚起し、合意形

成が図られねばならない。

・現行憲法には都道府県や市町村の位置付けはないことから、憲法上都道府県と市町村

の二層制（又は広域自治体と基礎自治体の二層制）を明記し、その上で都道府県が地

方の代表の単位たり得る理由を明らかにする必要がある。

・参議院の権限の見直しを伴うことが考えられ、二院制の在り方及び参議院の性格につ

いての全体的な議論が必要。また、二院制の在り方や参議院の性格にあわせ、それに

ふさわしい選挙制度を構築することが必要である。
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② 公職選挙法の改正

公職選挙法の改正により一票の較差の是正を図る。

参議院の総定数を平成 12 年以前の 252 人を限度として復元させ、各選挙区の定数

を２以上とした上で、総定数の枠内で調整することによって、一票の較差の是正を図

る。

合区は、参議院議員の選挙制度の問題に対する緊急避難的措置にすぎず、前述のように

抜本的な見直しを行うに当たっては、参議院の在り方について十分に議論した上で、憲法

を改正し、参議院にふさわしい選挙制度を構築することが基本となる。

しかし、憲法改正に向けた国民の合意形成には、相当な時間を要することが考えられる

ことから、現行憲法下において合区問題を解消する方法として、公職選挙法の定数配分を

見直すことで、一票の較差を是正しつつ、都道府県単位の選挙区を確保することについて

検討することも考えられる。（必要に応じて公職選挙法第 12 条、第 14 条及び別表第３を

改正）

そして、この場合、地方の声が国政に届きにくくなる事態を早期に解消するためには、

国民の納得のいく範囲内で定数を増やすという考え方もあり得る。

そこで、定数配分の見直しによる対応を検討するに当たっては、参議院の定数が、平成

12 年に 10 人削減され、252 人から 242 人になった経緯を踏まえ、定数 10 の復元を限度と

考え、総定数 252 人以内で調整することとし、本研究会では４つのモデルによる検討を行っ

た。

ここでは、総定数を 10 増加し、選挙区の定数増及び比例代表の定数減を併せて実施する

ことで、一票の較差が３倍以内となるよう調整する案を提示する。

〔定数配分見直し案－１〕 選挙区定数の増加 （較差 2.95 倍）

・各選挙区の定数２を確保した上で人口の多い都道府県の定数を増加、一票の較差を調整方法

３倍以内とする。

・選挙区定数を 34 人増加する必要があるが、総定数が 252 人となるよう比例代表の

定数を 24人削減する。

選 挙 区 180人（34 人増）調 整 後

比例代表 72人（24 人減）

総 定 数 252人（10 人増）

（利点）

・各選挙区に２議席を確保し、一票の較差を３倍以内に是正することができる。
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（留意点）

・奇数配分の選挙区を認める必要がある。

・総定数の増加について、国民の理解が得られるかが問題。これに対しては、国会経費

全体を見直し、定数増加分のコストを節減すること等の方策についての検討も必要で

ある。

・地方の人口減少が今後も続けば、都市部への追加定数配分及び比例代表の定数削減と

いう措置を繰り返す必要がある。

・比例代表の定数減については、少数意見への配慮という制度の意義が薄れる。

・参議院の権限について現状が維持される。参議院の自己再定義に期待するとともに、

参議院の役割についての国民的議論を喚起する必要がある。

このほか本研究会では、現行の選挙区定数をアダムズ方式により再配分する方式、比例

代表を廃止し、全て選挙区とする方式及び各選挙区に基数２を配分する方式について、そ

れぞれの利点・留意点を検討した。

また、選挙制度を見直すに当たっては、現在直面している一票の較差の是正、合区問題

の解消といった課題に対応することだけを目的とするのではなく、二院制の意義ないし参

議院の独自性の観点から、参議院にふさわしい選挙制度を考えるべきであるとの意見があ

り、抜本的な見直し案についても検討を行った。

なお、定数を増加させることについては、小選挙区と中選挙区が混在し、選挙制度の趣

旨について混乱が生じているという問題がそのまま残ることになることから、課題を先送

りするような改革をするよりも、やはり憲法改正を目指すべきであるという意見もあった。

さらに、一票の較差が問題となる選挙制度を変更して、人口の多い選挙区には第 22 回

の衆議院議員総選挙で行われた連記制を導入し、都道府県代表としての性格を強めるよう

にするという方法もあるとの意見があった。
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③ 地域代表制の法定化

現行法を改正し、参議院における都道府県代表制を法定化する。

これは、参議院を都道府県代表による「地方の府」と位置付けるという考えに基づき、

立法府の裁量の範囲内で、参議院における都道府県代表制を法定化しようとする案である。

具体的には、憲法附属法である国会法を改正し、参議院に「地方の府」にふさわしい権

限を認めることに併せて、そのような参議院の性格に相応して都道府県代表制を位置付け

直すよう、公職選挙法を改正するものである。

国会の組織や機能、運営等について規定した国会法に、新たに参議院の理念を加えて、

都道府県代表制を法定化することは、国民の合意が得られれば、相当な時間を要すると思

われる憲法改正より、時間的な面で利点がある選択肢といえる。

ただし、当該立法措置が、「全国民の代表」及び「投票価値の平等」という憲法の規定

に適合しないとして最高裁において違憲と判断される可能性もある。

また、三権分立の考え方から、国会は最高裁の判決を尊重すべき立場にあることや、憲

法上の投票価値の平等原則は、法律レベルで変えられるものではないとする意見もあった。

なお、こうした方法を選択するとしても、憲法改正を目指す場合と同様に、国民的議論

を喚起し、合意を得ることが必要であることを考慮しなければならない。
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３ まとめ

（１） 検討結果のまとめ

参議院議員の選挙における一票の較差を是正するために導入された合区という手法は緊

急避難的に設けられたものにすぎず、今後、抜本的見直しを行っていく必要がある。

参議院が、創設時から地域代表的性格を有しており、都道府県単位の代表が地方の意見

を国政に反映させる場として機能し、地方自治の充実に関して重要な役割を果たしてきた

事実は、重く受け止めなければならない。

また、合区は、対象となった県のみが地域から代表が出せなくなるという不平等性を有

しており、地方分権が重視される現在では、この不平等を解消して、都道府県単位の代表

制を維持していくことの意義については、国民の理解が得られるものと考えられる。

このため、近時の最高裁判例が投票価値の平等を重視し、都道府県を参議院の選挙区の

単位としなければならないという憲法上の要請はないとしている中で、参議院における都

道府県代表制の維持を訴えていくならば、参議院の代表原理は地域代表制を基本とすると

いうことを掲げて国民的な議論を喚起し、参議院を「地方の府」とすることについての合

意を得て、憲法改正を目指すべきであると考える。

ただし、平成 31 年の参議院の通常選挙に向けて選挙制度の抜本的見直しが行われるこ

とを踏まえ、短期的な対応を考えるのであれば、国民的議論が必要なことは憲法改正と同

様であるが、公職選挙法において定数配分を見直すことで、この問題を解消することや、

地域代表制の法定化も視野に、「投票価値の平等」と「地域代表の確保」との調和を図る

ことを検討していくことも考えられる。
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（参考資料１）研究会で検討した合区問題への対応各案

■ 憲法改正

最高裁の判例が投票価値の平等を優先する中で、現行憲法下で地域代表制を維持する

ためには、憲法を改正して参議院を「地方の府」とすることが最も適切な対応である。

憲法改正により参議院における地域代表制を明記

参議院を「地方の府」と位置付けて、一票の較差の問題からの脱却を図り、都道府○

県単位による選挙を必須のものとする仕組みを構築する。

（留意点）

・憲法の改正には、相当な時間を要することが予想され、国民的議論を喚起し、

合意形成が図られねばならない。

・現行憲法には都道府県や市町村の位置付けはないことから、憲法上都道府県と市町村

の二層制（又は広域自治体と基礎自治体の二層制）を明記し、その上で都道府県が

地方の代表の単位たり得る理由を明らかにする必要がある。

・参議院の権限の見直しを伴うことが考えられ、二院制の在り方及び参議院の性格に

ついての全体的な議論が必要。また、二院制の在り方や参議院の性格にあわせ、

それにふさわしい選挙制度を構築することが必要である。
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■ 公職選挙法の改正（定数配分の見直し）

〔定数配分の見直しに当たっての考え方〕

・参議院の定数配分を見直し、都道府県単位の選挙区を維持しつつ、投票価値の不平等

を是正する。

・参議院の定数が、平成12年に10人削減され、252人から242人になった経緯を踏まえ、

定数10の復元を限度と考え、総定数252人の枠内で調整する。

・平成27年国勢調査（速報値）に基づいて定数配分を行う。

〔案－１〕 選挙区定数の増加 （較差 2.95倍）

総定数を252人に復元し、各選挙区の定数を２以上とした上で、選挙区の定数増及○

、 。び比例代表の定数減を併せて実施することで 較差が３倍以内となるよう調整する

現行定数 増 減 調整後 備 考

参議院創設時の較差(2.62倍)及び平成27年選 挙 区 １４６人 ＋３４人 １８０人
公職選挙法改正時の較差(2.97倍)を踏まえ
て３倍以内に調整比例代表 ９６人 －２４人 ７２人

総 定 数 ２４２人 ＋１０人 ２５２人

（利点）

・各都道府県の定数２を確保しつつ、較差を３倍以内とすることができる。

（留意点）

・奇数配分の選挙区を認める必要がある。

・総定数の増加について、国民の理解が得られるかが問題。これに対しては、国会経費

全体を見直し、定数増加分のコストを節減すること等の方策についての検討も必要で

ある。

・地方の人口減少が今後も続けば、都市部への追加定数配分及び比例代表の定数削減と

いう措置を繰り返す必要がある。

・比例代表の定数減については、少数意見への配慮という制度の意義が薄れる。

・参議院の権限について現状が維持される。参議院の自己再定義に期待するとともに、

参議院の役割についての国民的議論を喚起する必要がある。
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〔案－２〕 人口比例方式 （較差 1.92倍）

選挙区定数146人を変えないという条件で、人口比例（アダムズ方式）による定数○

配分を行う。

現行定数 増 減 調整後 備 考

選 挙 区 １４６人 ±０人 １４６人

比例代表 ９６人 ±０人 ９６人

総 定 数 ２４２人 ±０人 ２４２人

（利点）

・定数を増加せずに、較差を２倍以内に抑えることができる。

（留意点）

・奇数配分の選挙区を認める必要がある。

・定数１となる選挙区（１人区）が10県発生する。

・１人区では、６年に一度しか選挙区選挙の投票権を与えられないこととなり、

合区とは異なる意味での重大な地域格差をもたらすという意見がある。

〔案－３〕 全て選挙区選挙とする （較差 1.98倍）

都道府県を単位とする選挙区選挙に一本化し、アダムズ方式を基本とした定数配分○

を行う。

現行定数 増 減 調整後 備 考

総定数242人で配分すると、定数１となる県選 挙 区 １４６人 ＋９８人 ２４４人
が１県生じるため、総定数を２増加させ、
各都道府県が２議席以上確保できるよう調比例代表 ９６人 －９６人 ０人
整

総 定 数 ２４２人 ＋２人 ２４４人

（利点）

・定数の増加を２人に抑え、較差も２倍以内とすることができる。

（留意点）

・奇数配分の選挙区を認める必要がある。

・比例代表制度の廃止により、多様な意見の反映という面では大きく後退する。
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〔案－４〕 基数配分方式（島根県試案） （較差 4.07倍※）

※定数２の県と定数を加配された都道府県との較差は１倍以内

各都道府県に定数２を配分し、平成27年公職選挙法改正後において定数４以上の都○

道府県に対して、人口の多寡に応じた定数を加算する （定数２の県の最高人口(宮。

城県233万人)を超える人口に対して、同人口(233万人)ごとに定数２を加算）

現行定数 増 減 調整後 備 考

選 挙 区 １４６人 ＋６人 １５２人

比例代表 ９６人 ±０人 ９６人

総 定 数 ２４２人 ＋６人 ２４８人

（利点）

・各都道府県に２議席以上を確保することができる。

・全て偶数定員の選挙区となるため、３年ごとの同数改選が可能。

（留意点）

・一票の較差については、基数である２議席を有する県と、議席を加配された都道府県

との間で比較するという考え方を採っている。

・この方式は、衆議院で問題となった「１人別枠方式」の強化版と受け止められる

おそれがあり、近年の判決に照らすと、最高裁がこれを認める可能性は低いと

考えざるを得ない。

【参考：投票方法】 大選挙区制限連記制

選挙区定数146人を変えない条件で、人口比例（アダムス方式）による定数配分を○

行い、選挙区定数に応じて、連記制を導入する。

（例）３名以下：１人１票 ４名～１０名：１人２票 １１名以上：１人３票

（利点）

・少数意見を反映しやすい。

・過去に行われたことがある（昭和21年 第22回衆議院総選挙)。

・諸外国（スペイン上院）において、実施されている。

・ 総定数を復元するまでの定数増をせずに）較差を３倍以内に抑えることができる。（

（留意点）

・多数の立候補者など選挙制度が複雑になり、各選挙管理委員会の事務、

有権者に混乱をもたらす。

・有効投票総数に占める死票の割合が増大する。

・投票の数的平等（１人１票）を崩すことになるため、

違憲訴訟の対象となる可能性が大きい。
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■ 選挙制度の抜本的見直し

現行の参議院の選挙制度には、小選挙区制と中選挙区制とが混在しているという問題が

。 、 、ある 合区問題の解消が議論の入り口であったとしても 選挙制度を見直すに当たっては

現行制度の問題点を踏まえ、二院制の意義ないし参議院の独自性の観点から、参議院に

、 、ふさわしい選挙制度を考えるべきであるとの意見があり 次の抜本的見直し案が提案され

検討を行った。

〔案－５〕 拘束名簿式比例代表制＋都道府県代表併用制

拘束名簿式比例代表制と都道府県単位の小選挙区制とを併用する。○

【補足説明】

・小選挙区の候補者は全て比例代表選挙との重複立候補とし、各名簿への配分議席から

小選挙区での当選者を減じた人数を名簿登載順で当選とする。

・一人名簿を認め、無所属での立候補も可能とする。

・比例代表選挙は全国を１区としてもよいが、いくつかのブロックに分けてもよい

（ただし、その場合は人口比例原則を守った定数配分が必要 。）

（利点）

・選挙権の不平等の問題を生ずることなく、都道府県代表を確保できる。

・拘束名簿式には議員の多様化を促進する効果が期待できる。

・現行の非拘束名簿式の問題点（分かりにくさ、政党票と比較して個人票が少ない政党

では、わずかの個人票で当選者が決定してしまう不都合等）を解消できる。

・現行の選挙区選挙の問題点（小選挙区制と中選挙区制の混在）を解消できる。

・小選挙区制と異なり一つの政党が過半数議席を獲得する可能性はほぼなくなるので、

衆議院多数派と参議院多数派が真っ向から対立する事態を回避できる。

（留意点）

・ある程度以上の定数が必要であるため、議員定数削減は困難になる。
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〔案－６〕 都道府県から男女各１名を選出

都道府県を全て２人区として、男女各１名を選出する。○

【補足説明】

・定数を47都道府県×男女各１名（計２名）＝94人とする場合は、都道府県を二つの

グループに分け、３年ごとに半数の都道府県で選挙を実施。

・定数を47都道府県×男女各２名（計４名）＝188人とする場合は、３年ごとに全ての

都道府県で２名を選挙。

・男女の候補者はそれぞれ独立して立候補してもよいが、ペアでの立候補とすることも

考えられる （フランス県議会の方式）。

（利点）

・地方代表議院としての独自性を明確にできる。

・女性議員比率は必ず50パーセントになる。

（留意点）

・人口比例原則を無視した選挙制度であるため、実現には憲法を改正し、参議院の権限

規定も含めて二院制の在り方を見直す必要がある。
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■ 地域代表制の法定化(国会法・公職選挙法の改正)

現行法を改正し、参議院における地域代表制を法定化

国会法に都道府県代表としての参議院の在り方を新たに記載するとともに、公職選○

挙法の見直しを行う。

（利点）

・参議院における代表理念を立法府が明確に示すことにより、現行憲法下において、

投票価値の平等と地域代表制の調和を実現できる可能性がある。

（留意点）

・このような立法措置は、最高裁によって違憲と判断される可能性がある。
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Ⅲ 要綱（案）及び条文（案）
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１ 日本国憲法「地方自治」関係・改正要綱(案) 

 研究会におけるこれまでの議論を踏まえ、「地方自治の充実」及び「地方の多様

な意見を国政に反映させるための合区解消」に必要となる日本国憲法の要綱(案)

を提示する。 

日
本
国
憲
法
改
正
草
案
要
綱
（
案
）

第
一

改
正
の
趣
旨

１

人
口
減
少
が
進
展
す
る
中
で
、
国
と
地
方
と
の
適
切
な
役
割
分
担
に
基
づ
き
、
日
常
生
活
に
関
連
を
有
す

る
公
共
的
事
務
に
対
し
て
、
地
域
の
住
民
が
、
地
方
公
共
団
体
を
通
じ
て
、
自
ら
決
定
し
、
統
治
で
き
る
範
囲

の
拡
大
を
図
る
こ
と
に
よ
り
、
自
立
的
で
持
続
的
な
発
展
が
可
能
と
な
る
よ
う
に
、
日
本
国
憲
法
（
昭
和
二
一

年
十
一
月
三
日
憲
法
）
第
九
二
条
に
規
定
さ
れ
て
い
る
「
地
方
自
治
の
本
旨
」
に
つ
い
て
明
確
化
す
る
と
と
も

に
、
地
方
自
治
に
関
す
る
規
定
を
具
体
化
す
る
よ
う
に
改
め
る
。

２

国
政
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
が
抱
え
る
課
題
に
対
し
て
、
国
と
し
て
解
決
に
向
け
た
適
切
な
政
策

の
立
案
、
決
定
が
効
率
的
に
で
き
る
よ
う
に
、
国
会
を
構
成
す
る
第
二
院
で
あ
る
「
参
議
院
」
を
、
地
方
代
表

に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
院
と
位
置
付
け
る
よ
う
に
改
め
る
。

第
二

憲
法
「
前
文
」
の
中
に
、
「
地
方
自
治
」
の
充
実
と
発
展
を
宣
言

１

国
民
自
ら
が
、
地
域
の
住
民
と
し
て
、
地
方
公
共
団
体
を
通
じ
て
、
自
ら
決
定
し
、
自
立
的
な
発
展
を
遂

げ
ら
れ
る
よ
う
、
「
国
民
主
権
」
「
基
本
的
人
権
の
尊
重
」
「
平
和
主
義
・
国
際
協
調
主
義
」
の
基
本
原
則
に

加
え
て
、
「
地
方
自
治
」
の
充
実
と
発
展
を
、
国
民
共
通
の
理
念
と
し
て
位
置
付
け
る
た
め
、
日
本
国
憲
法
「
前

文
」
の
中
に
宣
言
す
る
。

（
日
本
国
憲
法
「
前
文
」
関
係
）
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第
三

地
方
自
治
の
本
旨
の
明
確
化

１

国
と
地
方
と
の
適
切
な
役
割
分
担
を
踏
ま
え
、
住
民
の
日
常
生
活
に
関
連
を
持
つ
公
共
的
事
務
は
、
そ
の

地
域
に
お
け
る
住
民
の
手
で
、
そ
の
住
民
の
団
体
が
主
体
と
な
っ
て
処
理
す
る
権
能
を
有
す
る
こ
と
を
、
日
本

国
憲
法
が
保
障
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
規
定
す
る
。

（
日
本
国
憲
法
第
九
二
条
関
係
）

第
四

地
方
公
共
団
体
の
権
限
の
具
体
化

１

国
の
立
法
権
は
、
地
方
公
共
団
体
の
「
立
法
権
」
を
尊
重
し
、
地
方
公
共
団
体
の
権
能
及
び
国
と
地
方
と

の
適
切
な
役
割
分
担
を
踏
ま
え
て
行
使
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
に
つ
い
て
規
定
す
る
。

２

地
方
公
共
団
体
の
「
財
政
権
」
が
保
障
さ
れ
る
こ
と
を
規
定
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
具
体
的
な
内
容
と
し

て
、
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
「
固
有
財
源
の
充
実
」
「
課
税
自
主
権
の
確
立
」
に
つ
い
て
規
定
す
る
。
併
せ

て
、
国
か
ら
地
方
公
共
団
体
へ
の
「
適
切
な
財
源
配
分
」
、
地
方
公
共
団
体
の
歳
入
・
歳
出
へ
の
「
検
査
機
関

の
設
置
」
に
つ
い
て
規
定
す
る
。

（
日
本
国
憲
法
第
九
四
条
関
係
）
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第
五

国
と
地
方
公
共
団
体
と
の
関
係

１

国
は
、
地
方
自
治
に
関
す
る
政
策
決
定
の
た
め
に
、
地
方
公
共
団
体
の
代
表
機
関
と
の
協
議
の
場
を
設
置

す
る
こ
と
を
規
定
す
る
と
と
も
に
、
地
方
公
共
団
体
は
、
事
後
に
お
け
る
司
法
的
救
済
を
求
め
る
権
利
を
有
す

る
こ
と
を
規
定
す
る
。

（
日
本
国
憲
法
第
九
五
条
関
係
）

第
六

参
議
院
の
地
方
代
表
と
し
て
の
位
置
付
け

１

「
両
議
院
は
、
全
国
民
を
代
表
す
る
選
挙
さ
れ
た
議
員
で
こ
れ
を
組
織
す
る
」
と
の
規
定
を
改
め
、
「
衆

議
院
は
、
全
国
民
を
代
表
す
る
選
挙
さ
れ
た
議
員
で
組
織
す
る
」
も
の
と
し
、
「
参
議
院
は
、
広
域
的
な
地
方

公
共
団
体
の
区
域
ご
と
に
」
必
ず
議
員
が
選
挙
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

（
日
本
国
憲
法
第
四
三
条
関
係
）

第
七

そ
の
他

１

本
改
正
に
基
づ
き
、
地
方
自
治
法
を
は
じ
め
と
し
た
関
係
法
律
に
つ
い
て
は
、
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の

と
す
る
。
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 「地方自治」に関する規定なし。    

日本国憲法 前文 

 この憲法は、主権者である国民が、全国的及び地域的な公共の福祉の実現

のために、自らの政治的権能を、国及び地方公共団体に対して直接負託して

おり、国及び地方公共団体は、それぞれの責務を担いつつ、互いに協力し、

住民の日常生活に関連する公共的事務については、地方公共団体の自主性及

び自立性が十分に発揮されるよう、解釈されなければならない。 

２ 日本国憲法「地方自治」関係・改正草案(案) 
（逐条解説） 

改正草案 前文 

我が国の憲法前文は、憲法の基本原理や理想を宣言するとともに、憲法典

の一部として、法規範性を持つという特色がある。 

 この前文の中に、現在は言及されていない「地方自治」「地方分権」を、我

が国の国家像、その目指すべき姿として位置付ける。 

 なお、改正内容については、憲法前文の全体像としての見直しのイメージ

とも関係するため、具体的な書きぶりの検討は行わず、改正の趣旨について

のみ、提案するものである。 

 具体的な趣旨としては、現行憲法には、「地方自治」の解釈規定がないため、

地方自治とは何か、という点を説いたものとなっている。 

 まず、最初に「全国的及び地域的な公共の福祉の実現」という「目標」を

掲げ、その統治の手法として、「主権者である国民自らの政治的権能」を直接

負託された「国及び地方公共団体」が、それぞれ役割分担していることを明

示した上で、地方公共団体の自主性・自立性が十分に発揮されるよう、この

憲法が解釈されなければならない点を規定している。 

解説 

 改正要綱の内容に基づく、個別の条文の規定と、それぞれの条文の考え方、

論点について次のとおり提示する。 
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 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基づいて、

法律でこれを定める。   

日本国憲法 92 条 

１ 地方公共団体は、基礎的な地方公共団体と、これを包括する広域的な地

方公共団体及びその他法律で定める特別の地方公共団体とする。 

２ 地方公共団体は、その地域の住民の発意に基づき、住民の日常生活に関

連する公共的事務について処理する固有の権能を有する。 

３ 国は、原則として、国家の存立に関する役割及び全国的な視点を必要と

する政策、その他国が果たすべき役割を担うものとし、国と地方公共団体

との間で、適切な役割分担を図るものとする。 

改正草案 92 条 

 現行憲法において、抽象的な表現と指摘される「地方自治の本旨」につい

て、「住民発意による地方自治」（住民自治）と、「団体自らの意思と責任に基

づく地方自治」（団体自治）との理念を、条文の形で表すとともに、憲法上規

定されていない地方公共団体の定義及び国と地方の役割分担について、地方

自治の基本理念として、それぞれ規定する。 

 ここで、我が国は単一国家として、国が主権を有することを前提としつつ、

住民に身近な課題については、できる限り地域住民の意思に従い解決してい

くべきとの住民自治の理念に基づき、それぞれの地方公共団体は、その地域

における「統治」について、「固有の権能を有する」点を規定している。 

 また、現行憲法における「組織及び運営に関する事項」の内容を、国が具

体的に「法律で規定する」点については、地方公共団体の自主的に組織を編

成していく権能としての「自主組織権」を志向するものとして、あえて改正

草案からは外している。 

 ただし、この点については、全くの「自由」とするのか、あるいは、国が、

地域ごとの行政執行に不具合が発生しないように、例えば、大枠の組織につ

いて、事前にいくつかのバリエーションをメニュー化するというような手法

も、考えられるところである。 

解説 
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 仮に、国が法律によって一定のメニュー化を図る場合については、改正草

案で提示した第３項の次に、以下のような規定を続けることが想定される。 

４ 地方公共団体の組織及び運営に関する共通的な事項に関して、法律は、

前 2 項の趣旨及び地方公共団体の自主性を尊重して、制定されなければな

らない。 
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１ 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議

会を設置する。 

２ 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、

その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。 

日本国憲法 93 条 

 改正せず。 

改正草案 93 条 

 地方公共団体の組織に関する規定について、現行の首長公選制、二元代表

制の大枠は、今後益々多様化、複雑化も予想される地方自治の迅速な課題解

決を図る制度として有効であるとして、改正しないこととする。 

 ここで、例えば、小規模地方公共団体での導入などがイメージされる直接

民主制や、シティマネージャー制などの導入などをどう考えるか検討すべき

ポイントとなる。 

 こうした点についても、改正の射程とするのであれば、例えば、憲法に、

「３ 法律で規定する（小規模な）地方公共団体においては、第９２条の趣

旨に基づき、前２項の例によらず、法律の定める機関を設置することができ

る」との規定を設けるといった改正案などが想定される。 

解説 
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 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する

権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。 

日本国憲法 94 条 

１ 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行す

る権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。 

２ 国会が前項の法律を定めるにあたっては、第９２条の趣旨を尊重しなけ

ればならない。 

改正草案 94 条 

 現行の９４条を２条６項に拡充し、新９４条では地方公共団体の立法権を、

新９５条では財政権について述べている。 

 新９４条では、地方公共団体の立法権（条例制定権）については、現行憲

法同様、法律の範囲内とする制限を付した上で、新たに第２項を設け、地方

の立法権の範囲を広げ、より地方分権型の統治が進むよう、国は、地方の立

法権を尊重するように行使しなければならないこととした。 

 地方公共団体の固有の権能に基づく立法権の行使について、全国的なバラ

ンスを考慮して、国は法律によって制限をかけることができる（第１項）と

ともに、仮に、国の行き過ぎた制限が、地方の創意工夫を縛るというような

場合に対して、司法によるコントロールを期待するのが第２項の規定である。 

解説 

１ 地方公共団体は、その運営に必要な財政を処理する権限を有し、固有の

財源として、その地域において、条例に基づき、税を課し、徴収すること

ができる。 

２ 国は、地方公共団体が、その果たすべき役割を遂行するために、適切な

財源を配分しなければならない。 

３ 国は、地方公共団体に財政上の支出をするにあたっては、その支出の基

準を法律によって定め、第９２条の趣旨に反する条件を付してはならない。 

４ 地方公共団体は、自らの財政権に基づく歳入・歳出の決算について、地

方公共団体が設置する独立の検査機関による検査を受けなければならな

い。 

改正草案 95 条 
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 また、新９５条においては、地方公共団体の「条例」に基づく課税自主権

について規定する。これは、神奈川県臨時特例企業税条例の事案も踏まえ、

地方側として、新９４条に新たに設ける第２項の規定と合わせて、国が、地

方の課税自主権に配慮しなければならない点を主張するものとなっている。 

 また、財政権については、本質的には、地方公共団体の条例に基づく課税

自主権は当然のことであるとの意見もあると考えられるが、ここでは、神奈

川県臨時特例企業税についての事案も踏まえて、あえて憲法に規定すること

で、地方の財政権、課税自主権を主張するものとしている。 

  なお、第４項で新たに設けた地方公共団体の財政に対する検査義務に併せ

て、住民からの「行政情報開示請求権」を規定すべきとの考え方もあるが、

この点については、「国の情報開示」、また、個人の人権としての「個人情報

保護」と、併せて考える必要があることから、ここでは憲法改正に向けての

検討の必要性について触れるまでとする。 
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 一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、

その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国

会は、これを制定することができない。 

日本国憲法 95 条 

１ 国は、法律の定めるところにより、地方自治に影響を及ぼす国の政策の

企画及び立案にあたって、地方公共団体を代表する機関との協議の場を設

置しなければならない。 

２ 地方公共団体は、国及びその他の地方公共団体からの、法律、命令、規

則、条例、その他の関与について、裁判所による裁判を受ける権利を有す

る。 

３ 特定の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところに

より、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なけ

れば、国会は、これを制定することができない。 

改正草案 96 条 

 第１項は、現行の国と地方の協議の場に、憲法の保障を与えることで、協

議の場自体の位置付けを強化し、より実効性のあるものへと発展させること

を主張している。 

 第２項は、現在、地方公共団体は、具体的な不利益が生じない限り訴訟提

起ができなくなっているものを、法律の制定や命令の発出がなされた時点で、

司法的救済が受けられるように規定するものである。 

 本規定によって、改正草案第９４条第２項や第９５条第３項の規定の実効

性を高めることとなる。 

※ ドイツ憲法には、憲法裁判所が規定され、具体的な権利侵害を伴う「機関訴訟」 

    以外に、「抽象的規範統制」として、州が国の法律や行政執行について、憲法に 

    合致するものかどうか争うことができる。 

※ 「国及びその他の地方公共団体からの、法律、命令、規則、条例、その他の関

与」については、国が県を通じて市を指導する、県が市を指導する等、上部統治

機構からの具体的な関与を念頭としているものである。 

解説 
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 第３項については、現行憲法の条文の規定（第１項）と、実際の運用の齟

齬を埋めるための改正である（現実的には、過去、「一の」は、「特定の」と

して運用されている。）。 
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(参考：H28.9.13「合区」訴訟・高松高裁判決・合憲) 

 参議院議員の選挙区選挙につき都道府県を選挙区の単位としていたところ、都道府県が歴

史的にも政治的、経済的、社会的にも独自の意義と実態を有し、政治的に一つのまとまりを

有する単位として捉えることに照らし、都道府県を各選挙区の単位とすることによりこれを

構成する住民の意思を集約的に反映させ得るという点で相応の合理性を有するものであっ

た。（略）都道府県の意義や実態等を踏まえ、選挙区選出の参議院議員に地域代表的性格を

持たせるべく、（略）基本的に都道府県を各選挙区の単位として定めることはなお相応の合

理性を有するものと評価し得る。 

１ 両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。 

２ 両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。 

日本国憲法 43 条 

１ 衆議院は、全国民を代表する選挙された議員で組織する。 

 【案１】 

 ２ 参議院は、広域的な地方公共団体の区域ごとに、住民を代表する 

  選挙された議員及び全国民を代表する選挙された議員で組織する。 

 【案２】 

 ２ 参議院は、広域的な地方公共団体の区域ごとに、住民を代表する 

  選挙された議員で組織する。 

３ 両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。 

改正草案 43 条 

 合区問題の解決を念頭に、参議院が「地方の府」との性格を有することを

意識して、広域的な地方公共団体である都道府県単位で議員が必ず選出され

ることとしている。 

 案１は現行の比例代表選挙等との組み合わせを継続することを想定したも

のであり、案２は、全てを都道府県から選挙された議員のみで構成する院と

することを意識したものである。 

 憲法上の参議院の位置付けを考えるにあたっては、具体的に今後の参議院

がどうあるべきか、の検討をしっかりと行う必要がある。 

（以下、そのバリエーションを示す） 

解説 
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論点「参議院バリエーション」 

改正
草案 

選挙方法 人口比例あり 人口比例なし（小） 

案１ 

「都道府県ごとに
選挙」      

   ＋ 

「全国から選挙
（c.f.比例代表）」 

【パターン①】 
 都道府県ごとの選挙は、「一
票の較差」にある程度配慮し、
都道府県の人口規模ごとに定
数を傾斜配分する。 
 併せて全国区の選挙（比例
代表）を実施。 
［現行制度に最も近い］ 

【パターン②】 
 人口規模を無視し、都道府県
ごとに、同数の定数（c.f.東京
都も徳島県も「２」）、あるいは
一定の傾斜配分とするもの
（c.f.東京都「６」で、徳島県
「２」）。 
 併せて全国区の選挙（比例代
表）を実施。 

案２ 
「都道府県ごとに

選挙」のみ

【パターン③】 
 都道府県ごとの選挙は、「一
票の較差」にある程度配慮し、
都道府県の人口規模ごとに定
数を傾斜配分する。 
 全国区の選挙（比例代表）
は実施しない。

【パターン④】 
 人口規模を無視し、都道府県
ごとに、同数の定数（c.f.東京
都も徳島県も「２」）、あるいは
一定の傾斜配分とするもの
（c.f.東京都「５」で、徳島県
「２」）。 
 全国区の選挙（比例代表）は
実施しない。

 改正草案「案１」「案２」に基づき、広域地方公共団体（都道府県）単位で選

挙される議員の数を、一票の較差にある程度配慮して、人口比例させるかどう

かで、パターン①～④までのバリエーションとなる。 

 「パターン①」は、都道府県単位での選出を義務付けるため、合区は発生し

ないが、人口の大小で、選ばれる議員数を変動させるもので、選挙結果のイメ

ージは現行制度に近い（あるいは、「一票の較差」について最高裁の判断が出る

前の選挙制度にほぼ等しいものと考えられる）。 

 「パターン③」は、「パターン①」から現行の比例代表選挙をなくしたもの。 

 都道府県ごとの選出議員数を同数（アメリカの上院方式）や、一定の傾斜配

分（ドイツの連邦参議院方式、c.f.二―ダーザクセン州６、ザールランド州３）

にすることで、参議院が「地方の府」であることが、より顕著となる（「パター

ン②」や「パターン④」）場合は、参議院の権限を衆議院と同格の扱いとすると、

地方の意見が強くなりすぎる、との考え方がある。 

 この場合、例えば、参議院は地方自治に関する案件以外については、衆議院

の決定に対して「同意権」を有する、といった制度改革を合わせて行う必要が

あると考えられる（「参議院の制度改革イメージ（案）」参照）。 
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憲法第 59 条改正案 
  （「地方自治に関する法律案」以外については、参議院は「同意権」のみを有する） 

１ 法律案は、地方自治に関する場合及びこの憲法に特別の定めのある場合
を除いては、衆議院で可決し、参議院が同意したときに法律となる。 
  参議院が同意しなかった場合は、衆議院が出席議員の三分の二以上の多
数で再び可決したときは、法律となる。  
  参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取った後、国会休会中の期間
を除いて六十日以内に、同意しないときは、衆議院は、参議院がその法律
案を同意しなかったものとみなすことができる。 

２ 地方自治に関する法律案は、両議院で可決したときに法律となる。 
両議院で異なった議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上
の多数で再び可決したときは、法律となる。 
  参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取った後、国会休会中の期間
を除いて六十日以内に、可決しないときは、衆議院は、参議院がその法律
案を否決したものとみなすことができる。 

３ 前２項の規定について、両議員の判断が異なる場合は、法律の定めると
ころにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げな
い。 

  ※ 参議院を「地方の府」とした場合の規模や構成と、それに対応した審議の対象 

  範囲については、様々なバリエーションが考えられるため、あくまで「一例」 

   として掲載している。 

参議院の制度改革イメージ（案） 

・ 参議院を「地方の府」として「地方自治に関する法律」についての優先
権を参議院に与える場合は、その法律の範囲の定義が必要。 

・ 決算に関する権能（優先権等）を与えることも検討。 

・ 参議院を「地域代表」とするならば、「全国民の代表」である衆議院より 
 も権能を弱めるべき。 
（例）現行５９条２項の「２／３」を「１／２」 
（例）現行５９条４項の「６０日」を「３０日」 

・ 制限と同時に、（委員会での再度の審議など）参議院の審議権を確保する 
ことも明記すべき。 

・ 法律の決定過程において、両院で意見が異なる場合の両院協議会での議
論の尊重の検討が必要。 

両院の役割分担（主な意見） 
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〔案の１〕 選挙区定数の増加 

〔案の２〕 人口比例方式 

〔案の３〕 全て選挙区選挙とする 

〔案の４〕 基数配分方式(島根県試案) 

参考Ⅰ 

「合区解消」を図る「憲法改正」以外のバリエーション 

公職選挙法第 14 条 

 参議院（選挙区選出）議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員

の数は、別表第三で定める。  

①公職選挙法改正による対応 

 ここで、参考として、憲法改正を経ずに合区解消を図るために２つのバリ

エーションを示す。 

○総定数を 252 人に復元し、各選挙区の定数を２以上とした上で、選挙区

の定数増及び比例代表の定数減を併せて実施することで、較差が３倍以

内となるよう調整する。

○選挙区定数 146 人を変えないという条件で、人口比例（アダムズ方式）に

よる定数配分を行う。

○都道府県を単位とする選挙区選挙に一本化し、アダムズ方式を基本とした

定数配分を行う。

○各都道府県に定数２を配分し、平成 27 年公職選挙法改正後において定数

４以上の都道府県に対して、人口の多寡に応じた定数を加算する。（定数

２の県の最高人口(宮城 233 万人)を超える人口に対して、同人口(233 万

人)ごとに定数２を加算）
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○人口の多い選挙区には、選挙人が選挙区の定数より少ない複数の票を投じ

ることができる制限連記制を導入する。(例)第22回衆議院議員総選挙 

第 22回 衆議院議員総選挙（昭和 21年実施）
・都道府県単位の大選挙区制（１選挙区：２～14名）
※北海道・東京・大阪・兵庫・新潟・愛知・福岡は２つの選挙

区に分割

・定数 10以下の選挙区では２名連記。定数 11以上の選挙区では
３名連記

※公職選挙法改正による連記制の導入 

（利点） 

  ・少数意見を反映しやすい。 

  ・旧憲法下において、過去に行われたことがある。 

   （昭和21年 第22回衆議院総選挙） 

  ・諸外国（スペイン上院）において、実施されている。 

  ・（総定数を復元するまでの定数増をせずに） 

較差を３倍以内に抑えることができる。 

 （留意点） 

  ・多数の立候補者など選挙制度が複雑になり、 

   各選挙管理委員会の事務、有権者に混乱をもたらす。 

  ・有効投票総数に占める死票の割合が増大する。 

  ・投票の数的平等（１人１票）を崩すことになるため、 

   違憲訴訟の対象となる可能性が大きい。 
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 国会法は、憲法附属法として、憲法の規定の詳細について定めたものであ

るが、現行の国会法については、会期や組織等が規定されているだけであり、

衆参両院を設置する我が国の「二院制」の位置付けについて明確化されてい

ない。 

 この点について、「都道府県」が、歴史的・社会的・経済的な単位として

活用され、国民全般の帰属意識が醸成されている現状において、民意を集約

する区域として最も適切であるとの視点に立って、人口比にかかわらず地方

の多様な意見を反映できる立法府の構成とするために、国民全体の代表であ

る衆議院と、地方代表で構成される参議院という「二院制」という位置付け

を、国会の在り方として示すことが求められているとして、国会法の冒頭に、

参議院が地方代表としての位置付けを有することについて、次のとおり規定

する。 

②国会法改正による対応 

第一章 国会の位置付け（新規に規定）

第一条  衆議院は、全国民の代表として、選挙された議員で組織する。

２ 参議院については、全国民の代表であるとともに、地方の代表として、

広域的な地方公共団体の区域から選挙された議員を、必ず含まれなければ

ならない。

国会法改正案 

 立法府の裁量として、参議院を「地方の府」として位置付けることを、国

会法に定め、司法に対して打ち出すことにより、現在の「投票価値の平等」

の考え方に変わる法理として、都道府県代表を必ず選出する選挙制度を制

定・運用することの根拠となるものである。 

 ただし、憲法の「全国民の代表」であるとの規定はそのままであるため、

国会法の改正で、都道府県ごとの代表を選出することは、「地方の多様な意見

の反映」と「一票の較差」の関係について、憲法に抵触すると判断される可

能性がある。 

論点 
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参考Ⅱ 

地方自治に関する規定以外の憲法改正について 

憲法への「環境権」の新設について 

 全国知事会において、憲法改正について、「地方自治」以外に検討を求める

意見が提案された項目として、「環境権」についての検討内容を、次のとおり

示す。 

経済発展の負の側面として深刻な環境汚染が引き起こされたことを背景

として、健康で快適な生活を維持するための「環境」を享受する国民の権利

として、「環境権」という概念が提唱されているところであるが、憲法には

規定されておらず、また、環境権そのものが存在することを正面から認めた

裁判例も現在のところないため、これを憲法に規定してはどうかとの主張が

ある。 

 憲法１３条「幸福追求権」、２５条「生存権」により、環境権の内容を保護・

救済できるものと考えられ、憲法に新たに規定する必要はないのではないか

との考え方がある。現実的に、環境権が憲法に規定されていない現状におい

ても、各種環境法令が整備され、大気・水質・騒音・悪臭等について、国民

生活を健康で快適に維持するための規制がされているところである。 

「環境権」を憲法に規定することについては、 

○ 立法や行政への環境保護への責務と、環境に対する国民意識を、より高 

 い次元へと発展させることができる。 

○ 既に権利として保護されており、憲法へ明文化することにより、特に法 

 的効果が高められることは、ほとんどない。 

との、両方の考え方があり、憲法改正の必要性については、議論の分かれる

ところである。 

【諸外国の例】 

 Ｇ８（主要国首脳会議）参加国のうち、憲法に「環境権」の規定があるの

は、フランス、ロシアの２カ国。それ以外は設けられていない。 

論点 
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諸外国の具体的規定 

○ フランス憲法前文 

「フランス国民は 1789 年の人権宣言に定められ、また 1946 年憲法の前文に

より確認され、補完された人間の諸権利と国民主権の原則、並びに 2004 年

の環境憲章に定められた権利と義務を厳粛に尊重することを宣言する。」 

 フランス「環境憲章」 

   第１条 各人は、均衡がとれ、かつ健康が大切にされる環境の中で生きる権利を有 

     する 

   第７条 何人も、法律の定める要件および限度内において、公の機関の保有する環 

     境に関する情報を入手する権利、ならびに環境に影響を与える公的決定の策 

     定に参加する権利を有する 

○ ロシア連邦憲法  
第 42 条 各人は、良好な環境およびその状況に関する信頼に足る情報に対
する権利、ならびに生態学的な権利侵害による健康または財産に生じた損害
の補償に対する権利を有する 

憲法への「環境権」の位置付け 

 環境権を憲法に位置付けるとした場合、 

○ 国民は「良好な環境を享受する権利を有し、保全する義務を負う」 

○ 国や地方公共団体は「良好な環境の保全に努めなければならない」 

などを規定することが考えられる。 

 この場合、具体的な規定とせず、大きな理念として「前文」に盛り込む手

法もある（フランス憲法は前文に規定）。 

 なお、具体的な規定内容にあたっては、個人の生活環境、公害や開発から

の環境保護、さらには地球温暖化対策といった地球規模の環境保全、といっ

た様々な観点からの詳細な検討が行われるとともに、具体的な権利の内容に

ついて、国民的議論の展開がなされる必要がある。 
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現行規定 改正草案(案) 

（前文） 

 「地方自治」の規定なし 

（前文） 

 この憲法は、主権者である国民が、

全国的及び地域的な公共の福祉の実

現のために、自らの政治的権能を、国

及び地方公共団体に対して直接負託

しており、国及び地方公共団体は、そ

れぞれの責務を担いつつ、互いに協力

し、住民の日常生活に関連する公共的

事務については、地方公共団体の自主

性及び自立性が十分に発揮されるよ

う、解釈されなければならない。

３ 日本国憲法「地方自治」関係・改正草案(案) 
（新旧対照表） 
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現行規定 改正草案(案) 

第９２条 

 地方公共団体の組織及び運営に関

する事項は、地方自治の本旨に基づい

て、法律でこれを定める。  

第９２条 

１ 地方公共団体は、基礎的な地方公

共団体と、これを包括する広域的な

地方公共団体及びその他法律で定

める特別の地方公共団体とする。

２ 地方公共団体は、その地域の住民

の発意に基づき、住民の日常生活に

関連する公共的事務について処理

する固有の権能を有する。

３ 国は、原則として、国家の存立に

関する役割及び全国的な視点を必

要とする政策、その他国が果たすべ

き役割を担うものとし、国と地方公

共団体との間で、適切な役割分担を

図るものとする。

第９３条 

１ 地方公共団体には、法律の定める

ところにより、その議事機関として

議会を設置する。 

２ 地方公共団体の長、その議会の議

員及び法律の定めるその他の吏員

は、その地方公共団体の住民が、直

接これを選挙する。 

(同左) 
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現行規定 改正草案(案) 

第９４条 

 地方公共団体は、その財産を管理

し、事務を処理し、及び行政を執行す

る権能を有し、法律の範囲内で条例を

制定することができる。 

第９４条 

１ 地方公共団体は、その財産を管理

し、事務を処理し、及び行政を執行

する権能を有し、法律の範囲内で条

例を制定することができる。 

２ 国会が前項の法律を定めるにあ

たっては、第９２条の趣旨を尊重し

なければならない。

第９５条

１ 地方公共団体は、その運営に必要

な財政を処理する権限を有し、固有

の財源として、その地域において、

条例に基づき、税を課し、徴収する

ことができる。

２ 国は、地方公共団体が、その果た

すべき役割を遂行するために、適切

な財源を配分しなければならない。

３ 国は、地方公共団体に財政上の支

出をするにあたっては、その支出の

基準を法律によって定め、第９２条

の趣旨に反する条件を付してはな

らない。

４ 地方公共団体は、自らの財政権に

基づく歳入・歳出の決算について、

地方公共団体が設置する独立の検

査機関による検査を受けなければ

ならない。
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現行規定 改正草案(案) 

第９５条 

 一の地方公共団体のみに適用され

る特別法は、法律の定めるところによ

り、その地方公共団体の住民の投票に

おいてその過半数の同意を得なけれ

ば、国会は、これを制定することがで

きない。 

第９６条

１ 国は、法律の定めるところによ

り、地方自治に影響を及ぼす国の政

策の企画及び立案にあたって、地方

公共団体を代表する機関との協議

の場を設置しなければならない。

２ 地方公共団体は、国及びその他の

地方公共団体からの、法律、命令、

規則、条例、その他の関与について、

裁判所による裁判を受ける権利を

有する。

３ 特定の地方公共団体のみに適用

される特別法は、法律の定めるとこ

ろにより、その地方公共団体の住民

の投票においてその過半数の同意

を得なければ、国会は、これを制定

することができない。 
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現行規定 改正草案(案) 

第４３条 

１ 両議院は、全国民を代表する選挙

された議員でこれを組織する。 

２ 両議院の議員の定数は、法律でこ

れを定める。 

案１ 

第４３条（全国民代表と地方代表） 

１ 衆議院は、全国民を代表する選挙

された議員で組織する。 

２ 参議院は、広域的な地方公共団体

の区域ごとに、住民を代表する選挙

された議員及び全国民を代表する

選挙された議員で組織する。

３ 両議院の議員の定数は、法律でこ

れを定める。 

案２ 

第４３条（地方代表のみ） 

１ 衆議院は、全国民を代表する選挙

された議員で組織する。 

２ 参議院は、広域的な地方公共団体

の区域ごとに、住民を代表する選挙

された議員で組織する。

３ 両議院の議員の定数は、法律でこ

れを定める。 
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Ⅳ 参考資料
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（A)－（B)　比較　

投票率％ 順位 投票率％ 順位 投票率％
56.78 15 54.41 15 2.37
55.31 27 46.25 47 9.06
57.78 9 57.53 6 0.25
52.39 33 50.75 33 1.64
60.87 4 56.19 8 4.68
62.22 2 60.76 2 1.46
57.12 12 54.52 13 2.60
50.77 41 49.66 41 1.11
51.38 38 49.69 40 1.69
50.51 42 51.75 30 -1.24
51.94 36 51.21 31 0.73
52.02 35 49.22 45 2.80
57.50 11 53.51 18 3.99
55.46 25 54.47 14 0.99
59.77 5 55.82 9 3.95
55.61 24 50.23 36 5.38
56.88 14 54.98 11 1.90
56.50 18 53.78 17 2.72
58.83 7 56.65 7 2.18
62.86 1 57.72 5 5.14
57.74 10 52.97 22 4.77
55.76 23 51.09 32 4.67
55.41 26 52.65 25 2.76
59.75 6 57.82 4 1.93
56.52 17 52.96 23 3.56

都道府県別投票率（選挙区）

山　梨　県

富　山　県
石　川　県

静　岡　県
愛　知　県

長　野　県
岐　阜　県

三　重　県
滋　賀　県

群  馬　県
埼　玉　県

茨　城　県
栃　木　県

神 奈 川 県
新　潟　県

千　葉　県
東　京　都

福　井　県

青　森　県
岩　手　県

（A)　平成２８年 （B)　平成２５年

北　海　道

区     分

山　形　県
福　島　県

宮　城　県
秋　田　県

参考資料１

56.52 17 52.96 23 3.56
51.16 39 52.05 29 -0.89
52.23 34 52.72 24 -0.49
53.74 30 53.02 21 0.72
56.89 13 55.54 10 1.35
55.29 28 54.94 12 0.35
56.28 20 58.88 3 -2.60
62.20 3 60.89 1 1.31
50.86 40 48.88 46 1.98
49.58 45 49.99 37 -0.41
53.35 31 50.35 35 3.00
46.98 46 49.29 44 -2.31
50.04 43 52.08 28 -2.04
56.36 19 49.40 42 6.96
45.52 47 49.89 38 -4.37
52.85 32 49.36 43 3.49
56.69 16 52.51 26 4.18
55.89 21 54.04 16 1.85
51.46 37 52.30 27 -0.84
58.38 8 53.15 20 5.23
49.76 44 49.82 39 -0.06
55.86 22 50.42 34 5.44
54.46 29 53.43 19 1.03

54.70 － 52.61 － 2.09

‐
‐徳島県・高知県 46.26 ‐

（再掲）
鳥取県・島根県 59.52 ‐

計

高　知　県

徳　島　県
香　川　県

長　崎　県
熊　本　県

福　岡　県
佐　賀　県

鹿 児 島 県
沖　縄　県

大　分　県
宮　崎　県

和 歌 山 県
鳥　取　県

兵　庫　県
奈　良　県

広　島　県
山　口　県

島　根　県
岡　山　県

愛　媛　県

京　都　府
大　阪　府

滋　賀　県
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参議院選挙における合区の解消に関する決議 

日本国憲法が昭和 21 年 11 月３日に公布されて以来、今日に至るまでの 70

年間、二院制を採る我が国において、参議院は一貫して都道府県単位で代表

を選出し、地方の声を国政に届ける役割を果たしてきた。 

去る７月 10 日に憲政史上初の合区による選挙が実施されたが、意思形成を

図る上での都道府県が果たしてきた役割を考えたときに、都道府県ごとに集

約された意思が参議院を通じて国政に届けられなくなるのは非常に問題であ

る。 

また、投票率の低下や選挙区において自県を代表する議員が出せないこと

など、合区を起因とした弊害が顕在化しており、合区解消を求める声が大き

なものとなっている。 

我が国が直面する急激な人口減少問題をはじめ、この国のあり方を考えて

いく上でも、多様な地方の意見が、国政の中で、しっかりと反映される必要

がある。 

今回の合区による選挙はあくまで緊急避難措置として、公職選挙法の附則

において、抜本的な見直しが規定されていることもあり、合区を早急に解消

させる対応が図られるよう求める。また、同時に将来を見据え、最高裁の判

例を踏まえ憲法改正についても議論すべきと考える。 

なお、この決議に対しては、一部反対意見（大阪府）及び慎重意見（愛知

県）があったことを申し添える。 

平成２８年７月２９日 

全 国 知 事 会 

参考資料２ 
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連記制について

１．第22回衆議院議員総選挙における大選挙区制限連記制

（１）実施日 昭和21年4月10日

（２）根拠法令 衆議院議員選挙法

（３）選挙区 原則都道府県単位の大選挙区（２名～１４名）

・北海道・東京都・新潟県・愛知県・大阪府・兵庫県

・福岡県の7都道府県は2選挙区に分割され、それ以外

の40府県は全域で単一の選挙区となった。

・定数が最少の4人区は鳥取県全県区。沖縄全県区に

限っては特に2人区としたが、同県でこの選挙は結局

行われなかった。

・定数が最多の14人区は北海道1区、長野全県区、

静岡全県区 （北海道は1区と2区の合計が23人で、。

東京都の1区2区合計22人を上回る全国最多の定数

配分を受けた ）。

（４）投票 ・制限連記制

３名以下 ：１人１票

４名～１０名：１人２票

１１名以上 ：１人３票

・20歳以上の男女(初)

１区 １０人
２区 １２人

京都府 １０人
１区 ７人
２区 １１人

神奈川県 １２人
１区 １１人
２区 ７人

長崎県 ８人
１区 ７人
２区 ８人

埼玉県 １３人
群馬県 １０人
千葉県 １３人
茨城県 １３人
栃木県 １０人
奈良県 ５人
三重県 ９人

１区 １１人
２区 ７人

静岡県 １４人
山梨県 ５人
滋賀県 ６人
岐阜県 １０人
長野県 １４人
宮城県 ９人
福島県 １３人
岩手県 ８人
青森県 ７人
山形県 ９人
秋田県 ８人
福井県 ５人
石川県 ６人
富山県 ６人
鳥取県 ４人
島根県 ６人
岡山県 １０人
広島県 １２人
山口県 ９人

和歌山県 ６人
徳島県 ５人
香川県 ６人
愛媛県 ９人
高知県 ５人

１区 ９人
２区 ９人

大分県 ７人
佐賀県 ５人
熊本県 １０人
宮崎県 ６人

鹿児島県 １１人
沖繩県 ２人

１区 １４人
２区 ９人

合計 ４６８人

北海道

東京都

大阪府

兵庫県

新潟県

愛知県

福岡県

参考資料３
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２．（案)大選挙区制限連記制の導入

大選挙区制を導入し、定数に応じて投票数を調整し、都道府県単位で選出する。

【補足説明】 

・選挙区定数 146 人を変えない条件で、人口比例（アダムス方式）による定数配分を

行う。 

・選挙区定数に応じて、連記制を導入する。 

（例）３名以下：１人１票 ４名～１０名：１人２票 １１名以上：１人３票 

（利点） 

・少数意見を反映しやすい。 

・過去に一度行われたことがある(昭和 21 年 第 22 回衆議院総選挙)。 

・諸外国に実施例がある。 

・（総定数を復元するまでの定数増をせずに）較差を３倍以内に抑えることができる。 

（留意点） 

・多数の立候補者など選挙制度が複雑になり、各選挙管理委員会の事務、有権者に混乱

をもたらす。 

※昭和 24 年 選挙法改正に関する特別委員会 

  参考人 都道府県選挙管理委員会連合会会長 松崎権四郎 の発言 

「・・・現行選挙法は複雑多岐にわたり、しかも準用規定がすこぶる多く混乱を極

めております。かくて国民のための選挙ないし選挙法たるにかかわらず一般有権者

は選挙とはうるさいもの、やっかいなものとの印象を与えているのは、遺憾ながら

公知の事実であります。この結果一般国民をして必然的に選挙の興味と熱意を喪失

せしめ、ひいては民主主義政治のための最も重要なる手段でありますところの選挙

を低調ならしめている最大の要因となっているのであります。」 

・有効投票総数に占める死票の割合が増大する。 

  ※昭和 22 年総選挙 当選人得票数(25,847,376)＜落選人投票数（29,601,503） 

  (参考)平成 28 年参議院議員通常選挙（徳島県及び高知県） 

当選人得票数(305,688)＞落選人投票数（259,769） 

・現在の一人一票の原則（公職選挙法第 36 条）に抵触する。 

・投票の数的平等（一人一票）を崩すことになるため、違憲訴訟の対象となる可能性が

大きい。 

【外国の例】 

 ○スペイン上院選挙区選出議員選挙 

・２０８議席 (内訳)４７県×各４名選出＝１８８  ３大島嶼×各３名選出＝９ 

残りの島区（７）×各１名選出＝７  

自治市（２）×各２名選出＝４ 

※選出者数から１を引いた数の票が選挙人に与えられる。 

○アメリカの地方議員選出の一部（コネチカット州内の地方議会など）

－ 56 －



参考資料４法律から見た都道府県の権能

１．調査方法

○法令データ提供システム中｢都道府県」権能がある法律

｢都道府県」文言のある法律数・・・８５８本

「都道府県」権能関係の法律数・・・６１５本

権能以外の法律・・・２４３本

・単なる区域

・都道府県労働局長など、国の機関に関するもの

※政令、省令を含めると１，０００を超えるため、検索不能となる。

２．調査結果

（１）成立年一覧表

権能あり 権能なし

昭和２０年以前～昭和３０年 １８９ ５６

昭和３１年～昭和４０年 ９９ ２８

昭和４１年～昭和５０年 ８２ ２９

昭和５１年～昭和６０年 ２５ １０

昭和６１年～平成７年 ４７ ２２

平成８年～平成１７年 ８１ ５２

平成１８年～平成２８年 ９２ ４６

合 計 ６１５ ２４３

※公安委員会、選挙管理委員会、教育委員会等も含む権能

（２）権能別一覧表

国（計画）への意見 １０３

国の事務処理 １６７

都道府県別計画策定 １５２

都道府県実施事務 ２２６

届出、承認 ２２７

管理監督 ２０２

市町村への助言 ６３

市町村への補助 １１

審議会等の設置 ７５
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（３）成立年及び権能別一覧表

国(計画)への意見・・・国家戦略特別区域についての意見（国家戦略特別区域法）など
国の事務処理・・・法定受託事務など
都道府県別計画策定・・・総合戦略の策定（まち・ひと・しごと創生法 、ｱﾚﾙｷﾞｰ疾患対策推進計画（ｱﾚﾙｷﾞｰ疾患対策基本法）など）
都道府県実施事務・・・保健所の設置（地域保健法 、真珠の生産に関する施策（真珠の振興に関する法律）など）
届出、許可、免許・・・准看護師免許、製菓衛生師、調理師など免許事務、公有水面埋め立て（公有水面埋立法）など
管理監督・・・免許業務、許可業務に関する立入検査など
市町村への助言・・・市町村地域再生計画への都道府県の同意（地域再生法 、必要な助言及び適切な援助（介護保険法）など）
市町村への補助・・・基幹道路整備事業の負担（山村振興法）等事業への負担も含む
審議会等の設置・・・審議会など、都道府県において計画等を実行する場合の機関設置義務

【注】
○法律中、権能が複
数ある場合は、それ
ぞれに計上した。

○”％”は、それぞ
れの権能数をそれぞ
れの年代の法律数で
除したもの。

国(計画)へ
の意見

国の事務処
理

都道府県別
計画策定

都道府県実
施事務

届出、許可
(免許等含
む)

管理監督 市町村への
助言

市町村への
補助

審議会等の
設置 法律数

34 59 15 75 79 76 18 3 19

18.0% 31.2% 7.9% 39.7% 41.8% 40.2% 9.5% 1.6% 10.1%

23 32 14 35 34 37 10 4 9

23.2% 32.3% 14.1% 35.4% 34.3% 37.4% 10.1% 4.0% 9.1%

18 21 21 32 26 30 4 0 13

22.0% 25.6% 25.6% 39.0% 31.7% 36.6% 4.9% 0.0% 15.9%

4 7 8 9 11 8 1 0 3

16.0% 28.0% 32.0% 36.0% 44.0% 32.0% 4.0% 0.0% 12.0%

7 13 18 17 21 16 3 0 4

14.9% 27.7% 38.3% 36.2% 44.7% 34.0% 6.4% 0.0% 8.5%

8 16 33 32 35 28 13 1 11

9.9% 19.8% 40.7% 39.5% 43.2% 34.6% 16.0% 1.2% 13.6%

9 19 43 26 21 7 14 3 16

9.8% 20.7% 46.7% 28.3% 22.8% 7.6% 15.2% 3.3% 17.4%

計 103 167 152 226 227 202 63 11 75 615

平成１８年～
平成２８年

189

99

82

25

47

81

92

昭和２０年以
前～昭和３０
年

昭和３１年～
昭和４０年

昭和４１年～
昭和５０年

昭和５１年～
昭和６０年

昭和６１年～
平成７年

平成８年～
平成１７年

－
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8
 －



Ⅴ 研究会における主な意見
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１ 研究会における主な意見(第１回～第４回) 

１ 地方自治の基本原則 

［地方自治の主体］ 

・憲法には、地方自治の主体が明示されていないことが、そもそもの問題であり、憲法上

の地方自治の議論は、都道府県、市町村、あるいは広域団体が、我が国の統治構造にお

いて、それぞれどのような役割を与えられるのかを明確化することから議論を始めるべ

き。                                                 

・単一国家における分権化の議論が進み、仮に連邦制的な要素を取り入れるとすれば、憲

法にも地方自治法にも定義されていない都道府県という団体の性質について、まず議論

する必要がある。さもなければ、都道府県が一定の代表を持ち得るという議論もできな

いのであって、こうした議論は、地方自治の本旨を明らかにする上でも重要なポイント

となる。                         

・地方分権の議論において、基礎的自治体である市町村の役割はイメージしやすい。これ

に対して都道府県とはいかなる存在なのか。この点を明確に法的に位置付けて、その役

割を世に訴えていくことで次の議論につながっていくと思われる。 

・参議院の選挙制度において、「都道府県単位の選挙区」とか「都道府県代表」という議

論をする上でも、地方自治の基本原則を議論する中で、「都道府県とはいかなる共同体

であるか」ということを考える必要がある。現在の議論は、あまりにもこれまでの「都

道府県」というものを前提としすぎているように思う。要するに、国の中で、都道府県

という単位で何らかのものを共有しているからこそ、共同体としてある程度代表が出さ

れる可能性もあるし、自分たちのことは自分たちで決めるという民主主義の話もあり得

るのだから、まずは、都道府県がどういう共同体であるかを議論すべきである。そして

その先には、都道府県が担うべき事務についての議論があると思われる。地方自治の基

本原則というのは、やはり我々は何者かということを明らかにすることではないか。他

の国では、それを憲法上でやってしまって、どういう事務を充てるかということまでし

ているが、そこまでやるかどうかは別として、とりあえず理念的にどういう存在かにつ

いて書く必要はあるのではないかと思う。

［地方自治の本旨の内容］ 

・憲法に書かれた「地方自治の本旨」、「地方公共団体」といった概念は曖昧で、ほとん

どの一般の国民の方は理解できないのではないか。憲法がつくられた時代と、今の我々

が生きている時代との間には変化があり、憲法を改正してもいいのではないかという 
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テーマのひとつに、地方自治があるのではないか。 

・「地方自治の本旨」は、国家（中央政府）と地方自治体（地方政府）との調整のルール

に関する考え方を曖昧にしておくことで、その時々に応じて臨機応変に考えることがで

きるという一つの知恵であった。その点について、より明確で予測可能性が高いものに

するかどうかということは一つの大きな論点である。        

・「地方自治の本旨」は、ＧＨＱと日本側との調整の中で「地方自治」とは何かというこ

とを決めてしまわずに、後世に委ねたもの。通説では「住民自治」、「団体自治」とい

う二つの要素で説明されるが、その内容はそのように決まったものではなく、後世の人

たちが、あるべき姿を考えていくもの。            

・補完性の原理などを憲法に盛り込むのは十分意味があるが、地方自治体の組織について、

もう少し個別の自治体に任せるべきとの見解もあり、基礎自治体と広域自治体の二層制

や直接選挙制など、あまり憲法に書き過ぎるのは問題がある。   

・（地方自治に関する）憲法改正の議論においては、やはりどうやって統治機構を作るか、

つまり二元代表にすべきか、議院内閣制にすべきかというところについて議論があった

方がよい。統治機構については、今は必要以上に厳しくなっており、二元代表にしなく

てはならず、両方とも選挙で選ばれるが、これはむしろ不要だと思う。 

・「ヨーロッパ地方自治憲章」を参考にしながら、憲法的な価値として書くべき基本的な

理念について、整理する必要があり、住民自治や民主主義の理念、団体としての自己決

定を憲法的な価値として書くべき。〔オブザーバー〕 

・現在では、「地方自治の本旨」には、もう一つの重要な要素として「国と地方の適切な

役割分担」が含まれるとの学説も有力である。      

・地方の立法権については、司法の場で対等に国と地方が争って処理するという最後の仕

組みを整備していくことが必要。一方で、国と地方は協働の関係にもあるということを

忘れてはならず、地方から提出した法案を国会で審議するというような形での協働も考

えられるのではないか。                      

・国と地方の関係では、各省庁と地方の対立という面が大きく、官僚が作った省令に条例

が拘束されるという実態や、奨励的補助金という実質的には強制的な手段によって政策

が押しつけられることに問題はないのか検討する必要がある。 

・地方は住民の立場で考えるが、中央政府は国民を見て全国一律の制度を作るため十分な

ことが出来ない。国と地方の役割分担を整理する中で、もう少し自治体の自由度を保障

する方向で議論したい。                  
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・憲法第 92 条は第８章の第１条に当たり、地方自治の趣旨・目的を表すべきものである 

が、これが曖昧であるために地方の立法権や財政権がはっきりしていないのではないか。

本来あるべき地方自治の基本原則をしっかりと憲法に明記することが必要だ。その際の

キーワードになるのが、現行の憲法第８章では、わずかに 95 条の「住民投票」というこ

とで出てくるだけの「住民」だと考える。「住民による自治」という部分を強調したい。 

・憲法前文に、地方自治の精神を盛り込んでもいいのではないか。全国知事会がまとめた

「平成 17 年度 憲法問題に関する報告書」や、徳島県が昨年、作成した憲法改正試案で

も、憲法前文で地方自治の保障や、地方分権の確立を謳う必要性が示されている。憲法

や法律では、法の趣旨や目的を最初に打ち出す意味は大きい。 

・事務の分配に関してアバウトさが必要な部分もあるということについては同じ印象であ

る。例えばドイツでは、排他的な州の領域、排他的な中央政府の領域とは別に、共管又

は競合する領域については、議会の中で連邦、州、あるいは州同士で利害調整するとい

うように整理している。例えば教育などは共管、競合が求められる分野であると考えら

れるし、本来は一つ一つ整理するべきもの。             

・地方自治法で国会を拘束することはできず、他方、憲法に多くのことを書き込むのも問

題があることから、「両院の賛成多数と国民投票で改正できる憲法附属法」という形で、

権限配分等を書き込むという方法もあり得るのではないか。   

・憲法と法律の中間的なものを作るという話については、国民投票は大変であるので、衆

議院の優越を外した両院一致とすることも考えられる。    

［あるべき地方自治のイメージ］ 

・1990 年代以降の地方分権改革を踏まえれば、憲法を制定する主権者とは、住民という概

念を組み込んだ上での国民であって、その主権者が、中央政府及び地方公共団体にそれ

ぞれ憲法上直接統治権を授けているというのが現在の標準的な理解である。 

・日本国憲法では、state（中央政府）と local government(地方自治体)の関係がきれい

に整理されていない。憲法第 94 条を見ると、両者の調整は法律で行うということであり、

法律で地方自治体の事務の範囲や条例制定権の範囲を定めることとなっている。ここで

問題となるのが、中央政府が state の立法により国民の権利義務を制限するのと同様の

イメージで考えると、地方自治体の在り方は全て法律で決めることとなり、実際の運用

が左の図（国法伝来説）のように見えることである。しかし、中央政府と地方自治体は、

等しく憲法あるいは nation（国民）の下で作られた対等な権力体であることから、本来、

両者の関係は、nation が憲法で決めるべきものであるが、憲法では大枠だけ定めて、 

 細かいことは法律で調整するという考えを採るのであれば、その法律は普通の state の
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法律とは異なり、state と local government の両方を創設している nation としての国

民を代表する国会による立法であると整理すべきである。そうした整理を念頭に置くこ

とで、立法の過程に地方の声をしっかりと反映することが必要である理由を説明するこ

とができる。                                                    

・憲法学会では左の図は通説ではないが、多くの国民はそういうイメージを持っているの

ではないか。あるべき地方自治のイメージはどういうものであるか、国民を巻き込んで

議論を深めていく必要がある。左の図は、どちらかというと、まず国民が地方自治体、

アメリカでは state に負託をして、state がさらに united states という形で委任をす

るという連邦制（federation）のイメージであり、国連のように、それぞれの local 

government ないしは state が平等の選挙権を持っているというイメージになる。他方、

右の図のように政府と地方自治体の役割を分担している場合は、敢えて住民として再度

政府に働き掛けをする必要はなく、政府に意見を聞くというのは左の図のイメージに近

い。連邦制、単一国家における分権及び国家伝来説的なイメージの違いというものをも

う一度考えてみる必要があるのではないか。            

・なぜ左の図のようになるかということに関してであるが、もともと、条例は、法律及び

法律により委任を受けた命令の下にあるものではなく、憲法からダイレクトに委任され

たものであり、内容がぶつかったときに調整しているだけだということが重要。そうい

う意味でも、条例ないし地方公共団体が担うべき事務というのは何か、そもそも地方公

共団体とは何か、都道府県とは何か、という議論をしっかりしていく必要があるのでは

ないか。 

・よく現場指向型といわれる日本型経営であるが、基本的に現場の意向や判断を重視する

というのが、霞が関も含め日本の企業の決定の在り方だ。しかるに政府と地方の関係に

ついてはトップダウン型になっており、憲法の日本的な在り方を考える際には、当然に

日本型経営とリンクさせて考えていくべき。          

・連邦国家では、その地域の税収でサービスを賄うのが基本であるが、単一国家における

分権化においては、全国で均一なサービスを提供する必要がある中で、地方レベルです

べきことが曖昧になり、地方自治体における財政責任（受益と負担の関係）をどう捉え

るかという問題がある。そこで、一人当たりのサービスをどのように供給し、限界的な

財政責任をいかに考えるかというコンセプトを明示するということが議論としてあり得

る。                           
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２ 参議院選挙区における合区問題 

［合区問題への対応について（自由討議）］ 

・一部の県のみが合区となることで、都道府県ごとに代表を出せる有権者と出せない合区

の有権者との間で、新たな不平等が生じる。   

・合区問題の根本は、我が国に衆参両院があることの意義をどのように考えるかというこ

と。憲法の制定当時から、都道府県は参議院の構成原理の一つであり、また、都道府県

単位で意思決定を行うという我が国の統治構造を踏まえ、参議院においては都道府県と

いう地方の代表を基本に考えるべき。〔オブザーバー〕 

・憲法の地方自治の章に、都道府県が民主主義のユニットとして重要な役割を果たしてい

るということを書いて、そのことを前提に、選挙制度においても、都道府県の範囲を尊

重しながら議論が進められるべき。〔オブザーバー〕 

・州単位、都道府県単位という選挙制度を重視することで、人口比例の要素をある程度軽

減して考えられるというのが世界的な流れであり、憲法解釈や立法裁量の範囲内での定

め方で、合区問題は処理できるのではないか。〔オブザーバー〕 

・既に公職選挙法は改正されてしまったが、合区を避けるためには、緊急避難的に、６年

に１回、その県の代表を選ぶ形にするという選択肢もあった。また、憲法改正までにら

んだ議論には意義があると思うが、すぐに実現する見通しはなく、定数増も難しいと思

われる。それに対して、各県への定数割り当てを偶数でなく、奇数も許容するというだ

けなら、容易に実現できると思われる。都道府県側としては、長期的解決策と短期的解

決策の二本立てで検討し、国会に働きかけるべきではないか。 

・人口比例の原則を無視した選出方法は、参議院の権限の引き下げとセットでなければ考

えられない。                       

・参議院についてはカーボンコピー論もあり、二院制の在り方から見直すべき。そもそも

上院と下院がほぼ同じ選挙制度というのは主要国でも珍しく、それが参議院が政争の舞

台になる弊害も生んでいる。「強い参議院」をやめさせる一方、任命制や推薦制も視野

に入れ、監査、決算、地方自治など、参議院が優越権を持つものを作ってもよいのでは

ないか。 

・今回の合区は場当たり的な対応としか思えないが、地方の過疎化、大都市への人口集中

が進めば、さらに多くの合区地域が出てくる。合区では、選挙区の候補者を比例区に回

せば地域代表性が薄れ、与野党が合区のそれぞれ一方に候補者を立てれば、県対抗戦に
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なるなどの問題がある。ただ憲法 14 条に基づく一票の較差の問題は大きく、選挙区選と

比例選を組み合わせた現行制度の延長で、この方程式を解くのは無理がある。 

・合区問題を現行憲法の枠内で、あるいは最高裁判例及びこの度の公職選挙法の改正によ

る較差是正の延長線上で議論するのでは解決は困難。    

・まず、参議院について一番大きな問題となるのは、選挙制度を揃えるということであり、

立法府として一定の理念で選挙制度を作らなければならない。その観点から見れば、参

議院の選挙制度は、小選挙区のところといわゆる中選挙区のところが同時に存在すると

いう複数の制度の運用となっており、非常に問題が大きい。なぜならば、選挙区によっ

て民意の反映のされ方が全く異なっており、例えば定数３のところでは、２番目、３番

目の人たちも当選することができるのに、定数１のところは死票になってしまうわけで

あり、投票価値の平等という点で非常に望ましくない。一つの方法として、全て比例代

表にするということも考えられるが、衆議院の方が小選挙区、多数決制である一方で、

参議院が比例制になると、非常に整合性がよくない。  

・憲法で都道府県の固有性を書き込んだ上で、地域の代表を１人なり２人なり出すとすれ

ば、参議院との整合性からも悪くないと思うが、政府が最高裁と真剣に戦うつもりがあ

れば、参議院はこういう論理で地域代表を選ぶんだということをきちんと示して判断を

待つということも、立法府の議論として十分あり得る。最高裁で違憲だと言われたらお

しまいかもしれないが。 

・本来は、憲法改正が必要な事項だと思うが、議員の定数配分や選出方法については哲学

がなければそのまま惰性で進むだけであり、これまでの経緯を考えると、憲法改正なし

でもできるところも多く、それは極めて政治的な問題として、立法府の判断がかなり尊

重されるべき部分ではないか。  

・合区問題の対応としては、近年の最高裁判決などの積み重ねなども踏まえると、憲法改

正によって参議院を「地方の府」として位置付けて、地域代表制を明確化することが筋

道として妥当。しかし、それには時間がかかるということもあり、緊急避難的な措置と

して、公職選挙法改正による対応も考えてよいと思う。〔オブザーバー〕 

・都道府県選挙区制は理念が不明瞭であり、参議院の在り方を含めた全体的な議論が必要。

見直しの際には参議院の権限を縮小することも考えられる。             

・ひとつの方法として、比例代表を廃止して、その議席を都道府県全体に再配分し、参議

院を「地方の府」として純化する。あるいは、地方の代表者による会議体を第三院とし

て構成し、地方に関する重大な問題は、そこを通さない限り法案提出できないことが考

えられる。これらにおいては地方議会で国に送り込む議員を選挙する複選制や知事の参

議院議員兼職も検討に値する。                 
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・ただ、首長が参議院議員を兼職することについては、住民は首長になってほしいので一

票を投じているということ、また、災害など緊急時に首長の不在は許されないといった

国民感情をどうするかが、法律論以外に問題になる。     

・根本的には、憲法改正で参議院を地域代表、都道府県代表と位置付けなければ、合区問

題は解決できない。世界の主要国の多くが、憲法で上院議員の定数配分を規定しており、

日本はそうした規定がない珍しい国だ。例えば、米国では各州２人で、人口が最少のワ

イオミング州と人口が最大のカリフォルニア州との較差は 70 倍以上、ロシアに至っては

240 倍以上だが、憲法規定のおかげで較差は問題となっていない。憲法にこういう規定

がなければ人口調査の結果に追われるだけだ。また、諸外国では議員定数を定める時、

ほとんど州を基準にし、複数の州の合区のような人口調整をしていない。日本において

も憲法改正によって、定数配分を規定するとともに、我が国の地方自治の統治機構を明

確にしなければ、都道府県の単位は守れないのではないか。            

・日本は国会議員の数がヨーロッパの国と比較しても少ない。国会議員の数は減らすか現

状維持かだけで議論されているが、議員数を増やすという観点も加えて検討すべきでは

ないか。 

・選挙制度の法制化に当たって、国会と最高裁が事前に協議をしたり、最高裁が法案を事

前に審査したり、さらにその審査結果を国民投票などで民意を反映する仕組みができな

いか。〔オブザーバー〕 

・憲法 46 条の解釈を当研究会として、まとめてほしい。半数改選が偶数でなければいけな

いというのは憲法の直接の帰結ではないが、ここをオミットして最高裁の 24 年判決が出

てしまったのだと思う。ここが考慮対象となるのであれば、24 年の大法廷判決は多分ロ

ジックが変わっていたと思う。〔オブザーバー〕 

・報告書をまとめるに当たって、法制度上の問題とともに、考えておかねばならないのは、

地方のエゴ・わがままと受け止められてはならないことだ。むしろ、合区によって、地

方は切迫して困っているという点を打ち出さなければ、国民的な世論にならないし、政

党にも伝わらないのではないか。そして、今なぜ合区問題について、この研究会あるい

は全国知事会として意見を述べるのか、憲法改正なり法改正につなげていかなければな

らないのかということをしっかりと説明できなければならない。 

・地方自治の基本原則の議論は、憲法第８章「地方自治」に関することであって、参議院

という国の事項について地方自治の基本原則とからめて議論を投げかけるのは飛躍しす

ぎであり、そうした主張をすると、そこでつまずく都市の住民や政党が出てくるのでは

ないか、と懸念する。 
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・今、合区問題への対応を検討すべき理由を４点挙げたい。 

一点目は、合区がもたらす弊害である。国の地方自治体に対する施策の多くは、国会で

決定された法律や予算に基づいて、各都道府県が計画や制度を立案し、それを市町村と

調整して進めていくことで成り立っている。しかし、合区された二つの県の間で意見が

異なった場合の意見集約が困難となる。 

二点目は、合区に対する世論の問題である。合区の対象となった県の住民に対する世論

調査では、６割以上が合区に反対しており、さらに、全国の世論調査においても、合区

に反対する意見が最も多いという結果は重要である。 

三点目は、今後も人口の減少に伴って、合区が進むことが考えられるが、その場合は、

今回のように人口が少ない隣り合わせの県同士の合区ではなく、人口規模の異なる自治

体間で合区する可能性が強いことである。 

四点目は、諸外国では、一票の較差を守る下院に対し、上院は地方代表であって、例え

ばロシアでは 250 倍、アメリカでは 70 倍以上という較差があるにも関わらず、問題には

なっていない。日本においても、そのような位置付けをすることは考えられないのかと

いう視点で議論すべきということである。 

・合区に対して、この研究会で議論を進めている全国知事会以外の五団体（全国市長会、

全国町村会、全国都道府県議会議長会、全国市議会議長会及び全国町村議会議長会）が

どう考えているのかということも重要である。都道府県が地方自治の行政の中でどうい

う意味を持っているのか、どういう位置を占めているのかということも含め、知事会の

議論に五団体の賛同が得られれば、より強い意見として訴えていくことができると思う。 

・合区を憲法問題として報告書に書くならば、なぜ、合区されることによって、都道府県

あるいは地方自治にとって重大な不利益が生ずるのかということをしっかりと整理して

おかなければならない。そして、国と地方の関係でいえば、市町村という単位もあれば、

ブロック単位という考え方もある中で、なぜ市町村代表ではなく、都道府県という単位

が地方自治を担う中で重要であり、国会議員の選出単位として維持する必要があるのか

を説明できなくてはならない。 

・政策論、世論だけから合区を論じるのではなく、国と地方自治体の間の関係の調整を法

律で行う以上、その法律を作る立法過程は、国が独占するのではなく、地方の声が何ら

かの形で反映される必要があるというような、地方自治の基本原則からの法律論も必要

だ。 

・現在の選挙制度と司法判断を前提とすれば、合区というのはある程度やむを得ない。む

しろ問題は、中選挙区と小選挙区の混在であって、もっと大きく合区をして、連記制あ

るいは比例代表制を採る方がよほど選挙制度としてはっきりするし、一つの選挙区の定

数を増やすことは、一票の較差を是正する一番簡単な方法であることは間違いない。 

・報告書にまとめるに当たっては、最初に持っていくべきは、憲法改正の議論だ。法の下
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の平等を謳った憲法第 14 条に基づく一票の較差に対抗して、堂々と意見を展開し、次に

公職選挙法の改正による対応を書くべきだ。 

・公職選挙法の規定では、第 14 条に参議院議員の選挙区及び各選挙区の定数は、別表で定

めるとしており、今回の合区も別表の改正のみで済んでいる。それは、第 15 条の都道府

県議会議員の選挙について、強制合区及び任意合区の規定があることや、衆議院の選挙

区を定める別表については、国勢調査の結果によって是正すると記載していることを見

れば分かるように、法の中に一票の較差についての考え方がしっかりと組み込まれてい

るからである。また、衆議院の選挙制度改革においては、アダムズ方式を採用するとい

う検討がなされており、これを公職選挙法にどのように記載するかということも議論さ

れている。したがって、合区を解消するためには、単に別表の改正をするだけでは足り

ず、第 14 条に新たな文言を記載する必要があると考えられる。そこで、どういう規定を

ここに入れるかという技術的な検討をして、研究会で出せればいいと思う。 

・このテーマを議論する上では、都道府県とは何かという話と同時に、参議院とは何かと

いう話をすることがやはり必要であり、この際、参議院というのはどういう意義を持つ

第二院なのかということを地方の側から言う必要があるのではないかと考えている。 

・現行の一院制的な運用は、両院協議会を基本的に使わないように行っているわけである

が、二院を違う代表にするのであれば、やはりそれぞれの決定がずれるということがあ

り得る。そこで、そのことを前提とした両者の調整のメカニズムを考える必要がある。

例えば国会法についてもう少し踏み込んで考えるとすれば両院協議会は各議院 10 人の

委員で組織すると規定されているが、その構成を変えた上で、調整に当たらせるという

方法が考えられる。従来と違う選挙制度で参議院議員を選ぶということは、そうした問

題まで含めて議論する必要があるのだろう。 

・機関の組織原理と権限は連動している。これまで参議院は衆議院と同等の性格付け及び

権限の強さに引っ張られていて、そうであるから当然に、衆議院と同様の原理で参議院

議員は選ばれなければならないということになる。逆に言えば、参議院の権限として、

例えば地方に関する法案については参議院に強い拒否権があり、一般の国家予算とか財

政については衆議院が優先するという役割分担が憲法なり国会法なりで明確になれば、

参議院の構成原理について、一定の憲法解釈の枠内で裁判所が判断を修正・展開してい

くということも期待できると考える。合区問題という入口から入っているが、やはり参

議院はどうあるべきか、参議院と地方はどうあるべきかということを明確にさせなけれ

ばいけない。 

・公職選挙法では、都道府県議会の議員の選び方について、国会が立法で大枠を定め、選

挙区及び定数の詳細は条例で定めることとしている。他方、衆議院については、衆議院

議員選挙区画定審議会設置法に基づいて、選挙区割の改定案が策定されている。これら

に対して、参議院の選挙制度は、選挙区及び定数は別表で定めるとしか規定していない。
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一つの考え方としては、参議院についても、例えば、地方性を尊重する形で議席配分を

行う審議会を作るといった基本原則を記載するということはあり得る。 

・参議院の役割に関しては、制度を見直す中で役割を考えていくことも大事だが、今は時

代の流れが非常に速くなっており、民意も揺れ動いている状況にあることを考えると、

現状の参議院のままでも、選ばれる時期が違うというだけでも実質的には違いが生じて

いるのではないか。そうしたことを考えると、ドラスティックに参議院の役割を考える

必要があるのかという点についても若干疑問に思っている。 

・参議院がどうあるべきか、あるいは参議院と地方がどういう関係に立つのかという議論

がないと、今の問題の根本的な解決にはならない。また、ただ参議院の権限を縮小する

だけでは、地方から代表を選ばなければいけないという話にはならない。やはり、参議

院は、地方の声を立法に反映させ、国と地方の役割分担を担う組織であるということ、

そうした権限と役割を憲法あるいはそれ以外の形で明確に示すことで、初めて、地方の

声がしっかり参議院の構成に反映されなければならないという理屈ができるのだと思う。

繰り返しになるが、そういう意味でも参議院の役割と、なぜ地方を参議院に反映させな

ければいけないのかを説明していかなければならない。 

【地域代表制と最高裁判例の変遷】 

・何を参議院にやらせるのか、その本質的な問題に関して、参議院を「地方の府」にする、

「地方の代表」を参議院議員にするというのは、ひとつの考え方だろう。利害関係の強

い小選挙区から出てくる衆議院議員と異なり、大所高所から、例えば四国や東北といっ

た広域ブロックで考えねばならない問題を国会の場で議論するのは意義があるのではな

いか。 

・府県制は 120 年以上にわたって定着している制度であり、いわば慣習法的に憲法的秩序

に連続していると考えられている。昭和 58 年の最高裁判決にあるとおり、歴史的、政治

的、社会的ユニットとして、民主主義の上の一つのパイプとして機能してきた都道府県

という単位を大切にしなければいけない。平成 24 年の最高裁判決では、都道府県を単位

とすることに憲法的な理由は見出せないと書かれているが、憲法に書いていないのは当

然の前提だからである。投票価値の平等は大事な憲法上の価値であるが、歴史的にも政

治的にも社会的にも大事な役割を果たしてきた都道府県という単位を基本として選挙制

度を組むことは国会の裁量の範囲内であると考えられる。〔オブザーバー〕 

・東京一極集中の是正や地方創生が国政の重要テーマとなっている状況を考えると、国会

において地域ごとの多様な意見を反映させることが大変重要であり、二院制の意味付け

の面からも、参議院に地域代表的な性格を持たせることは妥当な方向ではないか。〔オ

ブザーバー〕            
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・最高裁の考え方は、参議院議員の選挙制度には地域代表的性格を保有させるべきである

という見解に政策的観点から相応の合理性は認められるが、それは憲法上の要請ではな

く、投票価値の平等という憲法上の原則を支える人口比例の原則に優越するものではな

いというもの。これは基本的に憲法学説も支持している。   

・最高裁判例の捉え方についてであるが、出発点において、最高裁があまりにも国会の立

法裁量に敬譲を払いすぎていたために、一票の較差の是正を図ろうとする際にも、立法

裁量を広範に認めてきたことを修正しないから、非常に曖昧な議論になっている。国会

が参議院の選挙制度を作った際に、都道府県の機能等を前提としていたことは事実であ

るが、国会はその後、惰性により何もしないできた。最高裁が、国会及び参議院はどう

あるべきかについて、早い段階でしっかりと警告し、国会自身に考えを示させようとし

なかったことが今の状況を生み出している。               

・最高裁の判例を批判することは可能だが、まずは首尾一貫した参議院についての見方を

国会自身が示し、その上で初めて最高裁がそれを丸呑みするのか、やはり最高裁自身が

参議院のあるべき姿を示さなければいけないのかという方向に行くのだろう。これは立

法対司法という局面で捉えられがちだが、最終的な存在は国民であり、立法府が正しく

国民の意思を反映している場合にはじめて、その憲法判断に対して裁判所は敬譲を払わ

なければいけないのである。そこで、まず知事会としてやるべきことは、参議院がどう

あるべきかということを何らかの形で国会にしっかり示させることであり、それをリー

ドするような議論を投じていくということではないか。       

【合区問題への対応（三つの観点からの具体的検討）】 

・「公職選挙法の改正」の〔案－４〕は、判例の流れとは真逆の提案内容となっており、

支持しがたい。〔案－１〕から〔案－３〕は、公選法の改正としてはいずれもあり得る

だろうというのが基本的な見方だ。              

・公職選挙法の改正で対応する場合は、日本の国会議員の数は、諸外国と比べると比較的

少ないということもあるので、地域に即した多様な意見を国政に反映させるため、緊急

避難的な措置で、例えば、議員定数を 10 名程度増やして各選挙区の定数２を確保した上

で、人口の多い都道府県の定数を増加して一票の較差を３倍以内とする案は、これまで

の判例などを踏まえても、それなりに妥当なのではないか。ただし、一方で行政改革と

か財政再建ということが必要な時代なので、例えば、国会に係る経費全体を見直し、定

数増分のコストを節減して、トータルの費用は変わらないようにすることで、国民の皆

さんの理解を得るということも考えられる。〔オブザーバー〕    

・世界的に見れば圧倒的に日本の議員定数は少ない。このことには特に理由もなく、議員

が多すぎるとか、少ない方がいいという話が出回ってしまっている理由もよくわからな
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い。行政改革ということだが、そもそもどういうふうに国の財政を使うのかということ

が非常に重要なのであって、国会議員の数を減らすということは、全く別の問題である。

そういう意味では、仮に定数を 90 人増やす提案をしたとしても、よく議論をしていけば、

国民の皆さんもわかってもらえると思うし、定数増については、憲法学者、あるいは行

政学者はちょっとわからないが、基本的に反対する意見はないのではないか。 

・定数増については、政治学者全てが賛成するとは思わない。なぜならば、衆議院と同じ

ようなものを作っても仕方がないからである。参議院が権限を限定して投票価値の平等

は少し落としても良いというのであればあり得ると思うが、もし仮に定数を同じとか、

増やして衆議院と同じ権限を持ったままであれば、合区するというようなことをむしろ

考える必要がある。だから、投票価値の平等を保ちながら、全体としては同じ権限を持

つようにするという設定にする、そこは二院制をどう考えるかという問題が大きい。 

・憲法改正を基本としたいが、改正には時間を要するため、公職選挙法の改正も考えてお

きたい。その中で、合区とは異なる意味での重大な地域格差をもたらすと思われるのが、

奇数区を認めて人口の少ない県の議員定数を１にするという案〔案－２〕だ。政権選択

の選挙である衆議院選挙に対して、今の参議院選挙も重要な政策を国民に問う機会とな

っており、選挙結果によっては首相交代もあり得る。それなのに、その選挙に加わるこ

とができない県が生じるというのは、大きな問題だ。諸外国でも大抵、一番小さい自治

体の上院の議員定数は２に定めている。参議院の半数改選という選挙の仕組みが続く限

り、最少の定数を１にすると、選挙が１回休みになる県がかなり出てくる恐れがある。 

・比例区は少数意見、少数政党に配慮し、また一票の較差のない平等な選挙制度だ。〔案

－１〕及び〔案－３〕のように、選挙区の定数を増やすために比例区の定数を削減して、

その分を寄せてくることも問題である。では、何が残るかというと、較差の問題から違

憲判決が出る可能性が残るかもしれないが、この中では島根県案〔案－４〕を支持する

しかなく、研究会の報告書では、参議院は衆議院よりも選挙区が大きく、較差を縮小す

る上で難しい面があることを記載してはどうか。 

・半数改選を行わない県を認めることに対して反対意見が出るのは、国政における政府の

審判機能を参議院選挙が持ってしまっているからであり、参議院選挙にそのような機能

を持たせる以上は、投票価値の平等を重視することは不可避であり、都道府県という単

位をやめて広域化することなどを考えることにつながる。そうではなくて、参議院を「地

方の府」とするのであれば、全国民レベルの重大な判断は衆議院選挙で、地方の問題に

ついて国政に反映させるのは参議院選挙で行うという割り振りをし、憲法改正により参

議院を全国民の代表から外すというのがあるべき姿である。    

・参議院の「国の統治機構に関する調査会」の参考人として、参議院の選挙制度の改革案

を二つ提示した。 

一つは、「都道府県を全て１人区とし、男女各１名を選出する」というもの。フランス
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県議会では既に導入されており、そういうこともあり得ると考える。定数を 47 都道府県

×２人の 94 人にするなら、半分ずつのグループに分けて、３年ごとに改選する。47 都

道府県×２人×２とするなら、３年ごとに全ての都道府県で２名を選出すればよいとい

うことになる。これは、各都道府県から平等に２名ずつ選出されるので、地方代表議員

としての独自性は明確になり、しかも女性議員比率は必ず 50 パーセントになるという利

点があるが、人口比例原則を無視しているので、参議院の権限規定も含め、二院制の在

り方を見直さない限りは不可能だと思う。 

もう一つの案は、「拘束名簿式比例代表制に、都道府県代表の併用制」というやり方で

ある。全体の議席配分は全国規模あるいはブロック単位でという考え方があるが、比例

代表で決める。そうすると、人口比例の原則の点では問題がなくなるのではないか。そ

の上で、一方では都道府県を単位とする小選挙区制を併用し、小選挙区の立候補者は必

ず名簿とも重複立候補にしておき、都道府県選挙区で当選した者は先に当選させていき、

残りの議席を各名簿の上位から配分していくというやり方である。全体の議席配分は比

例で行うので、指名による都道府県代表を確保しつつ、投票価値の不平等の問題をクリ

アできるのではないか。また、拘束名簿式にするので、議員の多様化を促進する効果が

期待できるし、女性議員も増えるだろう。今の非拘束名簿式は、わかりにくいこと、非

常に個人票が少ない政党の場合どうするのかということなど問題が多いが、これを解消

することができる上、小選挙区制と中選挙区制の混在という問題も解消できる。さらに、

一つの政党が過半数議席を獲得する可能性がなくなるので、衆議院多数派と参議院多数

派が真っ向から対立してねじれるということも回避できるという利点があるのではない

かと思う。ただし、これはある程度定数が多くないとできない。定数が少ないところで、

各都道府県が指名すると、どうしても全体の議席配分がゆがんでしまうので、そこは併

用性か連用性のどちらかで行い、超過議席は出さない方がよいと思うが、そのためには、

ある程度定数を多くしておかないといけない。半数改選をどうするかということとも関

連するが、いずれにしても、定数をあまり減らしてしまうと上手くいかなくなるという

のが、この案の欠点である。 

・47 都道府県×２人とする案もあっていいと思う。まず今の衆参両院をあたかも一つの 

院のように運用するやり方には疑問があり、それぞれの役割をきちんと分ける必要があ

るのではないか。両院関係は、本来憲法問題であるが、国会法の制定過程を見ると、こ

れを国会法レベルで規定しているところもある。よって、現行憲法下においても、地方

自治の観点から、参議院が都道府県代表だという議論を行うことができるという部分も

あるのではないか。 

・「拘束名簿式比例代表制＋都道府県代表併用制」のような比例制を中心とする案につい

ては、多数制である衆議院を前提とすると、参議院での多数派を形成するときに困難が

生じるという気がする。この案で一院制だったらいいのではないかと思うのだが。また、

選挙区の作り方にもよるが、併用制で超過議席を入れないとなると、相当議席数が必要

になってしまう可能性がある。衆議院が小選挙区比例代表並立制で選ばれることを踏ま

えると、例えば都道府県代表なり、合区した上での連記制なり、ある程度選挙制度を 

－ 73 －



揃えた形とするほうがいい。 

・今、地方と言っているが、地方ではなく、政党との関係でもいいわけである。「拘束名

簿式比例代表制＋都道府県代表併用制」案は、正に政党を軸にした上で、参議院の権限

を少し落とすということと合わせて議論できるわけであり、参議院とは何かという疑問

への一つの答えでもある。 

・公職選挙法の見直しに限定して考える場合であっても、選挙区や比例代表の定数を調整

することだけでなく、もっと大胆に変えることも含めて論じるべきだ。 

・公職選挙法を改正する場合の案も、それぞれに問題点がある。どの案にも納得がいかな

いというのであれば、やはり憲法を改正するしかないという整理をすることになるので

はないか。 

・参議院の権限を弱くしなければ、投票価値の平等に対抗する論理は通らないのではない

か。一方で、参議院は権限を弱くするとともに、米国で上院に権限を振り分けているよ

うに、独自の権限を持たせてもいい。今夏の参院選が終わって、参院選の在り方の論議

が本格化するが、そこをにらんで、法理論を組み立てていくのは妥当な考え方だ。 

・衆議院選挙制度に関する調査会答申では、定数を削減する積極的な理由や理論的根拠は

見出し難いとしているが、同時に、多くの政党の選挙公約であるとも言っている。衆議

院の定数削減が、政治課題としてこれほどクローズアップされている中で、参議院は直

接は関係ないが、衆議院の議論が影響する。定数増だけが全面に出る提案であれば、地

方のわがままと受け取られかねないと懸念している。様々な選挙の原則をもとに合区を

解消するために考えられる選挙制度を挙げる中で、一番の課題になるのが定数増である

と、一歩引いて書くのであれば、そうしたわがまま感は減るのではないかと思う。 

・定数増については、都市部の人にとっても自分たちの代表の数が増えるので、基本的に

は地方が得をして都市部が損をするという構造ではない。定数減は、地方が一方的に損

をするところがあるが、定数増は国民全員が得をするのだということを示していく必要

があるのではないか。 

・参議院議員の選出原理が不明確という現行制度の問題を残したまま定数を増加させる案

には反対である。定数増により人口の多い県でも定数が増えるが、そうすると何を代表

しているのかということが今以上にわからなくなるし、そこで都市部の選挙区を分割し

ようということになれば、また衆議院の選挙制度に類似してしまうという同じ議論にな

る。参議院は地方を代表しているというのは一つの答えであるし、「賢人の府」とする

ならば、個人が選ばれる選挙制度が必要となる。連記制ということも考えてよいし、い

ずれにせよ、参議院が何かということを提案するのであれば、それにふさわしい選挙制

度を考える必要がある。 
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・合区の問題を解消することのみが目的であれば、定数配分を見直すだけの案でもよいが、

参議院の性格であるとか、地方代表の院にするという大きな議論をするのであれば、少

なくとも小選挙区と中選挙区の混在という問題をそのままにしておくのは問題である。 

・「公選法の改正」は一番簡単だろうと思うが、その次は「憲法改正」で、実は「憲法解

釈」が一番ハードルが高い。日本の憲法の条文上、憲法解釈の有権解釈権は国会でも内

閣総理大臣でもなく最高裁にある。それを変えるというのは、最高裁が判例変更するし

か基本的にはないことになっている。            

・国会が決めた国政の在り方は当然尊重されるべきであるが、その前提として、選挙制度

の在り方については、むしろ最高裁判所が責任を持って決めるべきであると言われてい

る。なぜかというと、選挙制度を議員自らが決めると、ゲリマンダーのようにお手盛り

になってしまうことがあるからである。確かに昭和 58 年の判例はあるが、平成 24 年以

降は若干ニュアンスが変わっており、その流れはほぼ変わらないであろうことは、法律

家の目で見れば明らか。合区についても、最高裁が自ら選挙制度の改革の方法として提

案したものであるので、合区それ自体が違憲ということも、まずあり得ない。 

・まだ選挙無効の判決はなく、違憲状態のまま留まっているのは、最高裁の判断に従って

改正しようという国会の努力が見られるので、もう少し待とうということである。実際、

最高裁判決が出ると、その判断に従って、国会が判断しなければいけないということも

明示的に述べているわけである。仮に、最高裁の憲法判断を国会が覆せるということに

なってしまうと、例えば憲法で地方自治体の権利を保障する制度を設けたとして、国と

地方の争いの中、地方を勝たせる判決を得ても、国がそれを覆すことがあり得るという

ことになる。最高裁の判断は尊重されるべきであるという制度があるからこそ、憲法で

何か権利を保障したり、地方と国との関係を保障したりということもあり得るのであり、

憲法によって何かを保障するという在り方を決め、尊重するのであれば、差し当たり最

高裁判決を尊重することの意味はあるのではないか。      

・立法措置により、参議院の選挙については投票価値の平等を徹底すべき衆議院とは別の

性格付けをすることで、最高裁判例を変えるという案は理論的に無理があり、やはり憲

法改正が必要なのではないか。投票価値の平等原則に従って選挙を行わなければならな

いという最高裁の判例が、たびたび変更されるようでは、その最高裁判例を巡って様々

な問題が生じる。裁判所の独立性・中立性という観点からも、差し当たり現在の最高裁

の判例のまま行くべきではないかと思う。この観点から、研究会として、立法措置によ

り最高裁判例を変えるという案を出すことについては賛成しかねる。 

・仮に一票の較差の考え方が緩和されることを期待して立法措置を図るといった場合、や

はり都道府県という単位がなぜ重要なのかということについて、もう少し議論を深める

必要があるのではないか。つまり、我が国において、様々な組織が都道府県単位で意思

統一を図っているという面は確かにあるが、それだけの理由で、都道府県代表を正当化

－ 75 －



できるのかということについては、再度検討する必要があると思われる。 

・律令制の時代は、今よりも国が細かく分かれており、播磨、丹波といった国が合区され

て兵庫県ができたという側面もある。大きく人口が変動している中で、果たして都道府

県を今後維持できるのかという議論もある中で、仮に都道府県という単位を維持してい

かなければならないということをこの研究会報告で出すとすれば、都道府県の意義とい

う点について、もっと厚みのある議論をしていくことが、説得力のある議論を展開する

鍵になるのではないかと思う。 

・「憲法解釈」の案で参議院地域代表法を制定するというのは、まさに憲法附属法として

の国会法、公職選挙法において参議院の意義を明確化し、最高裁に挑戦するということ

を立法府に求めるということになろうかと思う。これは憲法政治として全くあり得ない

とは思わないが、最終的にやはり国民がこれを支持し、最高裁として、今までの考え方

を改める、あるいはそれも立法裁量の範囲だと言わせるということでなければいけない

ということで、小手先では通用しない問題であり、結局、憲法改正を提案した方がよい

というところに収斂するのではないか。  

・国会法を改正して、参議院の意義を明確化するという案があるが、国会の運営規則的な

内容である国会法に、憲法で記載すべき内容を盛り込むためには、国会法のたてつけか

ら考え直す必要があるのではないか。 

・国会法を改正して参議院の意義を明確化したり、参議院地域代表法を制定したりすると

いった憲法解釈による手立ては、憲法改正より近道のように見えるかもしれない。だが、

さらに公職選挙法も改正しなければならないわけであり、逆に一番、ハードルが高いの

ではないか。 

・政党がどう受け取るのかという視点も必要だ。やはり、一番は憲法改正であり、次に公

職選挙法の改正があって、別の考え方として、憲法解釈による手立てがあるのだという

位置付けになるのだと考える。 

・一番わかりやすいのは参議院を「地方の府」とする憲法改正をすることだが、憲法改正

をしないとすれば、参議院が「地方の府」であることを書くことができるのは国会法し

かなく、その上で、公職選挙法において、選挙制度を作るということでないと法律的に

は整合しないのではないか。 

・憲法上は参議院にも「投票価値の平等」及び「全国民の代表」という二つの要件がかか

っており、この二つを排除するのであれば、憲法改正しかない。この二つの要件の枠内

でどうするかを考えるとすれば、法律を改正するとか、法律において参議院が「地方の

府」であるという位置付けを強く出して、投票価値の平等について、憲法の許容する範

囲内で後退することを裁判所にチャレンジするかという選択肢となる。こういった全体
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の議論の流れを把握していただく必要があるだろう。 

・国会法で都道府県代表制を法定化するのは難しいと思うが、国会法レベルで、例えば地

方に関することは参議院でもう少し大きな調査会を持って検討するなど、参議院の役割

を特化していくといった改革はできる。もしそれができるとすれば、最高裁の判例も変

わってくるということはあり得ると思う。現在のように判例が厳しくなったのは、ねじ

れ国会で拒否権を行使したことが原因だと考える。それほど拒否権を行使するのであれ

ば、人口比例をきちんと守る必要があるということだと思うので、そうでなければ、も

う少し自由になる可能性もわずかとはいえあるように思う。 

・合区導入の際には憲法第 95 条の、「一の地方公共団体のみに適用される特別法は、当該

地方公共団体の住民投票で過半数の同意を得なければならない」との趣旨に則り、住民

投票に付すべきだという法律を作ろうという憲法解釈案については、検討に値するので

はないかと思う。憲法改正より近道であり、合区の弊害を提起することにもなる。しか

し、仮にそうした法律を作ったとしても、鳥取県、島根県、徳島県、高知県の合区には

遡及適用できない。４県の住民あるいは４県の知事が代表となって違憲訴訟を起こすと

いうのも一つの手ではないか。いままでの違憲訴訟は、一票の較差の視点からだけだっ

た。地方格差からの違憲訴訟が起こされれば、選挙無効という結果が出るのかどうかは

別にして、立法府に対して、地方格差についても真剣に考えてもらいたいというメッセ

ージにもなると考える。 

・95 条の解釈については、地方公共団体それ自体の権限とか、構造、土地、方法などを変

更する場合に 95 条にいう特別法に当たるという内閣法制局の一貫した見解がある。特に

沖縄の場合、一国二制度と言われるほど、土地関係については本土とは大きな違いがあ

り、当然 95 条の適用があるのではないかということも言われてきたが、差し当たりは政

府も国会も、沖縄の土地や住民に対して差別的な扱いをするのであって、都道府県の権

限などを削っているわけではないので、適用の対象ではないということを述べている。

そうした枠組みの下でたくさんの法律が作られており、もし合区問題を 95 条で対処しよ

うとすると、沖縄の法律も含め、今までの法律をかなり見直さなければならず、混乱す

ることは目に見えている。               

・もう一つ懸念があるのは、仮にこのような法律で 95 条の対象になるとするならば、合区

に対して住民投票が必要なように、都市部における一票の較差に対して 95 条の適用があ

るのではないかという話になってくる。そうなると、それぞれの住民投票で反対されて

決まらないということとなる。選挙制度というのは選挙区間で利害関係があるところで

もあるので、住民投票にはなじまないのではないか。 

・現行法で、例えば 94 人の代表（47 都道府県×２名）などが難しいのであれば、或いは

議員定数を残さなくてはいけないのであれば、むしろ地方だけが合区をするというのは

おかしいのではないか。もう少し人口が多い地域も含めて合区し、そこで例えば連記制
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のような方法で一定数の代表を出すというようなことを考える必要がある。 

・憲法改正によって参議院を「地方の府」として位置付ける際には、地域代表とは一体何

を代表するのかということを明確にすべきであり、我が国の統治構造が都道府県単位で

意思決定が行われることが多いことを踏まえると、都道府県の代表としての「地方の府」

であるということを明確にするという考え方もあるのではないか。その際には、衆議院

の優位性を今以上に明確にし、一方で、地域的な課題については、参議院の同意がない

と国全体の意思は決められないというようにしてはどうか。〔オブザーバー〕    

・郡市を都道府県議会の選挙区の単位としていたことについては、全国知事会の提案もあ

り、昨今、公職選挙法で廃止したところ。つまり、知事会としても、一般論としては投

票価値の平等は大事であると考えており、それとの関係で歴史的経緯も後退せざるを得

ないという立場に、既にコミットしている。歴史的な伝統を言うだけでは、都道府県選

挙区制を維持することは難しい。だから現在において、都道府県という単位が、歴史的

伝統に加えて、一票の較差と対等あるいはそれを上回る意義を持つべきだし、持たなけ

ればいけないのだということを、統治構造論として積極的に打ち出していく作業が必要

なのではないか。           

・都道府県には、例えば、マスコミの支局が置かれたり、放送局や新聞社がある。すなわ

ち民主主義のユニットとして、都道府県単位で意見の集約機能が現実に働いており、市

郡役割とは異なる。ここを過小評価すべきではない。私は、憲法の中に「都道府県が地

方自治の重要なユニットである」ということを書くことで、自ずからこの問題が解決し

ていくことになるのではないかと思うし、事実上、参議院は「地方の府」として機能し

てきたのではないかと思う。〔オブザーバー〕         

・結局、この国の統治構造の在り方を論ずるというとき、公職選挙法の改正を論ずること

と、憲法改正を論ずることとは、最終的に国民を巻き込んだ議論をして、その合意を得

なければいけないという点で、実はほぼ同じことに収斂するだろう。 

・「憲法改正」（本則の改正）で議論すべきというのが本筋であり、それが現実に難しい

ときに「公選法の改正」なり、「憲法解釈」の「参議院地域代表法の制定」の論点で何

とかならないかと、そういう議論をするのが思考の筋道としてはよいのではないかと思

う。                           
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３ 中間報告のとりまとめについて 

・中間報告案は概ね妥当と考えているが、補強する意味と、最終報告を見据える意味から

意見を申し上げる。中間報告案には、「なぜ立法をしないといけないのか」といういわ

ゆる立法事実として、「都道府県ごとに集約された民意を生かす機能の後退」、「地方

の声が届きにくくなる」という２つの区分での記載があるが、「なぜ都道府県なのか」

という点についての記述の説得力がまだまだ弱いのではないか。明治時代から都道府県

という単位が維持されてきたという歴史、伝統からの面だけではなくて、もう一歩踏み

込む必要がある。ただ、この研究会の場では、具体事例などを調査する余裕がなく、こ

れ以上書くことは難しいところがある。地方自治の現場を預かる知事の生の意見こそ、

説得力を持つので、全国知事会総合戦略・政権評価特別委員会の方で、都道府県に集約

された民意を生かす機能とはどういうものかという点を強化していただきたいと思う。 

・世論調査でも、これだけ合区についての反対が多いというのは、地方創生のかけ声だけ

で国の取組に中身が伴わず、やはり地方の声を反映する場がないからではないか。平成

23 年に「国と地方の協議の場に関する法律」が成立し、国と地方の意見交換が行われる

こととなった。協議概要を国会に報告することや、協議の場に参加した者は協議が整っ

た事項について尊重しなければならないことなどが定められたのは前進だが、年間の開

催数は３～４回と少なく、また、地方から招集を求めることもできない制度であり、地

方の声を反映するシステムとしては不十分だと思う。 

・国政レベルの事案で、合区された２つの県の間で意見が異なり、合区から選出された参

議院議員が股裂きになる可能性はあり得ると考えている。本来、参議院あるいは衆議院

の地方選出議員というのは、地方に関わる国の政策にもう少しコミットしていいのでは

ないかと思っている。調整の難しい政策でも議員の顔が見えないケースが目立つ。地方

の声が届きにくくなるということにどういう弊害があるのか、この点についても、全国

知事会の方で具体事例などを挙げて補強していただきたいと思う。 

・憲法の改正、公職選挙法や国会法の改正など、この研究会では、具体的な法令の名を挙

げて提言をしようとしているが、やはり最終的には条文の内容まで盛り込んだ素案を作

らないといけないのではないか。正々堂々と条文案を出して議論することが当然だと思

うし、アピールにもなる。特に憲法問題の場合は、憲法９条問題、96 条問題など、条文

名で語られることが多い。参議院を「地方の府」とする場合、少なくとも憲法 43 条を改

正しなければならないし、そのほか、憲法 59 条などにもかかわる可能性がある。中間報

告書の段階から、「憲法 43 条など」というように、改正の対象となる条文名を入れる方

が、強いアピールになる。 

 同様に、公職選挙法で言えば、第 14 条をどのように改正するかということになるので、

第 14 条の条文名を記載すべきだ。 

 国会法の改正は、法技術的には、手続法的な色彩の強い現行法に理念法の位置付けを 
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採り入れ、二院制の在り方を規定する条文を新たに設ける改正になると考える。従って、

国会法の部分で条文名を示すのは無理だが、そうした改正の考え方は明記する必要があ

ると思っている。 

・あるべき地方自治のイメージ図は、連邦制の国のように見えてしまうところがある。日

本は単一国家であり、中央政府と地方自治体は、融合的に仕事をしているので、この両

者に関係がないのはおかしい。現実の日本の状況を踏まえ、両者の間に両方向の矢印を

入れた上で、住民は、地方自治体に対して固有の自治権を負託していて、その中で決め

ることを決めるんだというイメージが近いと思う。全国知事会あるいはこの研究会とし

ては、現状の都道府県をある程度前提とした上で、地方の機関として参議院を考える時

に、このようなイメージで憲法改正を提起したいということになるのではないか。 

・公職選挙法の改正に関して、やはり定数を増やすというのは反対である。合区がそもそ

も緊急避難的な措置であり、定数を緊急避難的に増やすという考えでは、いわゆる「当

分の間」というふうになってしまってよくないのではないか。 

・地方の代表が国政に参加し、意思決定に関与していくべきだという考えに基づいて公職

選挙法の改正論議をするのであれば、都道府県代表とは何かわからないままで定数増を

行い、小選挙区と中選挙区が混在する問題を、当分の間、維持してしまうよりも、現状

の参議院議員の代表原理を評価し、その問題点を是正すべきだという点を強調した方が

説得力は増すだろう。そして、これはやはり良くないということを踏まえ、基本的には

憲法改正が望ましいという議論をするべきではないか。 

・参議院を地方代表としないのであれば、憲法問題として公選ではなくて任命制を採るこ

とも十分にあり得るが、地方代表だというのであれば、やはり基本線（憲法改正により

都道府県代表を参議院の代表原理として位置付ける）を重視した方が良いのではないか。 

・あるべき地方自治のイメージ図では、中央政府と地方自治体の間に矢印を入れ、「国と

適切な役割分担」及び「協働」という言葉を書くべき。その具体的中身はこれから議論

していくことになる。 

・地域代表制の法制化については、憲法附属法である国会法を改正し、参議院に「地方の

府」に相応しい権限・手続を認めることに合わせて、そのような参議院の性格に相応し

て、都道府県代表制の位置付けに直すよう公職選挙法を改正するものであるということ

であれば、一つの理屈としては、あり得るだろう。ただし、司法府がそれを是認するか

どうかという問題は残る。 

・これまでの経緯は、参議院議員の選挙区選挙における一票の較差が厳しくなってきて、

現在の都道府県代表制について抜本的な見直しを最高裁が求めている。それに対して国

会が出した答えは、都道府県代表制を位置付け直すのでもなければ、全国一律比例代表
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や、ブロック制を導入するのでもなく、とにかく人口の少ない県だけ合区しておくとい

うことであり、このこと自体が緊急避難であると認識すべきである。 

・最高裁が今までの選挙制度を見直した上で定数配分をすることを求めている中で、地域

代表制の法定化を行うことの妥当性はもっと議論されるべきである。こうした考えでは、

ともすれば最高裁の判断は妥当ではないと立法府が考えた場合、法定化することによっ

て何でもできてしまうということになってしまうので、研究会としてまとめを書く際に

は、論証の流れに注意しなければならない。 

・世論の不支持という点についてだが、確かに４県については合区に反対だが、都市部は

一票の較差を解消するということについて強い支持がある。そうした中で、憲法を改正

し、投票価値の平等が適用されない領域を作ることを実現するには、地方の代表を設け

るということが都市部の人たちにどのような利益があるのかということをアピールする

ことが不可欠だ。 

・今現在、一票の較差がある状態だが、これを法定化するということは、非難されている

現状にいる代表が、現状を維持するという側面がなきにしもあらずであり、どのような

手続で法定化するのかということが問題となる。理想としては、一票の較差をいったん

なくした状態とし、その後、地域代表制を規定するというのであればあり得るのかもし

れないが、投票価値の平等が要請されている中で、地域代表制を法定化するということ

ができるのだろうか。 

・地方自治体が一定の権限を確保しようというとき、差し当たりは、地方自治法の改正で

対応できると思うが、もし立法府でも侵害、改正が出来ない権限を付与することになれ

ば、憲法に挙げる必要がある。他方で日本の憲法は硬性憲法で改正が困難であり、地方

の権限を詳細に書き込むことは問題がある。ドイツでは憲法改正が頻繁に行われるとい

うことが言われているが、連邦と州との間の権限配分が問題となっている。一方、都道

府県と国との間で何をどれだけ権限分配をするかということについては、かなり人権的

な要素が強い。あらかじめ硬性憲法という形で決めてしまうと、逆に国政上の硬直化を

招いてしまうのではないか。もし地方公共団体に憲法で保証された権限を書き込むので

あれば、硬性憲法ではなく、緩やかな改正条項をつくるという選択肢があるのではない

か。 

・参議院の代表原理というのは基本的に地方を代表するというところに置くべきだという

ことを言った上で、合区は良くないという言い方はできる。その時に、人口が多いとこ

ろもやはり地方代表になっておらず、何が代表されているというのがよくわからない形

の選挙になっていること自体が問題であるから、どちらを優先するかといえば、各地方

から基本的に同じような原理で代表を出すことの方が重要だが、定数の問題がどうして

も残るという言い方をすれば、整合的な説明になる。 
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・都道府県代表ということを強調するなら、衆議院議員の第 22 回選挙で採用された連記制

を用いて、一票の較差を是正するという方法もあり得る。これは一つの方向性であるが、

重要なのは公職選挙法の改正をするという場合には、どういう代表原理に基づくもので

あるかを意識して、その代表原理を実現するために、このような改憲を行うのだという

説明をするべきである。 

・都市部にも、合区解消の利益について、どう理解を得るのか。それこそ、「地方の声が

届きにくくなる」の記載の中に書き込むべきだ。人口減少により、地方の代表が少なく

なり、地方の声が国政に届きにくくなれば、その延長にある、市町村が消滅するという

事態も止められないだろう。中央一極集中が進むばかりなので、都市部で今般の保育所

の待機児童問題のような弊害が起こるわけである。国土の均衡ある発展を進めることは、

都市部の住民にとっても、暮らしやすさを確保する点でメリットがある。人口が分散し、

それぞれの地方が特徴を生かして発展していくのが日本のあるべき姿だ。そういう地方

の大事さ、地方の消長は、都市の住民の生活にも大きな影響を与えるのは間違いない。

だから、合区問題は、地方のわがまま、エゴではなく、日本のあるべき将来像を考える

中でとらえているという大前提を中間報告書の基本に据えたい。 

・あるべき地方自治のイメージ図において、地方自治体から中央政府に矢印を入れること

は賛成だが、矢印にどんな言葉を書くのか。地方自治の根幹に関わるので、十分に協議

して詰めたい。地方自治体から中央政府への矢印は、「住民の意見」を酌んで国に届け

るのだという意味の矢印にしてもらいたい。 

・国会議員の定数については、人口比からみた日本の議員数は、もともと少なく、これ以

上どんどん削減していけば、委員会が回らず、立法府の行政監視機能も低下する恐れも

あり、私は定数増があっても良いのではないかと思っている。そう思ってはいるが、定

数増を言いにくい雰囲気ができあがっていることは事実であり、合区解消の本来の目的

から離れ、「定数増」という言葉が一人歩きすることに懸念がある。そこで、「合区と

いう地方の声が届きにくくなる選挙制度を改革するために、国民の納得のいく範囲内で

議員数を増やすという観点もあり得る」とするなど、一歩退いた形で表現すれば、トー

ンが柔らぐのではないか。 

・「まとめ」の文案については、合区問題の解消には第一義的には憲法改正を目指し、た

だし憲法改正には時間を要することから、短期的な対応としての公職選挙法改正、国会

法改正の二つの手立てが書かれ、整理されてはいる。しかし、「地方自治」という文言

が一つもない。地方自治の在り方とか、国と地方の関係とか、地方の声を届けるための

制度とか、合区問題を考えたベースとして記載する必要があるのではないか。 

 また、これは中間報告なので、今後の方針及び最終報告をとりまとめるに当たっての考

え方は記載しておかなければいけない。 

 もう一点、この中間報告の提言は誰に向けて言っているのかを、明確にしたい。研究会

は、全国知事会のアドバイザー組織として、諮問された課題に対して、全国知事会に 
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向けて、一定の回答をするだけなのか、憲法改正を発議したり、法改正を担ったりする

役割を持つ国会に対しても提言するのか、それとも広く国民に対して、特に合区の対象

となっている県民の方々も含めて地方自治を考えてもらう議論の一歩になる提言をする

のか、何のためにこうした提言を行ったのかということは、記載しておく必要があると

思う。 

・三権分立の仕組みの中で、今ほど司法が存在感を出していることはなかった。これは、

一票の較差問題のことだけを言っているのではなく、夫婦別姓など家族のあり方の問題、

原発の差し止め、沖縄の基地問題などでも司法の判断が日本の重要政策の岐路に多大な

影響を与えている。高度に政治的な問題については、司法は介入しないということが一

つの原則だった。ところが、最高裁がここまで踏み込んだ判決を出したのは、立法府が

きちんとした対応をしてこなかったことが背景にある。本来、選挙制度は立法府自ら決

めるべきことであり、与野党が懸命に議論して決めたことであれば、なかなか介入でき

ないわけである。最高裁の判決に異議を唱えることはできないが、日本の将来像を見据

えた上で、選挙制度についての考え方をきちんと示せば、最高裁も立法府の裁量に理解

を示すのではないか。選挙区制度の変更は、本来は全党の合意が原則であり、憲法改正

以上にハードルが高いものである。研究会としては、司法の方に提案をインプットして

いくんだという姿勢で臨んだ提言なのだということが一言、記載されてもいいと思う。 

・「地方の声が届きにくくなる」という点については、東京も一つの地方であるという視

点が必要である。しばしば過疎地域対策ということが言われるが、過密対策も実は重要

であり、「地方」には、そもそも人口減少地域だけでなく、過密地域あるいは人口増加

地域も含まれるということを踏まえる必要がある。また、いわゆる「都市と地方」とい

う場合の「都市」から見た場合においても、国土が全体的に均衡ある形で発展するとい

うことが日本国民全体の利益であるということを、示していく必要がある。 

・この報告書の名宛人は、二次的、三次的には広く全国民ということであると思うが、第

一次的には、総合戦略・政権評価特別委員会あるいは全国知事会ということになるので、

まずその位置付けがあってしかるべきだと思う。その際、ひとまずこういう理論的な問

題も含めて論点を整理したけれども、より説得力のある議論につながるよう、全国知事

会あるいは総合戦略・政権評価特別委員会としても、なぜ都道府県という政治単位が重

要なのかということについてエビデンスを更に積み重ねて、この研究会にもう一度下ろ

していただくということを報告のまとめに書いた方が良いのではないかと思う。 

・ひとまず要望に応じて合区問題について集中的な審議を行ったが、今後は憲法と地方自

治に関するより包括的な議論を続けていくことや、法律等の改正条文について検討する

のであればそのことも含め、まとめの中に書く必要があると思う。 

・最高裁と政治の関係は、非常に難しい論点である。そもそも政治プロセスが健全に機能

していれば、司法が政治プロセスのあり方まで口を出す必要はないわけである。しかし、
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個々具体的な政治家や政党の時々の問題を超えて、より構造的な問題から、どうしても

政治プロセスが健全に機能せず、司法が一定程度ものを言わなければいけない状況に追

い込まれるというのは、どの国でも必然的なことである。ただ、今の合区問題、一票の

較差問題について言えば、国会がどうあるべきかをしっかり決めないまま、弥縫策で対

応してきたので、裁判所としても限界にきたという点が重要である。やはり政治に国会

の在り方についての議論をしっかりと示させることがまず必要である。その上で、裁判

所がそれを呑むか呑まないかというのは別の問題であるが、国の側がはっきりしないの

であれば、全国知事会から意見を言って、賛否を問うというスタンスで臨むのだという

ことを改めて確認しておきたい。 

・双方向の矢印で書くとすればそのとおりだと思うが、矢印を二本書く方法もあり、中央

政府から地方政府に対しては、「調整」あるいは「委任」という概念が入るだろう。地

方自治体から中央政府の矢印には、「意思決定の参加」という言葉が入ると思う。それ

を一言で言うと、「協働」とか「役割分担」とか、そういう言葉になると思う。 

・この報告の名宛人は、一義的には全国知事会になるわけだが、知事会は、今後、国民、

そしてその前には政党に対して主張していくのであるから、知事会として、都道府県代

表をベースとして考えたらこういう形になるということが伝わるような形で議論するこ

とが必要だ。 

・定数増の案は、最高裁判例を前提として考えた場合、数少ない選択肢だろうと思う。定

数増について国民の理解を得られないということだが、それは官僚叩きの延長上にある

ものと思っている。日本は世界的に見て公務員が少ない国で、国会議員も少ない国であ

る。これを減らせば良いというような潮流がずっと続いているが、減らしていくことに

よってサービスが悪くなっていくという現状もある。その点については、全国的に再考

する必要があると考えており、主張しても良いのではないか。 

・政治と裁判所の関係だが、アメリカ憲法だと、むしろ選挙については裁判所が出てくる

というのが基本である。国会が自分のことを自分で決めるというのは構造的にできない

ということで、第三者機関である裁判所が役割を果たすということがあるので、一概に

政治だから裁判所が判断はすべきではないという議論は、留保が必要なのではないか。 

・日本の選挙管理制度というのは非常に遅れていると言われている。中立的な第三者が選

挙制度を議論できる手続きも重要ではないかということを全国知事会として提起するこ

ともあり得るのではないか。 
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４ 今後の進め方について 

・今後の進め方としては、中間報告で方向性をとりまとめた合区問題をはじめ、自治財政

権、自治立法権など残る課題について、最終報告では、憲法を含めた関係法令の改正の

条文案を作らねばならないと思っている。議論をしていく上で、まずは、政党や各団体

がこれまでにまとめた憲法私案、憲法草案を全部取り寄せる必要があるのではないか。

その中で、それぞれ、地方自治や二院制がどのように規定されているのか、を踏まえた

い。ＰＨＰ総合研究所が 2004 年 11 月に発表した「二十一世紀日本国憲法私案」は、私

が知る限りの憲法私案、憲法草案の中で、最も「地域主権」に重きを置いている。道州

制を採り、国会は、全国民を代表する選挙で選ばれた国民代表議員と、各州を代表する

選挙で選ばれた州代表議員という二つの院で構成し、「各州から選出される議員は同数

とする」とも規定している。 

 この私案を紹介したのは、決して、これを採り入れろという趣旨ではなく、今までに公

表された憲法私案、憲法草案について比較し、その条文に流れる意味について検討する

ことから議論を出発させれば、完成度がより高い条文案ができるという趣旨だ。 

憲法改正の条文案を作成するということになると、大変な事務量になる。例えば、ＰＨ

Ｐ総合研究所の憲法私案は４年近くかけて検討している。効率的に進めるために参考に

なるのは、2014 年１月に地方自治に関する憲法改正草案をまとめた徳島県の取組だ。若

手県職員によるチームを組織し、憲法学者らの監修を経て、半年がかりの検討で条文案

も作っている。全国知事会でも 2006 年 3 月、憲法問題に関する報告書をまとめている。

こうした作業に関わった人材や知見を生かして強化した事務局と法律に精通した有識者

によるワーキンググループを設置して、集中的な議論を行い、そこで作成した素案を研

究会で議論するという形で進めることを提案したい。 

・地方自治に関する憲法課題について議論する上では、これまでの各機関の研究成果を有

効に利用することが生産的だと思う。その際、出発点にすべきものとしては、第一に全

国知事会自身が平成 17 年度に公表した憲法問題に関する報告書、第二に徳島県地方自治

に関する憲法課題研究会の報告書、第三に、参議院の国の統治機構に関する調査会にお

ける中間報告があり、こういったものの議論を踏まえて最終的な打ち出しを考えていく

ことが必要だと思われる。 

・最終的に条文になるかどうかについては、ここでの議論が収斂していくのであれば条文

にできれば良いし、条文案にならない部分については考え方の整理ということで出すと

いうように、両構えで行くべきだと思う。検討に当たっては、いろいろなところの憲法

改正私案一覧を表に整理して基礎資料にすると良いのではないか。その際、国と地方の

権限分配に関し、憲法に多くを書き込むことは難しいという議論も当然であるので、地

方自治基本法のようなものを制定すべきという提案についても参照する必要がある。 

・いろいろな憲法草案を参考にするというのは良いことだと思う。参考にする対象として、
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欧州地方自治憲章や、最近、連邦制の採用という大改正を行ったイタリア憲法は、条文

を考える上でかなり参考になると思う。また、地方分権に関しては、フランスの取組な

どヨーロッパの例が参考になるので、そうした方面に知見のある方を委員として迎えて

も良いのではないか。 
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２ 研究会における主な意見（第５回～第６回） 

１ 第５回 憲法と地方自治研究会 

（１）都道府県の意義について 

・今の都道府県 47 になってから、あらゆる行政がその単位で行われている。例えば、国の

方からの補助金も、47 都道府県単位で配られる。また、全国組織の団体も、東京に全体

の本部があって、47 都道府県にそれぞれの支部がほとんどある。つまり、47 都道府県と

いうのを前提として、行政が展開されている。〔オブザーバー〕  

・（都道府県の役割についての定量的分析について）最終報告時にバックデータとしてあ

れば、より強化できるのかなと思う。 

・都道府県というものを定義しようとすると、都道府県というものが都道府県としてまと

まることの何らかの意義を強調する必要があって、それは、その中である種完結した何

かが為されるということだと思う。そうすると、やはり補助とかそういう問題が出てく

るわけだが、ある種の自分たちの受益と負担を一致させるというか、どうしても自分た

ちの負担で完結した仕事をするという論点が、立たざるを得ない。実際にそれができる

のかというのは、また別の問題である。行政として、ある知事がおっしゃったように、

昔から存続していることは事実だから、それは尊重しつつ、そこから先、自治というか

地域内での完結した費用負担とサービスみたいなもの、もちろん完全にはできない、あ

る程度合理的なというか、容認できる範囲でどの程度できるかというのは論点がある。

さらに、都道府県という広域自治体としての性格が求められているものが自治的にでき

ないとなると、やはり 47 で良いのかという論点は出てくると思う。それは、都道府県と

いうものをどの程度完結した主体として捉えるか、というような意義付けをどうやって

やるか。それは、国と地方の役割分担みたいな話と関連しながらやらざるを得ないと思

う。 

・都道府県制というものと、現実の 47 都道府県という単位数の問題と、両方あり得ると 

思う。ここで色々議論がある中にも、都道府県制の定着の部分と、現行の 47 都道府県定

着の話とが両方、知事の方々の発言もある。また、そもそも都道府県制それ自体に対す

る問い直しの側面もあれば、都道府県制を前提とした時に 47 という数字がどこまで乖離

的なのか、それとも変わらないものなのかという両方の側面があると思う。例えば、将

来憲法の改正を提案した時に、都道府県制を書いて 47 都道府県かどうか自体は、さらに

立法に委ねるという選択肢が常識的な考え方ではないかと思うが、そうではなくて、条

文の書き方より解釈の問題として 47 都道府県それ自体が、よく我々憲法学者は現存保障

という言い方をするが、それ自体として直ちに憲法上保障されるという書き方なり、 
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そういう趣旨で書き起こすこともそれ自体としては可能だろうと思う。 

・「なぜ、都道府県制なのか」ということの話として、基礎自治体である市町村、あるい

は東京都特別区よりもより大きな単位であり、かつ、知事会の中にも強い意見のある道

州制の問題。道州という括りではなく、都道府県制というのを、なぜ適切なものとして

打ち出していくかということと思う。その際に１つ、これまでも知事の方々から、歴史

的な経緯というものがあるという話が１つあり、２点目に、現行の行政、国全体の行政

の単位として現実にそうであるということがある。いずれも非常に重要だと思う。特に、

２点目の現実の行政の単位として都道府県というものが重要な単位であるということ、

まさに定量的に法律の多くの事務が都道府県単位で行われていること、これは多分書き

出せば数が出てくる、国の事務全体の中で都道府県単位としてどれぐらいあるか書ける

と思う。それは、私はやっていただいて良いのではないかと思う。 

・ やはり重要なのは住民自治の視点であり、住民の意思決定の単位として一番基礎的なの

は市町村単位である。ただ、広域でものを決めて、完結してものを回していく必要があ

るといった時に、より大きな広域的な自主的な意思決定の単位が必要になる。他方、道

州制を必ず排除するという趣旨ではないが、道州だとちょっと遠くなり過ぎて、要する

に国に近いところへ行ってしまう。もう少し手近なところでものを決めるといった時に、

恐らく都道府県制というものに意義がある。そんなふうに考えて初めて都道府県制の存

在意義をさらに、住民自治のあるべき理念を補強すると同時に、またその先で 47 という

単位が良いか、例えば東京なんかは大き過ぎるとか、いや 45 でも良いとか、ほんとは

50 じゃないかとか、色々な議論はあり得ると思うが、やはり住民自治という観点、住民

の共同的な意思決定の単位として、この規模が良いかどうかという観点というのは、都

道府県制を基礎付ける上で重要な論点かと思う。 

（２）要綱及び条文の検討について 

・（４３条）この条文案だと、「参議院は広域自治体の区域ごとに選出された地方自治体

の代表者で組織する」とされているが、全国民を代表して選挙している比例選はどうな

るのかという疑問が生じる。さすがに比例選までなくすという改革まで手をつけるもの

ではないと思う。参議院を地域代表制にするということは、一票の較差を正直無視する

ということになる。全国区である比例選は一票の較差がない唯一の選挙である。現行の

衆議院、参議院の選挙は、選挙区選と比例選から成り立っているが、その組み合わせで

一票の較差を無視する選挙方式（地域代表制）を広げるに当たって、もう１つの一票の

較差のない選挙を取り下げるというのは、あまりにも行き過ぎに思われるのではないか

と思う。やはり、ここは例えば「参議院はこれに加え、広域自治体の区域ごとに選挙さ

れた議員で組織する」とか、「参議院は全国民を代表する選挙された議員と、広域自治
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体の区域ごとに選挙された議員で組織する」といった具合に、選挙区選に地域代表制を

導入するとしても、比例選までは手をつけませんよということを明示すべきではないか。 

・（４３条）今年夏の参院選前後から、各新聞の社説で、合区に異論を唱えたり、地方の

有権者に配慮したりする立場から参議院を都道府県代表とする憲法 43 条の改正につい

て、非常に理解がある社説が出ている。でも、そうした改正を行うときには、強すぎる

参院をそのままにせず、二院制の在り方、参院の在り方を同時に考えることを条件にし

た主張が多く、それが妥当だ。従って、43 条の改正だけを出して、地方のエゴととられ

るのが一番良くない。この 43 条の改正案を出す時は、59 条ないしは 60 条の改正案もセ

ットで出し、地域代表制をとった後の参議院の位置付けをしっかり示す必要がある。 

・（５９条）「地方自治体の組織と運営に関する法律案については、参議院で三分の二以

上の多数により、衆議院と異なった議決をした場合は、この限りではない」という改正

案条文が示されているが、この条文にある「地方自治体の組織と運営に関する法律案」

という箇所は解説が必要だ。要は、どこまでのどういう範囲だということだ。地方自治

体の関わる法律というのは、国の専権事項である安全保障と外交の関係を除くのは当然

としても、残りは全部、何らかで地方自治体に関わると言ってもいいだろう。原発など

のエネルギー政策をどうするのかとか、災害対策をどうするのか。「地方自治体の組織

と運営に関する法律案」の線引きはかなり難しく、意見が分かれるに違いない。ただ、

そうした困難さはあるとしても、参議院を「地方の府」とするには、59 条の改正を睨ま

ねばならない。その場合、59 条の２「衆議院で可決し、参議院でこれと異なった議決を

した法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決した時は、法律とな

る」という、法律案議決に関わる衆議院の優越をどうするのかというのが重要な論点に

なると考えている。つまり、三分の二じゃなくて、二分の一にするとか、実際にそうい

う改正を示した憲法改正試案が過去にある。それから、もう１つは 59 条４項の「60 日

以内」を「30 日以内」に改正するという論点もある。すなわち、参議院が衆議院の可決

した法律案を 60 日以内に可決しないと自動的に参議院が否決したものとみなし、参議院

に法律案の握りつぶしを防いだ項目についてもその期間を 30 日以内に短縮とする案だ。

衆議院の優越性を担保する意味で検討に値する。ほかにも色々な論点がある。また、参

議院で優先すべきは「地方自治体の組織と運営に関する法律案」と同時に「決算」では

ないかと考えている。60 条で予算について衆議院の優越を書いているが、決算について

は、参議院は今までも真剣な審議をしてきてそれが予算に反映されている部分が多々あ

るので、決算における参議院の優越を盛り込んではどうか。ただ、参議院に地域代表制

を取り入れ、一票の較差に基づかない選挙で選ばれるのにも関わらず、一票の較差に基

づく選挙で選ばれた衆議院に比べ、たくさん権限を下さいというのは、本末転倒になる。

だから、まずは参議院の権限を弱める項目を設けて、さらに、二院制において、参議院

の特色が出せる項目があって、そういうセットの中で 43 条の改正を打ち出すのが説得力

を持つのではないか。そうすれば、合区の導入以来、主張が展開されている、新聞の社

説とか有識者の意見も踏まえたことになるのではないか。それが一番、落ち着きがある
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と考えている。 

・（４３条）地域代表として考えるのであれば、むしろ比例をはずした方が良いだろうと

思う。つまり、比例で全国代表としての性格を残しておいて地域代表というのは、ほと

んど意味が矛盾してしまうので、であれば、地域代表としての性格をきちんと発揮させ

るために、むしろ比例の方を外すということが良い。地域代表が何をするのか、参議院

の権限を限定することは、どうやって限定するかというのが、結局 92 条以降の話と非常

に絡んでくるのだろうと思う。地方自治体というものを、大袈裟な話をすると国家より

先にあるものと見なすのか、それとも国家の方が先にあるものと見なすのかは、やはり

論点としてあって、国家が先にあると考えるのならば、イタリアとかフランスの憲法は

そうなっていると思うが、地方自治体があるのではなくて、国を構成する組織として都

道府県とか市町村があるという言い方になるかと思う。つまり、住民が勝手に地方自治

体を作るというよりは、国の中の統治機構の１つとして地方自治体という都道府県とか

市町村があるという言い方になるのではないか。そうすると、地方の役割をどう考える

のかといったときに、例えば「立法権」とか「財産権」という話が出てくる。これは、

少なくとも対国家で考えるとライトではないと思う。パワーではないか。つまり、本来、

国家が持っている権力をいかに分割するかという議論。立法権というのは、立法を作る

自治体が持っている権利とかではなくて、あくまでも国家の中の組織であるところの地

方自治体、広域自治体、基礎自治体と国家が、財産、財源とか立法の権限をシェアして

いると見るべきではないか。そうすると、書き方としては、他の国の憲法でもあるよう

に、どういうふうにして立法に関する権限を分割するかとか、固有の財産を分割するか

というような言い方になるのではないかと思う。そのときに、市町村とか都道府県が国

に対して一定の財源を要求できるとしても、それはあくまでも彼らが財産権を持ってい

るからではなくて、定められた役割分担を実現するためにお金が足りないという言い方

になるのではないかと思う。そのあたりは、どういうふうに考えたら良いのかというの

は論点かと思う。 

・（９２条）憲法学説的には、多分、この点については昔から色々な議論があり、制度的

保障説とか伝来説とか固有権説で、伝来説はまさに国から権限が与えられたものである

という説で、固有権説はまさに元から地方公共団体は国より前にある、発想的にはそう

いうものなので、自然権と結びつくと言われることもあるが、結局、現在の日本国憲法

の解釈では、基本的に伝来説を基礎にした、それも色々な理解があるが、制度的保障説

が通説だと私は理解しているが、国があってそれの役割というか、統治権が譲渡された

という整理が正しいかどうかわからないが、一部として存在している。ただ、ここで一

からもし憲法を考えるのであれば、現在の憲法の通説を前提にする必要はないというこ

とはあると思う。その場合に、じゃあどういう国家観というか、地方公共団体観に立っ

たら、その帰結はどういうことになるのか、ということを検討する方がより重要なのか

なと思う。あくまでも国ごとの、イタリアの今の状況、実際に思想的に見なければいけ

ないと思うが、固有権という言葉が憲法に書かれているし、実際イタリア人と話しても、
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実際歴史上もイタリアという国が出来たのは本当に最近の話で、ずっとそもそも地方の

方が強いということは明らかだが、そのような理解がある。日本も、別に必ずしも日本

国というのがあって、それの中で地域がある地方があるということを考える前提は必ず

しもなくて、その点は歴史理解もあるかと思うが、もし、また一から考えるのであれば、

そこから考えることはできるのではないかと思う。 

・（４３条）地方代表とはっきりさせるのだったら、もう比例代表は止めた方が良くて、

もちろんそのときはセットで衆議院の方が今のままで良いかということが、多分、問題

になると思う。だけれども、参議院の方は地方代表に特化した方が論理的にはスッキリ

すると思う。もしそうした場合には、問題は、国民代表たる衆議院の意思決定を地方代

表議員が阻止することが可能なのか、それが望ましいことなのかということなのであっ

て、それを考えると、少なくとも 59 条の現行「三分の二」という方法を、むしろ引き下

げなきゃいけない話になる。それでその上で、ただし地方自治体の組織とか運営とか財

政とかに関わるものについては、引き下げたのを外して、さらにその但し書きとして「三

分の二」を維持するとか、そういう話だと思う。それから、先ほど決算重視という話が

あったが、これは両方とも国民代表議員の時に、どうやって特色を出すかという議論の

時に決算重視というのが出てきたのであって、国民代表であるのを止めて地方代表にす

るのだったら、決算は関係ない話に多分なると私は考える。 

・（財政権、立法権）正直言って、財政権、立法権の条文案を見させていただいたときに、

すごく尖っているなあという感を抱いた。国家の前に地方があるみたいに、肩に力こぶ

が入った印象だった。地方自治を広げるための憲法改正で、そもそも目指すべきは連邦

国家なのか、単一国家なのかという議論がずっと続いてきたかと思うが、この条文案は

連邦国家に非常に近い書きように見えた、条文案の個別の記載の問題を言うと、現行憲

法には、地方自治体の条例制定権に関して、「法律の範囲内で」という制限が入ってい

る。この「法律の範囲内で」を全部取っ払ってしまうというのが、この「草案」だと感

じ、ちょっと乱暴な議論なのかなという気がした。他の新聞社の草案とかをご覧いただ

いたらわかると思うが、条例制定権を広げているものの、「法律の趣旨に反しない範囲

で」としている。条例はやっぱり条例で、人権を制限する規定がかなりある。例えば、

刑罰を付けたり、規制を掛けたりする規定である。だから、やっぱりどこかで歯止めが

いる。「法律の趣旨に反しない範囲」とか、「法律の趣旨に基づく」とか、そうした記

載の条文案が適当だと考える。法律の上乗せとか横出しとか色々な条例があってしかる

べきだし、条例とともに課税にしろ、自主制定の必要性が認められ、今よりもっと地方

に権限が来るべきだとは思うが、それにしても、示された条文案は突出している気がし

た。 

・（９２条）92 条を本質的に改正しようと思えば、まず、「地方自治の本旨」という表現

を止めるべきだ。この際、「地方自治の本旨」という曖昧な概念から離れて、未来にも

耐える、新たな地方自治の概念を打ち出すことが必要だと考える。 
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・（４３条）先ほど、比例選を止めたらいい意見があったが、私は反対である。地域代表

で地方の問題を考えるというのは、地域代表の議員は、選出された地方の事情を優先す

るので、極論すれば、当該の地方の問題だけに限られる。今の都市と地方の問題は、大

変大きな国家的な問題である。比例選のおおもとである全国区の発祥の意義というのは、

そういう大きな国家的な問題について議論するため、党派とかに関係なく、本当に良識

の府であり最高の府をつくろうということであった。そういうことで始まっている制度

であるので、有識者、それこそ、ここにいらっしゃる地方自治の専門家の先生方が選ば

れても良いわけだし、良識の府としての選挙制度を考える意味でも比例選は残すべきだ。 

・（４３条）比例区は唯一、一票の較差のない制度なので、バランス上トータルな構造と

してやるべき。ただし参院の権限をどうやって弱めるかということだと思う。 

・（憲法改正草案）我が国の今の在り方を、ある意味、ちゃぶ台をひっくり返して、ここ

からスタートしようという気概なのかもしれない。でも、47 都道府県の数は、または都

道府県制はいじらないが、他のところはちゃぶ台ひっくり返しても良いというふうに読

んでしまうと、非常にあちらこちらから批判が来るというよりは、正直言って学者サイ

ドからすると「議論するに値せず」となってしまう。つまり、自分たちの都合の良い前

提はガチャガチャ変えるけれど、自分たちの権利だけは一切触れて欲しくない。こうい

う一方的なものが出てきた時には、通常、我々は「これは利益団体の発言なので無視し

よう」としてしまう。なので、そのへんは、ある前提はガチャガチャ変えるけど、この

前提は動かさないっていうところを、ある種理念だけで引っ張られると、すごくフラッ

トな中立な方から見ると違和感のあるものになると思う。その上で、単一国家と、この

あと連邦制国家どちらが我が国の在り方として良いのかという議論は、もちろんしなけ

れば、またはしても良いんだと思う。だとすると、通常、多様な民族、多様性のある国

家では連邦制国家みたいな在り方があり得る。その一方で、比較的多様性が小さいのだ

とするならば、あえて個々に権限をバラバラにさせるよりは、ある程度集権的にして統

一的に物事を納めることのメリットの方が大きいだろうというのが、恐らく経済学・財

政学の考え方である。そうすると、アメリカでは連邦国家だが、日本では単一国家に近

しいというのは、恐らくそういった論理が裏側にある。なので、そういった論理を全部

ジャンプして行かれると、ちょっと厳しいなという、前提の扱い方というのが、まず１

つ大きな点での違和感である。 

・（自主財政権）小さなところだけで言うと、例えば、各都道府県に財政の強い権限を与

えてしまったとするならば、東京都は、地方法人特別譲与税は絶対に許さなかったと思

う。もちろん、今の地方法人税だって、恐らく許さなかったと思う。ということは何を

やっているのかというと、今、我が国では財政が非常に厳しい中で、東京都なしには交

付税制度自体がもたない。その中で、東京都の課税権をある意味、言葉は悪いが略奪し

て、我が国の地域間再分配が成立しているという実態を、まず真摯に受け止めるならば、

各都道府県の財政権限を強める等というのは、我が国の在り方自体を本当にどうする気
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なのかというのが、多分、財政学で地方財政を勉強している側の率直な感想である。我

が国では、残念なことに税源がものすごく偏在をしていて、東京都のようにどのように

掛けたって税収の上がる地域もあれば、どのように掛けたって税収なんか上がりようが

ないという地域も厳然としてあるわけで、その中で標準的な行政サービスを維持したい

とするならば、各都道府県は、まさに法律の範囲の中で権限は行使していただくけれど

も、国全体の在り方を考える上で各都道府県は我慢していただくことというのは当然あ

る。これでいっている我慢というのは、名指しで言えば、東京都に我慢してもらうこと

が必要なわけだから、そこを議論しないまま、各都道府県に財政的な権限を強化するな

どというのは、私は少し違和感がある。なので、ともあれ私は我慢してもらう都道府県

がある以上、都道府県の財政権を強めるというのは、やっぱり現実として難しいという

のが率直な感想である。 

・（憲法改正草案）参議院に地方代表的性格を現行よりも強めて、例えば合区の問題につ

いて解消した方が良いだろう。例えば大きな方向性が一致できたとしてもそこから先、

完全に参議院を地方代表の府として純化をするのが良いのか、そうではなく全国民の比

例代表で選ぶものと、地方代表的なものと両方足した方が良いのか、そこは実際まさに

こうした場で議論しても両方分かれる。そうしたときにどちらかに固めるのか、両論あ

り得るのか、ただ大きな方向性としては、ここは皆さんそう思いませんか、と打ち出す。

両方あり得ると思う、そうなったときに素案の要綱に幾つかのパターンがあり得ると思

う。そうなったときに条文案を具体的に書くのは少し早い。もう少し議論をすり合わせ

た方が良いというのが、大きな進め方のご提案。 

・（憲法改正草案）地方自治の本旨の部分であるが、地方自治の本旨は何を言っているか

わからない、とのご指摘のとおりであり、コアは住民自治と団体自治のこと、そういう

ことだろう。 

・（憲法改正草案）国と地方の適切な役割分担ということで、必ずしも連邦制ではない単

一国家であると言ったときに、ただの伝来説でもない。今ある霞ヶ関中央政府を念頭に

置いて、中央政府が、好き勝手に地方公共団体に権限や事務を分配したり取り上げたり

できる、というイメージの伝来説では少なくともないということははっきりしている。

地方分権改革以降、国と地方の適切な役割分担は多分非常に強調されているところであ

り、それは恐らく入れていただいた方が良いのではないか。単一国家の中でそのような

役割分担をし、それを財政規律についても立法事項の分配についても基本的に考えてい

くというのが方向性なのかなと思っている。それから 59 条にも関わるが、地方自治体の

組織と運営というのも 92 条に併せてあるが、これ自体が実はやっかいな概念であって、

まさにこの規定を根拠に地方自治法があって地方公共団体の自主的な組織権能はほとん

ど地方自治法で非常に画一的に全国の自治体に決まっている。むしろこれが良いのかど

うかが本来の問題であり、同じフォーマットでの意思決定でなければならないのか、 

例えば市町村などで、自分たちがマネージャー制を採りたいと思っても採れない。そこ
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自体が実は論点になっていて、逆に言うと地方自治体の組織と運営という言葉を憲法に

残すかどうか自体が一つの論点であるし、残す時にむしろ正面から自治体に自主組織権

があるんだ、ただそれは好き勝手になってしまうと当然困る、極端なことを言うと独裁

制を採るようなことを自分たちで決めると困るので、これは当然に国として法律なり憲

法レベルで自治体を最低限基本的な統治ルールを起こしていかなければならない、それ

は決める。あるいは最終的な調整権能は立法にあると。国の立法にあるというのは別に

構わないと思う。 

・（立法権、財政権）自主立法権、あるいは自主財政権の問題でいうと、これは必ずしも

連邦制を採るというところまではいかないけれども、現行の地方自治法あるいは地方財

政法、地方税法といったものの中で地方公共団体がどれほどご苦労されているか、とい

うこととの問題が大きいだろうと思う。要するに法律によって立法、国と地方の間の法

律の分配あるいは財政の問題、というものの規律、それは単一国家であり連邦制でない

以上当然だと思うが、問題は、自主立法権というのは有るのか無いのか分からない、自

主財政権は有るのか無いのかわからないという結果、本当に地方公共団体のカスタマイ

ズを許さないような非常に奥のところまで、地方税法であったり、地方自治法が手を突

っ込まれ過ぎているところが問題で、なればこそ、先ほど自主組織権と言ったが、自主

立法権に書きましょう、自主財政権に書きましょう、と書くことによって国の法律の調

整権をある程度排除する、やり過ぎをしないように、という調整をする意味で書かれる

ものだとすれば、連邦制でないことと両立すると思う。 

・（５９条）参議院を「地方の府」とする、あるいは地方代表的な側面を入れるとした場

合に、59 条の形がどうなるか議論が色々あると思うが、両院協議会の在り方が多分一番

重要である。専ら全国民を代表する衆議院で意思決定をしましたところ、専ら「地方の

府」であるか、地方代表的な側面を持つ参議院の中で「ちょっとそれはどうか」という

議論をしたときに、まず三分の二でオーバールールするというような戦争するという話

だが、戦争する場合に話し合いをするのが政治の基本であるので、両院協議会でちゃん

と地方の代表も両院協議会に入って議論をした上で決めれば良いし、決まらないときの

最終手段として衆議院にどれほどの権限をどういう場合に残すのか、という議論の段取

りだと思う。従って参議院を「地方の府」とする、あるいは地方代表的な性格を持つ議

員を入れる。そして両院関係をそのときにどう仕切るかという議論をして最終局面とし

て 59 条のような条文をどのように書くかといったそこの整理が必要かと思う。 

・（憲法改正草案）要するに個々の自治体を強調しすぎることは、逆に後で自治体が困る

ケースになると思う。単一国家における広域自治体とか基礎自治体のもって行き方とい

うのは、恐らく広域自治体の括りというか群として問題であって、個々の自治体ではな

いと思う。個々の自治体の先程あった固有説的な固有的な権利を尊重すると、あとは勝

手にやってくださいという話にしかならないと思う。それは逆に非常に良くなくて、 

単一国家を考えるのであれば、まさに先程の東京都の話が出てくるわけだが、広域自治
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体と言われる群がどの程度の権限、立法の権限を持つか、国と比べてシェアしているか

が重要であって、個々の自治体が立法権とか財政権を持っているとの主張にはならない

はず。だからこそ、東京都が持っているのと同じような立法権とか財源の権利を他の都

道府県も持てるとのたて付けになるはずだと思う。だから個々の自治体を過度に強調し

すぎるのは、やはり望ましくないと思うし、そう考えると単一国家という前提、私はす

べきと思うが、そうすると地方の理解というのも基本的に個々の自治体の代表と言うよ

りは、広域の自治体の代表が集まっているという性格がむしろ強く出るべきだと思うの

で、そういったことを議論すべき。 

・（４３条）比例制の話はどっちでも良いのだが、その分衆議院でむしろ一票の較差を徹

底的に是正すべきだという話であるから、当然衆議院で考えるわけであるし、その上で

参議院とのやり取り、まさに両院協議会という話になるのではないかと思う。 

・（憲法改正草案）議論の整理であるが、一つは国と地方全体との間の関係、もう一つは

地方間の多様性をどれだけ認めるかという話だと思う。国が従うべき基準として一律に

細かいところまで全部決めてしまって、それを全部地方が一律に守らなければいけない

というその体制をどうするのか、といった問題が別途あると思う。仮に、地方代表制が

作られたとしても、地方間での、自分はこういう法律条例を作りたいけれども、一律に

それはできないようになっている等、そういった問題がまた別途あって、ではどうやっ

て多様性を認めるように憲法に書き込むかは、実際どういうふうに作るのか、立法技術

的に私も直ちに妙案は思いつかないが、方向性としては、ベースラインとしては、ここ

だけは少なくとも守って欲しいというところまでは作るが、地域の多様性に委ねられる

部分は多様性に委ねられるようにしようという側面が必要ではないか。逆に言うとそう

いうふうにできないと、法律で全部定めるということにすると、今とあまり変わらない

ので、かえって憲法で何か変える必要性は逆に無くなってくると思う。 

・（憲法改正草案）94 条で法律に基づく条例ということだが、当初ＧＨＱの原案では条例

は憲章になっていて法律の範囲内で憲章を作るというホームルールというものを想定し

ていたが、本当はホームルールの核となる部分は地域団体の組織。どうやって代表を選

ぶかとか、議会制とか、そういったところに関する独自性を認めるといったところが核

だったが、ＧＨＱが憲章を入れるといった話を持ってきたときに、一方で地域性、公選

制ということが書かれてあって、公選制が予め定められていたら、ホームルールを作っ

ても何もいじるところがないではないか、議会制と公選制がセットになっていれば意味

が無いではないかという話にもなって、それも一つの理由としてなくなってしまい、条

例ということになった。それと関係があるかわからないが、組織の多様性といったこと

も一方で学説の中では多様性を認める必要性があるのではないかと言われているが、地

方公共団体の中の組織の在り方、多様性、独裁国家というのは無理だと思うが、ある程

度カスタマイズの余地はあるのではないかと思う。 
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・（５９条）前半の方の普通の法律案は二分の一に下げて良いと思うが、そのときにはや

はり参議院の審議権の確保みたいな条文を書かないといけないと思う。このくらい期間

を空けなさいとか、もう一回委員会でやりなさい、その上で両院協議会でちゃんとやり

なさいといったことを書くべきだと思う。一方どういう風に書くかすごく難しいが、特

に地方自治体に関係のあるものについては二分の一まで引下げないということにするの

であれば、そこのところは別立てで、もう少し細かいレベルでの作業になるかと思う。

財政の方も何か国と地方の協議みたいなことも条文に入れる余地があるのではないかな

と思うが、あまりそうしたものが出ていないので、その辺も検討していただければと思

う。 

・（憲法改正草案）条文案は、総じて権利の要求型になっているが、一方で、92 条の改正

案の一には、「自己決定と自己責任により運営される」とあり、これはまさにそのとお

りだと思う。92 条の改正案の一には、さらに、「地方自治とは、地域の住民の発意に基

づき、」とある。要するに地方自治体の運営が自己決定と自己責任によることが、住民

自治・団体自治の基本だと示しており、納得できる条文だ。ところが、その考え方が立

法権や財政権の条文案に反映していない。自己決定と、特に自己責任という概念を反映

すべきである。やはり権利を広げるわけなので、財政権であれば、これだけの自主課税

をやる限りは、といった側面が問われる。立法権は、もちろん住民の人権等にも関わっ

てくるので、相当な責任を有する。自立や自己責任を示す条文を加えるのが良いのでは

ないか。国との関係に関わる条文の表現は、全体の趣旨としては妥当だ。当然のことな

がら、立法権にしても財政権にしても現状が不十分であり、地方自治体の運営に弊害す

らもたらしていると分析しているので、憲法で立法権、財政権を確立することに賛同す

る。92 条に基づく自治体の運営をしようと思えば、立法権と財政権がなければ運営でき

ないとも考えるので、広げるのは全然構わないが、権利だけを求めるトーンがあまりに

強く出過ぎると、この条文案自体が、一発で入り口論でこれは地域エゴの憲法改正草案

だという受け取り方をされるのではないかと危惧する。 

・（憲法改正草案）憲法改正は基本断絶ではない。連続がないと駄目なベース。全く違う

ように上がったり下がったりできないと思うので、移行のプロセスというものが必要で、

国会法の改正や公選法の改正等そちらの方向で考えるという、ある種の階段の一つと見

なすべきだと思う。急にはできないことはあるわけだから、ある程度ゴールを見据えな

がら考えていくということが必要。憲法改正自体の方も同じようなところがあって、先

程の 92 条の話等もやはり現状を考えると、いきなり連邦制的な話のみが書かれているの

は非常にバランスが悪くて、単一制の話と両方書いてあるというぐらいだと思う。例え

ば日本は広域自治体と基礎自治体で構成されるということと、その組織がこういった地

域住民の自己決定によるというのは、両方書いても良い。そこは一気にどちらかに行く

のではなくて、ある程度移行のプロセスは考える必要はあるのでないかと思う。 
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・（憲法改正草案）まず 92 条の地方自治の本旨、これはやはりＧＨＱとともに作ってきた

憲法。そして時間が経って民主主義が成熟したときに日本国民がこれをしっかりと打ち

出すということなので、これは地方自治の本旨とはこういうことだ、ということをここ

で一回きっちりと我々として出すべきではないかということが一番ポイントにある。

〔オブザーバー〕 

（３）国会法・公職選挙法の改正について 

・国会法と公職選挙法の改正について、もし憲法改正をしないでいくのであればこういう

条文の作り方しか、ストライクゾーンはなく、研究会として妥当だと考える。ただし、

この改正案に対しては必ずや一票の較差で訴訟を起こしている原告団グループから違憲

訴訟を起こされるだろうと推測する。それに対応するためにどうすれば良いのかという

ことだが、これは国会側の責任になるし、完全に対応しきれるかどうかわからないが、

附則で何年以内に見直しをやる等、緊急避難であることを明示するとか、国会決議で憲

法を改正するまでの緊急避難であるといったような条件を付けないといけないのではな

いかと考える。こうした国会での政治的な動きについてまで、知事会や研究会が言うの

か、ということには大きな議論があるが、何かの緊急避難です、という言い方の担保が

あった方が、国会法や公職選挙法の改正はベターではないか。 

・地域代表制の法定化の国会法、公職選挙法の話であるが、私も国会法上、もし現行憲法

をいじらないで最高裁から言われている「都道府県代表制止めろ」に応えるためには、

なぜ、国会とりわけ参議院が地域代表的な選挙部分を持たなければならないのか、とい

うことについて明確な意思表示がないと難しいと思われる。ただ、その上で、各選挙区

に選挙する議員の数を２とすると、東京の 12 を２にするかという話になるし、当面の間

どうするという議論もあるが、もし憲法改正までの間、特例的にどうするという議論を

するのであれば、２に減らすとかではなく、むしろ参議院には都道府県代表がいなくて

はならないとした上で、憲法改正まで当面の間、一票の較差が無くなるように、最高裁

から怒られない範囲内で、参議院議員の数がどんどん増えていくがそれで良いのか、と

いう形で憲法改正なり、もう少しちゃんとした議論をし直すなりの誘因を与えるような

提案しか、ちょっと難しいのではないか。 

・憲法改正するのが難しいから法律レベルで何とかしようというのが、突然国会法と公職

選挙法だけになってしまうが、今まで（地方が）酷い目にあってきた、というところを

解決するには、法律的な対策というものは色々あり得るわけで、協議の場みたいなもの

は法律レベルでいくらでもできる。それも考えたら良いのではないか。それと国会法、

公職選挙法の改正は、これができないから憲法を変えようで、それを憲法抜きで法律改

正をやろうというのは、無理ではないか。 
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２ 第６回 憲法と地方自治研究会 

（１）要綱及び条文(案) 

・（前文）憲法の前文の中に地方自治の充実・発展を宣言するというのは賛成である。憲

法の前文に、そうした文言を加えることが無理であるというのならば、同様の内容を現

行の 92 条の前に設けるのがいい。要するに地方自治について述べている第８章の第１条

部分に持ってきて、地方自治の章の全体に通じる精神を言うのが良いと思っている。 

・（前文）「住民の日常生活に密接な関連を持つ公共的事務に」という条文が気になった。

改正草案の 92 条の方でも「住民の日常生活に密接な関連を有する公共的事務について処

理する」と同じ表現があった。たぶん、最高裁の判例でそういう文言があるので、それ

をとってきたのだと思うが、憲法の前文にしては非常に細かい印象を受けた。例えばだ

が、住民の意思に基づいて地域の特色を活かした発展を目指すとか、大きな将来のビジ

ョンを見据えた前文であってほしいと思っている。 

・（前文）「解釈されなければならないことを規定するものである」という記載もいかが

かと感じた。まさに法律はそれが原則なのかもしれないが、現行憲法でも実際に前文に

書いてある事というのは、平和主義にしても基本的人権にしても解釈されなければなら

ないことを規定している。だから、わざわざ、こういう記載で触れる必要はないのでは

ないか。「自主性が十分に発揮されるよう努めなければならない」とか「努める」とか、

そういう記載で締める方がインパクトもある。 

・（憲法改正草案）現行憲法同様、「地方公共団体」という表記ですべて通しているが、

一般の国民の感覚から言えば、「地方公共団体」は死語。徳島県の草案など、他の草案、

試案では、「地方自治体」にしているところが多い。改正草案 92 条の条文では「地方自

治の本旨」がなくなっており、「地方自治」という言葉を残すという意味でも「地方自

治体」で統一してほしい。 

・（９２条）92 条の２で、「処理する」としている箇所は、「執行する」に直してはどう

か。「処理する」というのは、あまりにも役所的な響きがする。 

・（９２条）92 条の２で、「統治権」という言葉が、一般の国民にどう受け取られるのか、

懸念を持った。今、政党や有識者の間でよく、統治機構という言葉が使われているが、

国民にとっては、基本的に「統治権」というのは、領土とかに付随したもので、国家に

しかないのではないかというイメージではないか。それを地方自治体が有するというこ

とで、余計な誤解を招いてはならない。「権能」とか、そういうような言葉に置き換え

ても、意図は変わらないのではないか。 
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・（９２条）92 条の２で、「その他国が果たすべき役割のみ」の箇所は、「のみ」の表現

に力が入っているような気がした。「のみ」は省いた方がいい。あるいは「原則として」

も省いてもいいのかなと思った。国と地方公共団体の役割分担は、今回の憲法改正草案

の根幹に当たる部分で、まさに色々なところに出てくるが、わざわざ、「のみ」と書き

込むと、何か国の役割を限定しようという意図があるのかと、曲解されては困る。憲法

改正草案だけに、一語一語、細部まで神経を行き届かせないといけない。 

・（９４条）地方自治体の条例制定に関する規定だが、これはもう少し自由に、色々な意

味で、横出しとか上乗せとか自由に作るような権利を認める条文にした方がいいのでは

ないか。立法権のみならず、財政権も自由裁量を認めるべきだという考え方を持ってい

る。そういう意味では、「法律の範囲内で」と、現行憲法のままの限定をつけている条

文案から一歩進んで、例えば「法律の趣旨の範囲内で」とか、「法律の趣旨に反しない

範囲内で」という風に、限定を広げるべきだと考える。地方自治体がより柔軟な運営が

できるように、これだけでも変えれば、条例や自主課税が違憲審査にも耐えられると考

える。 

・（９４条）「国会が前項の法律を定めるにあたっては、第 92 条の趣旨を踏まえなければ

ならない」という条文案は、国会の立法権を制約する意味に受け取られ、正直、通りに

くい印象を持った。実際に国会で地方に関わる法律を作るときに、どこが地方自治の精

神に違反しているのか、判断するのは、技術的に極めて難しいのではないか。国会に制

約をかけるだけでなく、国会で制定された法律が違憲になるおそれも増え、混乱する。 

・（９４条）94 条第４項と同時に新しく付け加えて頂きたい要素がある。読売新聞の試案

第 115 条にある「地方自治体の行政情報の開示請求権」である。「地方自治体の住民は

条例の定めるところにより当該地方自治体に対してその事務に係る情報について開示を

求めることができる」としている。地方自治体の自立のため、権限を広げる一方で、責

任も持つよう、自律という面も規定すべきだ。自律の要素も規定している意味を明確に

するため、この条文案にある独立の検査機関による財政の検査とともに、もう一つ、行

政情報の開示請求権を定めたい。 

・（９５条）改正草案 95 条の５で、要は地方公共団体の司法の救済権を入れているが、実

際に憲法に規定されている国は少ない（事務局調べ：ヨーロッパ 22 カ国中、3カ国）。 

・（９５条）改正草案 95 条の５の司法救済権の規定で、「国及びその他の地方公共団体か

らの」としている箇所に疑義を持った。要は、地方公共団体と地方公共団体が争うこと

を想定しているのはいかがなものかと考える。まだしも地方公共団体対国であればわか

るが、例えば、Ａ県が隣のＢ県が作った条例に対して、訴訟を起こす場合もあるのかも

しれないが、それをわざわざ憲法に書いて、広く司法的な救済を受ける権利を持たせる

というのは、国民が素直についていけないのではないか。 
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・（９５条）改正草案 95 条の５の解説で「具体的な不利益が生じない限り訴訟提起ができ

なくなっているものを」という箇所も、すぐに理解できなかった。訴訟というのは基本

的に具体的な不利益があって、それに対して提起されるものだ。具体的な不利益がない

ものを訴訟するというと、今の日本の裁判所の司法制度をもって、どう判断できるのか。

憲法裁判所が設置されれば別だが、それはまた、地方自治にとどまらない大きな議論に

なる。具体的にどういう訴訟を想定しているのか。納得できる説明が必要ではないか。

いま、なぜ、この規定が必要なのか、立法事実を示す必要もあるだろう。 

・（憲法改正草案）現実問題として、連邦制の色が濃い憲法改正草案を示した場合、そう

した国家観を嫌う人たちから忌避され、現実問題としては、通りにくいことは確かだと

思う。地方自治の問題にとどまらず、国のありよう、根幹、国家観を変えることにもつ

ながるそういう議論であれば、国家観の出発点から検討するような、別の議論でやるべ

きだ。 

・（憲法改正草案）そもそも連邦制と単一国家との区別が非常に曖昧で、例えば今の地方

分権を進めるといった場合も、何か連邦制的なものにするとレッテルを貼ろうと思えば

レッテルを貼ることはできるし、連邦制と単一国家というのがかなり一人歩きしている

ので、結局これの規定でも実際には主権というのは分割されるわけではなくて、伝統的

な定義の上では単一国家のままであると思う。 

・（憲法改正草案）そもそも地方分権というのは、地方の独自性とかそういうものを尊重

するから地方分権を進めるということになると思うが、そこで地方の勝手を許さないと

いうことになってしまうと、そもそも地方分権が必要ではないし、今の憲法から進んで、

地方公共団体あるいは地方自治体についての規定を設けることの意味がよくわからなく

なってくると思う。 

・（憲法改正草案）地方の要するに自治権、そういう立法権とか財政権とかそういうのを

広げるというのは賛成である。この憲法上、地方自治というのを明確に位置付けて、そ

れが明確に憲法の中に位置付けられて、そして地方自治がもっと自主的に行われるよう

になる、ということについては非常に賛成している。ただ、それが国との関係において

どうかという時に、まさに改正草案前文に書いてあるように、国と地方自治体が対立す

るというのは望ましくないという考え方である。 

・（憲法改正草案）住民にとっては一緒の、要するに「住民の福祉の増進」という立場か

ら言えば、利益から言えば一緒のことなのに、（国と地方が協力して住民の福祉の増進

を行う）それが上手くいっていないということは非常にまずいと思っているわけであ 

る。それを助長させるといったらおかしいが、助長させるかそういう懸念を疑わせるよ

うな憲法改正だと受け入れられないと思う。もっと伝統的な単一国家観を持っている方

は国会を含めて相当いる。すぐさま「これは、もう駄目だよ」ということになるので、
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そこはなるべく、こういう研究会もしかり全国知事会という立場も、もう少し穏当なも

のといったらおかしいが、極力、疑われるところは排除するのが望ましい。よくよく考

えたら当たり前のことを言っているじゃないかというのが憲法草案になることが多いと

思っている。 

・（憲法改正草案）自治体というからには、自ら治めるという言葉くらいまでは当然スト

ライクゾーンだし、権能という言葉は、言いたいことは同じであるにも関わらず、受け

る印象は大分違う。 

・（憲法改正草案）単一国家論、連邦制国家論という話があったところだが、我が国がや

はり単一国家であるということは強く意識するべきである。我が国の場合には、やはり

東京都からきちんとお金の意味でも各自治体に配らなければいけないという実態を考え

た時に、やはりあまりにも各団体に強すぎる権能があるというのは、そういうことが附

与されてしまう可能性があるような制度というのは、今の日本には、私は必ずしも適切

ではないと思う。 

・（憲法改正草案）我が国が意図的に各自治体に、もちろん権限を広げていくことという

のは、それ自体悪いことでは全くないが、そのストライクゾーンをあまりに大きくする

と、読み手によっては嫌悪感があるのは当然であると思うので、「単一国家」という印

象はやはりある程度行間に落とすことは私はポジティブだと思うし、「統治権」という

言葉が今出てきたのでその件に関して言えば、少し強すぎるというのが率直な感想であ

る。 

・（憲法改正草案）第一は、「統治権」という言葉と、「主権」という言葉の違いである。

ごく簡単に言うと、各政治単位が、その政治単位に属する人を治める力を持っているこ

とが「統治権」である。従って、この「統治権」というのは、絶対的に強いものではな

くて、それぞれの団体がそれぞれに「統治権」を持っている。これは、官でも民でも良

いが、差し当たり官というか公が持っている。ただ、その「統治権」と「統治権」がぶ

つかり合う中、様々な「統治権」を持つ諸団体の中で、領域内で最高の権力は何か。こ

れが「主権」である。そして、「主権」が最上の国家にあると「主権国家」ということ

で、その下にある団体それぞれ「統治権」を持っているが、最終的には国家の有する「主

権」に服するということになるし、そうではない、例えば連邦制の場合は、連邦を構成

する支分国、あるいはラント、州、何でも良いが、そういったものがそれぞれに「統治

権」を持っているし、その「統治権」が「主権」的であるか、それぞれにおいて最高で

あるかということになると、最終的に連邦は調整しなければいけないということで、実

質的に「主権」を有する政治単位同士の調整ということで連邦になる。従って、法律家

の感覚で言うと、「統治権」という言葉が使われているから単一国家だと話しているわ

けではない。それから、「主権」は最終的に国家にある。それは、憲法の前文であると

か、あるいは憲法の１条というものを読めば、そこは国家全体に属している。日本国全
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体に属しているということはわかるわけなので、そこまでまだ連邦制に切り替えようと

しているわけではない。これがまず、法律家的な見方である。ただ、どうしても「統治

権」という言葉を「主権」、日本は今まで単一国家だったものだから、「統治権」とい

うと「主権的な統治権」のことを指すというふうに何となく理解される傾向がある。そ

こで、「92 条２項」の「固有の統治権」という言葉について、違和感があるということ

があるので、例えばここは「固有の権能」にするとか、しかるべく言葉を訂正する。た

だ、繰り返しになるが、大筋は依然変わっているものではないと理解ができるのではな

いかと思う。 

・（憲法改正草案）「前文」については、いずれにしろ地方公共団体が「統治権」と言う

か、それぞれの自治権を持っており、そして日本国が単一国家で国家が「主権」を持っ

ているといっても、それぞれの地方公共団体に自由度を高めていく。そして、住民の福

祉を増進していくだけの裁量等与えなければいけない。同時に、例えば東京の突出とい

うものについて、例えば国が調整をして地方にいろいろな、例えば人口であるとか財源

であるとか様々な意見というものをやっていかなければいけないということは、多分当

然のことである。いま「前文」として事務局が出したことは、そのことが十分に踏まえ

られた文章として、今のところ書けているのではないかと思う。つまり、最初に「全国

的及び地域的な公共の福祉の実現のために」というのが、これが究極の目標であり、そ

の究極の目標を実現するための、いわば手段として憲法の統治のしくみ、あるいは政治

システムのしくみとして、国と地方公共団体がそれぞれ役割分担をしている。そして、

「地方公共団体の自主性及び自立性が十分に発揮されるよう」この憲法のシステムは解

釈されなければいけないというような。実際には、細かいことは、やはり地方自治法と

か法律で、作っていくのはそちらがキモなので、そこに向けての指針としてはっきりと

打ち出しておくというのは、私は意味があるだろうと思う。ただ、この「前文」の終わ

りの「解釈されなければならないことを規定するものである」の「ことを規定するもの

である」は、少なくともいらないのではないか。 

・（９２条）92 条の３項で言うと、「その他国が果たすべき役割のみを担うものとし」と

いう、「のみ」というのはちょっと強いと思う。ここは、「のみ」は取った方が良いの

ではないかと思う。 

・（９４条）94 条「の１」は不要だが、94 条１項で、「法律の範囲内で」という言葉の持

っている意味合いである。表現上の意見に反して、実はこの言葉は残しておいた方が良

いということである。つまり、この「法律の趣旨」に則してということで言うと、地方

公共団体が自分でいろんな法律の趣旨を変なふうに解釈してしまう。それで、地方がバ

ラバラになるということは、かえって起きやすいわけである。むしろ、この「法律の範

囲内で」という言葉は、現在、地方公共団体は自分で自由に自主的にいろいろやるのだ

が、国が法律で、これは駄目、国の側で責任を取ってやるので、地方の側が自主的にや

れたことがあったとしても、それはいわゆる裾切りというか、切るということができる。
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その意味で地方の自主性と同時に、後ろから国の法律でもって全体的な調整を全国的に

行うということで、いま微妙なバランスを表現している言葉ということになる。かえっ

てここを、法律の趣旨をいじるとちょっとややこしいことが起きるので、今のところ上

手い表現が見つからない限りは、これはこれでひとまず置いておいた方が良いのではな

いか。 

・（９２条）92 条のところで、これを「権能」ということに変えることについては、全く

差し支えないと考えているが、確認だが、「主権」と「統治権」というのは伝統的に全

く区別されたもので、「主権」を分割するのがいわゆる連邦制で、「統治権」というの

は「主権」の下にあるものというか、一緒になることもあるが、「統治権」を分割する

というのは必ずしもと連邦制にはならないと伝統的に考えられてきた。だから、ここで

これを「固有の主権を有する」といってしまうと、これは明確に連邦制になるというこ

とである。「統治権」の限りでは、別にそれは学問上一般的な定義としても連邦制には

ならない。ただ、そうは言っても確かに一般の方々の反応もあると思うので、「権能」

でも問題ないのではないかと思う。 

・（９２条）92 条の点で、技術的には問題ないが、「地方公共団体の組織及び運営に関す

る事項は、地方自治の本旨に基づいて、法律でこれを定める。」と現行法上、現憲法上

なっているが、「組織及び運営に関する事項」は現在の原案では消えており、それをど

うするのかということである。現在のところ、93 条で組織規定についての規程は、現在

の憲法上では憲法が組織に関する事柄について明示的に定めているものがある。これは

改正しないということになっているが、その他の点について、それは第一義的に法律で

定めるものなのか、それとも各地方公共団体で定めるものなのかという問題が残ってい

る。 

・（９３条）実はこの日本国憲法が制定されるときに１つの大きな争点になったのは、実

は 93 条で、例えば「地方公共団体の長、首長は直接これを選挙する」となっているが、

もちろん地方公共団体によっては間接選挙制をやりたいという地方公共団体もある。こ

れは、むしろ地方自治体のそれぞれの問題意識に合わせて組織は変えるべきだという、

「自主組織権」というのがあるのではないのか、ということが議論になったが、差し当

たり日本国憲法は 93 条は直接選挙制を採用した。この点について、93 条は維持すると

いうことだが、その他の事項、例えば今は一律に地方公共団体の在り方が決まっている

と思うが、それを地方公共団体の自由に任せるのか、それとも一律に決めてしまうのか

という事柄に関わるので、92 条で消えてしまった部分をどうするのかということについ

て、今後、少し検討が必要なのではないかと思った。 

・（９２条）92 条で地方公共団体の組織運営を法律で定めるといったことの、最も大きな

効果は、農業委員会であるとか、教育委員会の問題である。法律で地方の組織運営につ

いて定めるといった以上、全国の地方公共団体で画一的にこれまではその類の教育委員
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会制度、あるいは農業委員会制度というものを置かなければいけなくなったということ

が１つにあり、それが非常に地方のいろいろなやり方とか、地方教育行政の在り方とし

ていろいろな物議を醸してきたというのは良くご存知のことだと思う。そこで例えば、

ある種の地方公共団体の自主組織権、自主的な組織を自分で編成していく権能というの

を認めていく、というのは基本的には的を射たものと私は思うのだが、問題はその限界

のようなものであり、例えば今の 92 条、93 条の新しく事務局が提案された形で言うと、

地方公共団体いわば完全な自主組織権がある。教育委員会を例にすると、教育委員会を

作っても良いし、作らなくても良いというようなことになるわけである。国の法律で教

育委員会を作ろうというふうにした場合に、あとは 94 条１項で書かれている「法律の範

囲内で」というところで、何か縛るということになるのか。ただ、ちょっとそれは今ま

での考え方だと読みづらいのではないか。とりあえずそういうことになるわけである。

他方、今までより画一的な、国が教育委員会とかを必ず作っておけと、全地方公共団体

に、全く同じ規格を強制するというのもちょっとおかしな感じがするわけである。そう

すると１つのやり方としては、憲法改正案を作る時にどう書くかはまた別の問題だが、

基本的に国が法律でいわばいくつかのメニューを用意して、合理的な統治のシステムに

なるようないくつかのメニューを用意しておく。あるいはモデルになるようなしくみを、

例えば「一応教育委員会おいて下さい」と、例えばそういう形で作っておく。ただ、各

地方公共団体の方で、「いや、もっとより効率的なやり方がある」ということであれば、

それぞれがいわば上書きをするような形で組織をいじるということができる、というあ

たりのやり方が良いのかどうなのか。 

・（自主組織権）非常に論点になっていることで、経済財政構造改革を進めているときに、

いま教育委員会制度をどうするかという非常に大きな論点になった。少なくとも強制的

に画一的な教育委員会制度をこのまま維持するというよりは任意設置、少なくとも置い

ても置かなくても良いし、あるいは首長部局で一括してやった方が効果的ではないかと

いう意見も結構あったわけである。しかしながら、教育委員会はそのまま残すというの

が今そのまま続いてきているというところだが。実際、いま日本の教育委員会制度のモ

デルになった米国の大都会では、教育委員会機能を全部停止しているところが多い。ニ

ューヨークしかり、シカゴ、ワシントン、軒並み教育委員会機能は停止してしまって、

首長部局の中の一つの局にして、首長が全部一括してコントロールしている。こういっ

たやり方をしている。これはやはり、教育問題について、教育の領域の中で解決しよう

としてもなかなか解決できないことが非常にたくさんあるからである。都市問題という

のは、教育の領域ではなくて、親の雇用、生活、福祉、いろいろなことが全部関わって

くるので、総合的に対処しないと、なかなか教育問題の解決はできない。そういった意

味で大阪府が教育行政条例を作ったときに、教育界から猛反発があったが、教育委員会

機能が停止している米国の我が国のモデルになったところが、時代にあわないという形

で変革をしている。米国の南部の方では、昔ながらの教育委員会制度を維持している。

地域の実情に応じて、組織も形を変えていく必要があるのではないか。やはり一番、ト

ータルなところからいろいろなことがわかっているのは首長。そこでやはり、なかなか
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教育界だけでは抱え込めない問題をトータルにコントロールしてもらう方がいいじゃな

いかと。首長の方が教育行政もコントロールするという仕掛けというのは、メイヤーテ

イクオーバー、「乗っ取り」という言い方をする。だから、これは条例によって、その

首長の任期中だけはそれを続けるということで、ニューヨークでは新しい首長になって

もそのままそれを続けている。ニューヨークのいろんな子供たちの問題行動もかなり解

決して治安も良くなったということがあるので、効果はあったという評価もある。メニ

ューをいくつか出して、将来的には選択をするということである。 

・（自主組織権）全国知事会では、（教育委員会を）首長部局の一つ、教育部とすべきと

するのが大半である。これをさらにトリガーを引いたのが「大津いじめ事件」。ただ、

こうした動きのなかから、すでに二点、教育委員会制度が変わった。首長がはっきりと

教育に口出しをしろと文科省の方でもなった。これによって、教育大綱を作ることがで

きる。昨年の４月から地教行法が改正になった。各県で対応がバラバラなのだが、文科

省が二つ選択肢を出した。一つは、教育委員会が作っている教育の振興計画、これをコ

ピーしてもいいという話。もうひとつが、首長がリーダーシップを発揮して総合教育会

議を作って、そこで喧々諤々やって新しい大綱を作ってもいいと、この二つの選択肢を

示された。徳島県は６回に及んで、各界各層、我々が何か大きなことについて、徳島が

のるかそるかを決めるとき、各界各層の代表から「挙県一致協議会」というのを作って、

そこにかける。今回の教育大綱を作るに当たっても、そこにかけ、意見が非常に出た。

それを全部とりまとめて、６回に及ぶ総合教育会議の中で、まったく従来の教育振興計

画とは違うものを作り上げた。逆にそれが、今やバイブルとなっている。ここは、首長

が全部握るということではなく、若者など県民のいろいろな代表の皆さん方の意見を聞

いて、首長が選択する形をとった。また、極端な方向に教育を持って行ってしまうと、

この日本国という中でいくと難しい。やはり第三者機関である教育委員会というものが

あって、ショックアブソーバーになってもらう。ただここの運営については、逆に首長

がはっきりと、と。これが二点目の変更になったのが、前は教育委員を互選で教育長を

選んでいたのが、直接教育長を首長が決める。議会の同意はあるが。ここが大きく変わ

ってきた。もともと、分権一括法の前のときは、議会にもかけなかった。分権一括法で

変わって、文科省がそこは意地を見せた。議会の同意権、議会の同意を取ると。そこの

合議で決めると。そういう形になってきた。そういう形で大きく、教育委員会制度が変

わってきている。教育については、今日は右、明日は左というのは難しいと思っている。

やはり、教育委員会というのはあってもいいが、そのマネージメントについては、首長

が独断でということではなく、各界各層の意見を広く聞いて決める。というのは、選挙

は４年に一度はあるので、そういう形が望ましいのではないか。先ほどの話に戻すと、

法律において、いくつかのパターンを決めて、ただ、レッドカードは国が握っておく。

そうした点は、あった方がいいと思っている。〔オブザーバー〕 

・（自主組織権）現行憲法の「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は地方自治の本

旨に基づいて法律でこれを定める」という条文が外されたのは、私は、それなりの意図
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があって、それに賛成したつもりであった。その意図とは、まさに、地方自治体の組織

とか運営を自由に行えるようにするという自主組織権をバックに置いていることだと考

えている。さきほど教育委員会の話が出たが、教育は継続していかなくてはいけないも

のであり、示されたご意見はそのとおりだと思う。ただ、私は、解説にも書いてある小

規模な自治体の組織や運営に目を向けたい。小規模な自治体ではもうすでに、消防が合

同、水道もそういう形になっているところが少なくない。単独の自治体だけでは維持で

きず、隣接の自治体と協力して組織を持つ形態は、人口減の中で、どんどん進んでいく

だろう。あるいは、ある程度の業務は外部委託、民間委託をしなければならない自治体

も出てくるのではないかと考えている。専門的な業務の窓口は、小規模な地方自治体で

つくることもかなわないというなら外部委託をせざるを得ない。それに対して補助金を

出そうという流れも一部の施策ではとられている。もちろん、外部委託にはちゃんとみ

なし公務員という形でやらねばならないのは言うまでもない。いまからの時代、右肩上

がりの時代とは違うので、とくに小さな自治体は工夫をして、近い自治体同士一緒に固

まってやらなければならないこととか、あるいは民間に思い切って業務を外部委託する

こととか、シティマネージャーのようなものとか、様々な形が出てくるのは避けられな

い。将来へのそういう流れをにらんだ組織と運営の条項の改正であるべきではないかと

考えている。そうした流れをあえて条文に書くのは、技術的には難しい。だから、現行

憲法の組織と運営の条項を外すのであるが、これは、実は大きな改正である。地方自治

体の組織の自由化を意味しているからだ。とにかく、地方自治体は、国とは異なり、あ

る程度、マネージメントは、地域の実情に応じて自由にしないとこれからは生き残るの

もしんどいのではないかというのが私の考え方である。 

・（自主組織権）大体自由だということが望ましいという方向だと思うのだが、もしそう

であれば、これは両論あり得ると思うのだが、解説のところで書かなかった理由につい

て付記する。書くか書かないかも一つの問題かとは思うが、書かなかった趣旨について

書いた方がわかりやすい。 

・（憲法改正草案）憲法前文のところ。地方公共団体の自主性。これはおそらく発揮して

いくようにしなければいけないと思うが、その後ろについている自立性であるが、本来、

自立性を発揮しなければいけないのは地方公共団体であると思う。少なくとも、身近な

行政サービスに関して、地方自治体が自立性を発揮する。本来、自立しなければいけな

いのだけれども、それが難しい地域も当然ある。ということであるとするならば、国が

サポートしなさいという文面にするのが、きっと本来の正しい流れ方だと思うのだが、

これだと、自主性と自立性をあたかも、地方公共団体が頑張らなくても国が提供しなさ

いというようにもあたかも読めてしまう。または解説のところで述べられることになる

のかもしれない。そうしないと、本来、地方公共団体が自立すべきだという話があるの

だとするならば、交付税をなくしてもいいのではないかという話も当然可能になるわけ

で、自立性を課されているのが誰で、その自立性を担保するのが誰なのか、この文面だ

とわかりにくい。 
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・（憲法改正草案）自立性のところだが、地方公共団体が性善説に立つか、それとも違う

のかが重要になってくる。性善説に立つのであれば、むしろそれを制約するのが国だと

いうパラダイム。そういう立場に立てば、このままでいいと思う。むしろ放っておくと

全然自立性が発揮されない、後ろから後押ししないといけないということにするのであ

れば、変えるということもあり得るとは思うが。この改正草案の流れ全体からすると、

もちろん何をベースラインに置くかということだが、地方公共団体は差し当たり、積極

的に頑張るのだろう、自立的に頑張るだろうという前提に立って書くのであれば、もち

ろん全国知事会の立場から提言するので、それは当然であろうという前提のもとに書く

のであれば、このままでいいのではないかと思う。 

・（憲法改正草案）ＧＨＱあるいは、当時これをつくったとき、日本は帝国主義だった。

地方自治なんて全くないと。というところから、アメリカ式のものを入れていこうと。

まさに地方自治は民主主義の学校なのだと。日本は幼稚園くらいからスタートしたらと

いうことで、この 92 条から 95 条。もっというと、地方自治の本旨がわかりづらいとい

うのは、まだ幼稚園だからねと。それが小学校になり、中学校になり、分権一括法ある

いは、さまざまな国の制約、機関委任事務もそうだが、こうしたものが解消されて、ど

ちらかというと完全に地方が成熟をしてきた。だから地方の自主性、当然のことながら

自立、これをやはりもとめていく必要がある。当然、その中には、破たんする自治体が

あり、どんどん伸びる自治体が出てくる。現に今、かなり格差が広がってきた状態。日

本全体の流れがまさにそういう方向にもう来ている。だから逆に言うと、今回、出して

いただいたそもそも全部、国民は国に預けたというか、そうじゃないだろうと。やはり

住民、国民二つの考えがあって、それぞれに任せているのだという考え方が世に出たと

しても、そうだと言えるようにはなってきたのではないか。教育委員会の在り方も昔、

地教行法で、首長に校長の人事権を与えたらとんでもないことになると、みんな選挙マ

シーンに使ってしまうと。そうしたものがやはり違うようになってきた。逆に教育委員

会の方があまりにも住民感覚、国民感覚から疎いじゃないかという形になって、地教行

法が改正になった。ということを考えていくと、ここは自主あるいは自立というのはと

もに、国側からもそういったものを尊重すべきだと。もう、手取り足取り、箸の上げ下

げまでという世界ではないと。逆に地方の方は、ちゃんとやらないと破たんするかもし

れない。場合によっては、国会議員が選ばれないという可能性も、今回の合区でこれは

可能性ではなく必然になったのだが、そういったことがある。この自主性、自立性とい

うのは、両方にかかるということで、お互いにその時その時、国側も地方側も、また、

国民も住民も常にこれは頭に入れないといけないということではないかと思っている。

知事会も大体そういう流れ。〔オブザーバー〕 

・（９４条）94 条２項の「国会が前項の法律を定めるに当たっては 92 条の趣旨を踏まえ

なければならない」というのは、この点については「尊重しなければならない」の方が

いいだろうという指摘があり、私もその方がいいだろうと思うのがまず第一点。その上

で、強い意味があると私は思っている。どういうことかというと、現在、国会がある事
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項について法律を定めることができると、憲法に書いてある。それを一般に立法政策と

か、立法裁量と呼ぶ。それは結構、国会が好きに定めていいという雰囲気があるが、昨

今の裁判所の動き方、一票の較差に限らず、違憲審査を見ていると、必ずしも、そうで

はなくなってきている。背後にあるのが、国会がかなり前に法律を作ったが、その後い

ろいろと世の中が変わってきている。国会が早く法律を直して、より社会に適合的な、

現代に適合的な法律に変えていかなければいけないのに、しないというときに、裁判所

の方でこの法律を違憲というかどうかはともかく、国会に是正を迫るという判決を出す。

そういうときにどうするかというと、裁判所の、あるいは法律家のやり方は、たしかに

世の中いろいろなことがあるので、裁判所が国会に変わって、国会が作ったＡという法

律について、Ｂという規定をつくりなさいというのは、これはやはり余程のことがない

限り言えない。越権だと。ただ、国会が法律を作るというからには、いろいろな事情を

考慮して、例えば国民の権利であるとか、経済事情であるとか、世の中の変化とか科学

技術だとか、いろんなことを考慮したうえで国会が法律を作り、また、適宜に改正廃止

しなければいけないところを、国会がどうもそれをやっていないと。どうも考慮が不十

分であると。そういう場合に、ちょっとこの法律、今の現状においていかがなものかと、

もう一回こういう点を考慮し直して、作り直してはいかがですかと、こういうソフトな

やり方で裁判所が違憲審査権を行使して、国会の立法を建設的な方向で迫る。私どもは

最近、国会と裁判所の対話という言い方をするが、そういうことが増えている。そうい

ったことを踏まえたときに、94 条の２項で先ほども出てきた「法律の範囲内で」という

ことで、国の法律が、地方公共団体の条例制定権等についてラストワードを持っている

と。レッドカードを最後出す権限を持っている。ただ、しばしばそのレッドカードが広

すぎたりすることがある。知事会、市町村会からみると、非常に問題があると。あるい

は緩めて、がちがちに地方公共団体を縛るよりは、先ほど申し上げたのは、いくつかの

モデルを提示するような、能力のある、元気のある地方公共団体は条例で上書きできる

ようにすればいいのに、国の側が、役所も付いているので、なかなか変えないといった

ときに、裁判所の側で、もう少しこの法律の地方公共団体の拘束を緩めたらいいじゃな

いかということを、先ほど申し上げたようなことで、立法サイドの統制として言うと。

そういうときに 94 条２項の規定は大変意味がある規定だと思う。しかし、先ほど私は「尊

重しなければならない」ということに改めるということを踏まえると、置いておいた方

がいいのではないかと思う。 

・（憲法改正草案）地方公共団体における住民の行政情報開示請求権を入れたらどうかと

いう指摘があった。私もこれを入れることはありうると思うのだが、読売試案をみると、

国の方についても 50 条で書かれている。これは国と地方と両方併せて、個人情報開示の

ことを書かなければ意味がないわけである。そうすると、国民住民の権利として人権の

ところに一つ書くということがあり得る。もうひとつ、読売試案では 23 条４項で、個人

情報は乱用から保護されるということで、個人情報保護に関する規定をかなり先駆的に

ご提案いただいているが、実はこれが問題であり、かなり国地方とで個人情報の保護が

分担されている。それが今後のパーソナルデータとかビックデータ、ＩＣＴの推進とい
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うことについて、いくつか問題が起きており、そこをどうするかということが今後の課

題になっている。情報公開及び個人情報の保護については、地方自治の条文というより

は人権のところで先ほど、環境権を入れたらどうだという話が出てきたが、そのあたり

に、条文まで具体的に提案するというよりは、報告書の中で、環境権、それから情報公

開、個人情報保護についても、ちゃんと住民に守るように住民の利益を確保するという

ことについては意見があったとか、具体的には十分に詰められるところは詰める、とい

うところがあって良いと思う。差し当たりは、地方自治の章に関する具体的な憲法条項

を作るということにまず傾注して、ただ、そういう意見があった、ということはしっか

り報告書に書いていただく、ということでいかがと思う。 

・（９５条）ここで定められている「国と地方の間の係争処理を裁判で行う」、というこ

とについては、かねて地方分権改革の中でも何度か論点になってきたところである。95

条２項で定められているのは、国民一人ひとりの権利利益の侵害があったときに、それ

を裁判で救済を求めるという、いわゆる主観的な権利利益に関する訴訟、主観訴訟では

なくて、むしろ法律とか命令とか客観的な法規あるいは関与といった国家行為が客観的

に適法で国全体としては法秩序の統一が保たれているか、ということを裁判所に判断し

てもらうという、客観訴訟の類型だろうと思う。住民訴訟や選挙訴訟と同じようなもの

として、これは構想されており、地方公共団体にそれについて訴え出る出訴権を、いわ

ば裁判所の判断のきっかけを持つ、ということが、ここでの規定の核心だろうと思う。

そういう意味では、私にとってそれほど違和感のないものである。もう一点、「国及び

その他の地方公共団体からの」というところであるが、ここでは東京都と徳島県がいき

なり争い始めるというよりは、むしろ、念頭に置かれているのは、徳島市が徳島県を訴

える等、県と市町村、県はより上部の統治団体であるので、国に頼まれて県が市を指導

するということもあれば、そうでなく県が市を指導する等いろいろあると思うが、主権

を確保するために、国、都道府県、市町村というピラミッドを作っている。その主権を

確保するためのピラミッドにおいて、都道府県から見たときは国、あるいは市町村から

見た場合は国または都道府県によって憲法が保障するはずの自主権自主性があまりにも

損なわれている、というときに訴え出る、というのがここでの規定であり、「その他の

関与について」と書かれていることから、このことははっきりしているだろうと。何の

関係もなく突然東京とか大阪府の条例についていきなり訴え出るということではないと

思う。 

・（環境権）憲法に環境権を位置付けるとした場合に、どうしても基本理念を定めた規定

にしかならないのではないかと考える。読売新聞の試案が、初めて環境権を規定したも

のだが、国民には、「良好な環境を享受する権利を有し、保全する義務を負う」と権利

と義務を規定して、さらに国家の義務を規定しているが、環境権は、まさにこの試案の

ような規定しか、考えにくい。ただ、今、もし環境権を位置付けるとすれば、新たな考

え方を土台にすべきだ。読売試案ができた 1990 年代というのは、開発や公害との絡みで

環境をきちんと保全しなければならないということで設定されている。私は、憲法改正
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の項目の中に環境権があって良いと思っているが、それであれば、当然、地球温暖化、

すなわち、地球環境の保全を睨んだうえの環境権でなくてはならないと考えている。地

方自治体の中でも、例えば温暖化防止条例のようなものを制定している先進的なところ

もあり、地球環境を守る上での地方自治体の役割も重要だ。自治体の役割も国と協力す

るといった形、あるいは自治体独自で、といった規定を取り入れた方がより望ましい環

境権の設定の仕方だと思っている。 

・（４３条）案１と案２があるが、前から申し上げているように、参議院の場合、なぜ、

比例選のおおもとである全国区がスタートしたのかというと、もともとやはり職域代表、

例えば看護師の代表であるとか、歯科医の代表等は一つの県ではなかなか当選しないけ

れども、全国になべて推す人がいると当選を果たし、そうした声を代表する議員も必要

ではないかということだった。また、なぜ衆議院の被選挙権の 25 歳以上より高く、なぜ

30 歳以上となったのかというと、参議院の方がより経験を積んだ人が議員になってもら

い、大人の感覚で物事を判断してもらおうという性格をつくるためだった。そうした参

議院の元々の性格、意義を考え合わせると、比例選はなかなか削りにくいのではないか

と考えている。そうすると、やはり、案１で行かざるを得ないのかなと思う。どうして

もということであれば、案２で行く場合、衆議院が今、地方ブロックの比例選挙になっ

ているが、参議院を「地方の府」とするのに合わせ、衆参の比例選の対象地域を入れ替

える方法もあるのではないかと思っている。衆議院を小選挙区選と全国統一の比例選に

する。そうすると、首相を選ぶ上で優越性がある衆議院の方は一票の較差はより小さく

なる。一方、参議院を都道府県ごとの選挙区と四国ブロック、中国ブロック的な比例選

にすることで、案２でも読み取れないことはないようにする。これは選挙制度をかなり

ぐちゃぐちゃにいじらなければならなくなり、実現性の面ではかなりハードルが高くな

るが、そういう考え方もあるということを申し上げておく。 

・（公職選挙法）合区解消、憲法改正にかかる全国知事会の決議文を巡る審議で、いろん

な議論があったときに、島根県知事がおっしゃったことが一番心に響いている。「憲法

改正はやはり間に合わないだろう。どうしても手立ては公職選挙法改正ではないか」と、

合区解消に向け、地元知事としての危機感がにじみ出ていた。この研究会の議論の中で、

合区解消には憲法改正を一番前に据えなければならない、と私自身が主張し、今もその

考えは変わらないが、合区解消の一番の近道になる公職選挙法の改正にも触れたい。公

職選挙法改正をやる場合、前にも言っているとおり、附則が必要なことをまず、抑えて

おきたい。合区を導入した際の公職選挙法の附則で、緊急避難である旨が示され、すな

わち、次の 2019 年の参議院選挙までに本格的に見直すことが表明されている。こうして

決まった合区をもう一回元に戻す場合は、緊急避難であることは附則で設けなければな

らないだろう、というのが一つだ。それから、合区解消の有力な選択肢をつらつら考え

ていくと、選挙区定数を増やさざるを得ないという手立てに行き着く。合区解消と、一

票の較差是正という相反する方向の二つの方程式を解くには、選挙区定数を増やすか、

あとは比例選から選挙区に一定程度の定数を持ってくるか、どちらかしか、妥当と思え
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る手立てはないと言ってもいい。その組み合わせのバリエーションもあるが、結局は選

挙区定数を増やさざるを得ないだろう、それしかないだろうというのが、私の結論であ

る。ただし、それを何回も何回も順次増やしていくことができるのかどうか、という問

題が一つある。だからこそ、緊急避難であることを示す附則が必要で、その間に時間を

稼いで、憲法改正等、本格的な参議院の在り方の議論を進めていくべきだとの考えであ

る。それをどう公職選挙法の改正案に書くかという問題は残っている。それからもう一

つは、定数を増やす場合に、国民的な議論からすれば、歳費を削るのが然るべき措置に

なる。定数を増やして、歳費が比例して増えると、反対論が出てくるのは避けられず、

歳費は減らすべきである。歳費を削減するとは言っても、実際、定数を増やすのは技術

的にも少しだけに抑えられるので、本当に僅かの削減になる。その程度は議員の方々に

我慢していただきたい。もう一つは、歳費を減らす時に参議院と衆議院で歳費の面で格

差が出てきて、同じ国会議員なのに問題ではないか、という議論がある。つまり、参議

院だけ減らすから、自分たちは衆議院より地位が低いではないかとの議論があるが、私

は衆議院も一緒に減らせば良いのではないかと言いたい。国民的な議論をしているわけ

だし、参議院だけ減らすのではなくて、衆議院も同等に減らせば何の問題もないわけだ

し、国民にとっては利益になる。そうなれば、定数増に対し、政党が及び腰になる一番

の要因の歳費は全然問題がなくなる。そういうことを研究会の報告書に書くかどうかは

別として、一番現実的な選択肢というのは、公職選挙法の改正で定数を素直に増やすと

いうことしかないのではないかと思っている。それをいかに国民的な理解を得るのかと

いう視点も大切だ。ただ定数を増やすとしても、最高裁の判決を考え合わせると、一票

の較差は３倍以内で抑えなければならないだろう。較差が３倍を超えると、違憲状態の

判決が出る可能性が高い。較差を３倍を超えない範囲に抑える制度設計をすれば、最高

裁も当面は、緊急避難として判断するのではないだろうか。そのような考え方である。 

・（公職選挙法改正：連記制）要は分区。もっと、ぶっちゃけて言えば、高校野球方式と

言ってもいいかもしれない。夏の高校野球、甲子園の代表は、出場校数が多かったり、

面積が広かったりした都道府県に限り、西東京代表、東東京代表、南北海道代表、北北

海道代表というように、都道府県を分けた地域からの選抜にしている。この方式で、大

選挙区に対して、２票投票制を認めることで、一票の較差を指摘していた原告団グルー

プやそれぞれの地域の住民が納得するのであるならば、良い方式になるが、問題点がな

いわけではない。この研究会では、合区を解消するために都道府県の意義を考え、それ

を前提として議論を進めてきた。例えば、国と地方との意見調整で、都道府県の役割が

大事であるなど、合区を解消するための論理のツールとして推し進めてきた。ところが、

分区となると、その論理がどうなるのか、矛盾するわけである。加えて、分区をやると

しても都道府県の中でどういう線引きをするのか、区割りの問題が出てくる。 

・（公職選挙法改正：連記制）大選挙区制限連記制の一番の問題点は、定数１の選挙区が

人口の少ない県で残り、ここは従来通り、単記の投票にせざるを得ないため、連記制が

導入される都市部の選挙区と、全国で投票方法が単記、連記と混在することだ。我が国
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で唯一、大選挙区制限連記制が実施された戦後 1946 年の第 22 回衆議院選挙でも、１人

１票の単記制をとるはずだった沖縄全県区の選挙が行われなかったため、定数に応じ、

１人２～３票の連記制が全国統一して行われた。単記、連記という投票方法の混在は諸

外国でも例がなく、投票方法の較差という新たな問題を生じさせることに関して、大い

に懸念がある。 

・（公職選挙法改正：連記制）第 22 回衆議院選挙では、投票方法の混乱が問題となり、選

挙後、東京都が全国の選挙管理者を代表して、内務省に制度の再検討を申し入れている。

そうした混乱も予測されるのにもかかわらず、肝心の一票の較差の問題に対しては、抜

本的な解決にはならない。人口の多い都市部の選挙区を分区するのは、１つの選挙区に

おける定数があまりに大きくならないよう抑えるための措置であり、分区された選挙区

の定数を増やさない限り、一票の較差の問題はつきまとう。これで一票の較差に不満を

持つグループが訴訟をやめるとはと思えず、提訴を受けた高裁、最高裁が、選挙制度の

変更を評価するのか、疑問が残る。 

・（公職選挙法改正）実際に憲法改正が難しいという現状の中で、定数増の問題の旗は上

げておくべきだと思う。一票の較差は是正すべきだと多くの国民は一面ではまず思って

いる。しかし、他方で都道府県選挙区制も維持したいという国民も多い。世論調査でし

っかりした数字が都市部でも一定程度出てきている、という二つの意思があって、意思

を合理的に一つにまとめていけば定数増になるに決まっている、それ以外にないはず。

恐らく少なくとも国会の先生方が合理的で、世論も含めて合理的で、あるいは知事会か

ら出す議論も含めてであるが、世論に喚起してしっかりした議論を重ねていけば、結局

そこに落ち着いていくということはめざすべき一つの方向であって、その旗はやはり掲

げておくべきだろうというのが一点。 

・（公職選挙法改正：連記制）とにかく東京、愛知、福岡と割らずに、巨大な東京選挙区

23 人等といったもので連記制をやることはまじめに考えるべきと思う。総務省の選挙課

も外国の選挙制度を良く研究しているはずだが、連記制が多くの国で取られているので、

実際に地方公共団体の選挙管理委員会がどこまで対応できるかといった問題はあるが、

しかしやはり、これはその時には連記制だと、セットになるはずだということで掲げて

おくと良いと思う。 

・（国会法改正）国会法で参議院が「地方の府」であるのだと位置付けた上で、国会とし

ては参議院を構成するので、裁判所の判例とはまた違って、自分達で考えたもので勝負

するというのは私も申し上げたことではあるが、憲法学者では支持する説もあるが、や

はりこれはリスクが大きい説、立場でもあり、また、世に出したときに反発があり得る

ので、これの出し方は慎重に考えるべき最終手段。その場合には国会自身が自分の役割

を明確化すべきだと、役割を明確化した上でどうしてもこうだという理屈にしなければ

ならない、ということを国会に対して参議院の役割を明確化するよう知事会として求め
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る、ということに繋がっていくのかと思う。 

・（憲法改正草案）今回の憲法改正草案については、地方分権、地方自治体の権限を広げ

る方向で改正すべきと考えるが、地方自治体が新たに権利を獲得するならば、それとと

もに義務をセットで考えるべきである。地方に権利のみが付与される形をとれば、地方

のわがままととられかねない。 

・（９５条２項）住民の権利が侵害されるおそれがある場合に、具体的な侵害がない場合

であっても、地方自治体が裁判を起こすことができる権利を有するのが、改正のポイン

トである。しかしながら、住民の権利の侵害という名目にした裁判が頻発し、国と地方

の関係をいたずらに対立させてしまうことは、住民の福祉の推進にならないのではない

か。ただ、これを使って、一票の較差について、自治体が国を訴えることもできる可能

性も出てくると思う。それよりも現在の国と地方の協議の場において、国が議論を設定

するだけではなく、地方が議題を設定することもできるようにするなど、その充実をは

かるべきではないか。 

・（参議院の制度改革イメージ：第５９条改正案）最終報告書案に書かれている参議院の

「同意権」という意味が、わからない。「可決」「否決」と「同意」「不同意」がどう

違うのか、「同意」も採決の方法は、過半数によるものだと思われるが、そうだとしら、

参議院を一票の較差によらない「地方代表」で構成する代わりに、参議院の権限を弱め

るという趣旨には沿わない。「同意」は一般に人事案件の採決に関して使われるが、言

葉が代わっただけの感がする。 

・（参議院の制度改革イメージ：第５９条改正案）「同意権」が、必ず、衆議院に先議権

があり、参議院は後で採決をするという意味であるならば、内閣発案の法案であるなら

ば、それでいいだろうが、議員立法、すなわち、議案の提出権はどうなるのか、という

問題が出てくると考える。元々、参議院は超党派の議員連盟を組みやすく、数々の議員

立法を成し遂げてきた歴史がある。すなわち、「良識の府」としての意義だ。「地方の

府」にするために、「良識の府」の意義を弱めるのはいかがかと考える。また、「同意

権」が、法案の修正や修正案の提出までを拒むものであるとしたら、これも、審議にお

ける権利を貶めることにつながり、国民や国会から納得を得るのは容易ではないのでは

ないか。 

・（参議院の制度改革イメージ：第５９条改正案）参議院の制度改革イメージは、「地方

の府」にする場合にセットで不可欠な項目であり、それがなければ、合区解消は、単な

る地方のエゴととられる。ここは、制度改革イメージ案を、その下段の両院の役割分担

（主な意見）の３項目目にある現行 59 条２項の「三分の二」を「二分の一」に、現行

59 条４項の「60 日」を「30 日」に改正して参議院の権能を、「全国民の代表」である

衆議院より弱める改正案を主軸にして出すのが妥当だと考える。 
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